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     ◎開議の宣告                      （午前１０時００分） 

○議長（齋藤邦夫君） おはようございます。 

  当局より、会計管理者の欠席届がありました。 

本日、午後２時４６分から、東日本大震災で犠牲になられた方々を悼み、１分間の黙とう

を捧げたいと思います。 

会議中であるかもしれませんが、ご協力をお願いいたします。  

それでは、定足数に達しましたので、直ちに本日の会議を開きます。  

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎一般質問 

○議長（齋藤邦夫君） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、一問一答方式により行います。 

  議員各位並びに当局は、簡潔な質問・答弁に留意され、実質的な審議を尽くされますよう

にお願いいたします。 

  質問項目が複数ある場合には最初に一括して質問し、２回目から項目ごとに質問するか、

または一括して質問するかは質問者の裁量で質問していただくことにいたします。 

  なお、質問時間は答弁を含めて６０分以内とします。 

  質問は一般質問者席についてから開始し、終了時間は議長がお知らせをいたします。  

  よろしくお願いいたします。 

順番に発言を許可します。 

  ９番、大塚純一郎君の一般質問を許可いたします。 

  ９番、大塚純一郎君。 

          〔９番 大塚純一郎君 登壇〕 

◯９番（大塚純一郎君） おはようございます。 

  それでは、通告に基づきます一般質問をします。 

  私の質問事項は２件であります。 

  一つ目。少子過疎高齢化に歯止めがかからない、この、我々の只見町、様々な課題が山積

しております。解決の糸口を見つけ出していくのが町長の重要な仕事だと思います。目黒町
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長は只見町の将来を見据えた産業振興政策の実現を町民に訴えて町長に就任されたと思いま

す。町長在任期間６年が経過した中で、目黒吉久町長が実現された具体的な産業振興政策の

内容を示していただきたいと思います。 

  質問趣旨といたしまして、目黒町長は農林業を中心とした産業振興策をいろいろ計画し、

実現されると我々も期待しておりましたが、なかなか見えてこないように感じております。

只見町の将来を思うと、スピード感を持った積極的な政策実現が急務であると思います。初

心に返ってもう一度、町長として今、取り組むべき産業振興策を示していただきたいと思い

ます。少子過疎高齢化に歯止めがかからないこの現状、先の見えない限りのある只見町の財

政状況の中で、計画的な優先順位を明確に示していただきたいと思います。 

  質問事項の二つ目。平成２７年度以降の町の実施計画書で示されている様々な公共施設建

設計画は、今後予想される只見町の将来、１０年後の超少子高齢化社会との整合性がはたし

て図られているのかどうかの政策としてお聞きします。 

趣旨としまして、第６次只見町振興計画、毎年示される実施計画、第３次行政改革大綱、

只見地区土地利用計画、そして只見町中心市街地活性化計画の策定作業といろいろ示されて

おりますが、本質的な議論がされないまま時間だけが経過しているように私は思います。只

見町の将来の全体計画が決定し、財政状況を見極め確認してからの政策実現でなければなら

ないと思います。町長のお考えをお聞きします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 目黒吉久君 登壇〕 

◯町長（目黒吉久君） おはようございます。 

  それでは、大塚議員の一般質問にお答えしてまいります。 

  まず一つ目でございますが、目黒町長在任期間６年間の経過の中で、実現された具体的な

内容を示していただきたいということでありますけれども、主に農業と、基幹産業のことの

お質しでありますのでお答えしてまいりたいと思います。  

  農業については、本当に取り巻く環境が大きく転換しようとしており、特に稲作をはじめ

とした土地利用型農業については、今のまま推移すれば営農維持そのものが大変厳しいもの

になると認識しております。現在、本町では残念ながらトマトや花卉を除けばブランド化に

至っておりませんが、今後はこれら以外の作物の推奨やブランド化を図り、担い手確保・育

成と合わせ産業の六次化推進を図っていく必要があると考えております。  
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また、林業については戦後の高度経済成長期に国有林を中心に資源量の豊富な奥山天然林

が伐採されました。そうした伐採での森林の保水力の低下、水害・山崩れの発生、自然環境

の悪化などを懸念する地元の声を受け、森林生態系保護地域などの保護措置がとられており

ます。 

一方、拡大造林政策による人工林は利用期を迎えているものの、林業生産活動は停滞して

おり、山離れや林業の衰退が深刻になっております。今後は、これらの森林資源の有効活用

を図ってまいりたいと考えております。具体的には、公共建築物への町産材の活用、住宅な

どの民間建築物への町産材の活用支援、さらに木質バイオマスによるエネルギーとしての活

用の施策の展開を図ってまいる所存であります。 

  さらに、多くの課題解決に向けた取り組みや、限りある財政状況の中での計画性につきま

しても、各種計画や予算等を通じて引き続き示してまいることはそのとおりであるというふ

うに考えております。 

  次に、町が示す様々な公共施設建設計画は今後予想される町の将来において、整合性が図

られた政策なのかという質問でございますが、第６次只見町振興計画は平成１８年に策定い

たしました。理念はブナと生きるまち、雪と暮らすまち、奥会津只見の挑戦、真の地域価値

観の創造であります。本計画は５本の基本計画から成り立っております。そして、その５本

の柱に沿って、毎年実施計画を策定し議会に説明をしております。その機会にご意見等をい

ただいたうえで、さらに検討を加え予算を提案するという流れになっておることは既にご承

知のとおりであります。 

  本振興計画の理念を端的に表現したのが、自然首都・只見宣言であります。  

このブランドを確立するために検討委員会を立ち上げ、推進するにあたっての枠組みとし

てユネスコエコパークが有効な手段になるということで、その登録を目指すことになり、昨

年６月に登録された事は、これもまたご承知のことであります。  

  第３次行政改革大綱につきましても、加速・挑戦・根幹の３点を掲げており、この根幹こ

そ只見ユネスコエコパークを根幹とする思考であります。  

  第２次国土利用計画只見町計画の基本方針でも本振興計画を目標に只見ユネスコエコパー

クの理念のもと事業を展開するとあります。 

  中心市街地活性化事業も本計画を踏まえて策定が進められていると理解をしております。 

  したがいまして、その整合性を図りながら進んでいると認識をしております。 
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  議員のご質問は、このような経過を十分ご承知のうえで、なお財政状況や他の重要施策と

の関連をもって慎重に見極めながら進めるようにとのご主旨と理解いたしましたので、ご意

見を踏まえ、引き続き対応してまいりたいと思います。  

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 今、通告に基づいた答弁をいただきました。そういう中で、１番目

の質問で、在任６年の中での産業振興策、どうなんだという質問をしたわけでございますが、

答弁をお聞きしまして、思うのは、その本当に、町長、２期目の、もう後半に入っているわ

けですが、１期目、よく言われます。町民の方が。１期では何もできねえんだと。それを計

画し、そして実現していくのは２期目なんだと。２期目に期待をして、我々は応援するんだ

という話を聞きます。そういう中で、今具体的な内容ということでお聞きしたわけでござい

ますが、この答弁にもありますように、その、産業の６次化の推進を図っていく必要がある

と考えるとか、その、森林資源を活用を図ってまいりたいとか、考えておるとか、思ってい

るか、ということで、私は一歩も前に進んでいないんじゃないかなということで、今、あえ

てこういう質問をさせていただきました。２期目の町長の、町長に出られる時の、ここに、

その政策書いてあります。ここにいっぱい載っております。で、ここで何が実現したのかな

と。本当にそれを思うばかりであります。やっていただきたいんですよ。そういう中で、じ

ゃあ何が、その、先に進まないのかなということで、やはり、町長に私は頑張っていただき

たい。その中で町長に、やはり、その、約１００人近い、９３人ですか、職員がいる中で、

その職員に対して、町長のこの政策、方針、グランドデザイン、その、これから向かってい

く只見町の方向性を、どのように職員に考えを伝えているのかなと。そこに尽きるのかなと。

やはり町長一人ではできません。職員が一丸となって同じ方向に向いていかなければならな

いと思います。ここに幹部職員の方々、十数名おられますが、この人たちにまず、町長の考

えをどのように伝え、そして、それを理解していただいたうえで、その下の、１００人近い

職員に対して、どのように伝えてやっていただくのかなと。それが一番だと思います。その

辺。職員に対する町長の考えをどのように伝えているのか。それをまずお聞かせ願いたいと

思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 具体性に乏しいということと、進捗がなかなか見られないということ
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であろうかと思いますけれども、基本的な認識は、今、ご答弁申し上げたとおり、そういっ

たことを趣旨を踏まえて職員にも産業振興、農業振興、地域振興といったようなことを指示

し、基本的な認識の中で取り組んでいくということを指示しているところでございます。 

  一方、振り返れば、それぞれ、これまでの期間、なかなか地域住民の、特にやはり関心の

ある産業振興、もしくは農林業といいます基盤産業に関する点については、本当にあの、い

ろいろと心配なり、それからまた期待等々については、具体性を持っての成果というものは、

なかなかなかったという、厳しいその、受け止め方も、私もそういった理解をされていると

いうことは理解をしているところでございます 

一方、この間、１期目・２期目とかけて、これまでの経過としましては、大震災もあり、

且つ又、当地方を襲った水害もあるわけですけれども、この期間においては農林業に関しま

しては、まずもっての災害に遭った農地基盤、農業施設等々の復旧にまずもって取り組んで

きたということ、それから当初、勿論、１期目から、私の一番の政策の産業政策につきまし

ては、農林業を中心とし、且つ、農林業生産基盤を確立し、且つそれに併せた、そのうえで

の観光交流事業という繋がった形の中でやっていくのが只見町の生きる姿だということは今

まで申し上げてきたとおりであります。 

そういった中で、これまでの、どうしても、今言ったのは、生産基盤は災害復旧もありま

したが、一方では大震災の流れの中で、こういった観光関連の流れの中では、農産物もそう

ですけれども、風評被害対策にやはりひとつ重点的な形で施策の推進を図らざるを得なかっ

たという環境もございました。 

そういった中で、とりあえず、そういったあの、基本的なことは３年・４年を迎える中で

概ね復興をいたしましたが、今やはり私達が、これからの農林水産物を只見の産業の基点と

して考えた時に、販売や、先ほども言いました６次化といったことを考えた時に、それはや

はりブランド化を図っていかなければ、当然、生き残る評価を、消費者なり都市の方々に理

解をされないということが一番痛感をしておりますので、この災害以降の只見町の復興の一

番のひとつの大きな柱として継続する社会経済を築いていくということにおいての、ひとつ

の地域ブランドを、どう自然首都・只見を高めていくかということにおいて、ブランド化を

図っていくことが生き残り戦略だということで、それを含めてユネスコエコパーク登録を目

指してきたということでございます。 

そういった背景ができましたから、２６年度、今年度は、それぞれユネスコエコパーク関
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連事業の小さなことでありますけれども、伝承産品の開発であったり、それから、また産業

振興の農林振興を含め、観光課も含めて、町独自の産業産品の開発やそういったものに予算

をつけて、いろんな民間の方のアイディアをですね、ノウハウをいただきながら、少しずつ

ではありながら取り組んできて、その成果も見えつつあるというふうには実感しております。

ただ、今本当にこの状況において一番の課題は、先ほども言いましたけれども、園芸関係の

農業関連は、少なくとも南郷トマトに代表されるように、産地度始まって５３年の歴史を刻

んで、今年度は全国の農業大賞を受けるといったようなものもあるわけですけれども、土地

利用型の農業だけは高齢化も進む中、後継者・担い手の育成がちょっと遅れたという関連の

中で非常に厳しい状況にありますので、ここのところを踏まえながら、そしてまた国や県の

動向もですね、ましてや国のほうはＴＰＰの課題もございますが、今般は国も県も、農業と

いうものに関しては、少なくとも従来の農政から大きく転換して、我々の、ひとつの、競争

力の基盤の少ないこの地域にとっては丸裸に今されようとしているだろうというふうに認識

しております。いわゆる競争の原理や規模拡大によるコスト削減による生き残りを図れとい

うのが国の施策でありますが、そういった意味において、今まで従来あった農林関係におけ

る施策のものが少なくなっていく、なくなっていくというのであれば、今後は皆さんとのひ

とつの、これからの基盤産業を守り、育成し、発展させていくためには、町独自の地域農政

なり、地域政策というものを確立していかなければなりません。そういったところの基盤と

いうものを十分これから、その方向性も踏まえながら、ひとつの、どういう施策をとってい

くかの認識をですね、皆さんと一緒に図りながら、方向性を定め、そして具体的な取り組み

に、一緒になって取り組んでいく状況まできているという認識でありますので、そういった

ことを踏まえながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 私の質問は、それを各担当課長にどのように伝えているということ

でありましたので、農林振興課長にお聞きします。 

  今言われた町長の理念、方針、グランドデザイン、方向性を聞いて、どのようにあなたは

消化をし、政策に反映させて、自分の下におります課員に対して、どのような方向性を持っ

て指示されているのか。まずそこからお聞きします。そしてその成果をお聞きします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

◯農林振興課長（二階堂一広君） 農業政策の転換についてでございますけれども、今、ただ
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今、町長から答弁ありましたとおり、土地利用型農業について、非常にあの、環境が変化し

ているということを踏まえまして、現在、特に今年度につきましては、米の直接支払交付金

が半減されたということと、米価が大きく下落したと、二つの要素が重なりまして、非常に、

対策をとらなければならない部分でございます。これについては、町長からの指示もありま

して、内部でどのような対策が取れるかという部分についてはずっと検討しているところで

ございますけれども、この部分については、まず緊急対策としてですね、米価下落対策、こ

れにつきましてはあの、県のほうでも緊急対策の事業のほうをですね、検討されていると。

あと他町の動向も確認しながらですね、現在その、具体的に、どういった形の施策が取れる

かという部分を検討させていただいているというような状況でございます。  

  またあの、今後もその土地利用型農業につきましては、厳しい状況が続くということもあ

りまして、町長の答弁ありましたとおり、国・県の補助の内容もかなり厳しくなっておりま

す。その部分について、現在まあ、どのような、町としてどのような、具体的な政策が取れ

るのか。どういった形が、この、今後の営農維持に繋がっていくのかという部分については、

課内の職員とも、事業展開をですね、考えながら今検討している段階でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） だから、町長のさっき言ってることも、俺、わからなかった。それ

が、課長にどういうふうに指示が伝わって、どのような産業政策がされているのかなという

ことで今お聞きしました。その土地利用型農業について、稲作云々、緊急対策云々という話

は、今から４年前ですか、も同じことがあって、そしてこの議会でも、いろいろ、そういう

農業対策に、振興対策について、考えなくてはならないんじゃないかと。町長はその辺の専

門家、そういう部門から産業振興策を打ち出してやるんだというふうに期待して私はいまし

た。ここにいる皆さん、みんなそうだと思います。そういう中で、やはり、将来の農業基盤

をどのようにしてやっていくのかと。それが一番大事だからリーダーシップをとってやって

いただきたい。町長がそういう姿をちゃんと明確に示して、それが下に伝わっていくという

ことが一番重要ではないのかなというふうに考えてました。 

  町長、去年の１１月２４日、長野県川上村村長、藤原村長ですか、全国町村会長やってお

られる方。これは町長の肝いりで来ていただいて、この講演会をしたわけです。私も行かせ

ていただきました。平均年収２，５００万円の農村。川上村の軌跡というタイトルのもとに、

の講演だったと思います。それは勿論、この人をわざわざ、あの長野県の水害のある時にお
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いでいただいて、我々町民に、皆さんに聞いていただくということは、これが本当に重要だ

なというふうに町長が一番認識されて、実現した講演会だと思います。人口は今４，９７２

人だそうです。その時の話では。平成２２年度ですけども。平成２年には、４，７２２人。

２０年間で２５０人、人口が増えているんです。農家総数は５６６戸。平成２２年。農業従

事者平均年齢が２９歳だそうです。それで平均年収２，５００万ですから。でもこれ、そこ

では良い条件のある村だからできたんで、我々のこの只見町では関係ないことなんだ、では

なくて、話を聞いていると、この川上村は、かつては出稼ぎ専門の村だそうです。４ヵ月間

は家事労働できましたが、８ヶ月間は出稼ぎだったそうです。それが、やはりこの、藤原村

長、前は役場職員だったのかな。そういう農業振興関係をやってこられて、それから村長に

なられて、おそらく何十年もかかったでしょう。でも、そういう農業基盤を築かれて、平均

年収２，５００万の農村にしたわけですよ。何を言いたいかというと、人口が、さっき言っ

たように増えている。なんでか。２，５００万の年収になれば、後継者、農業後継者は、問

題ないですよ。都会に出たって、どこで働いたって、２，５００万は稼げないですから。だ

から、農業後継者の問題はない。そうすると嫁不足もないんですよ。２，５００万の家の嫁

さんになれるんだから。だから嫁不足ないんですよ。７割が都会からのお嫁さんだそうです。

で、じゃあ何でそれだけのことをやっているのかというと、レタス、白菜、サニーレタス、

いちごなど５０種類の野菜や果物を、いろいろ、農家によっては組み合わせてやっていると

いうことだそうです。 

今ほど、町長の話、それから農林振興課長の話。まあ、なんだかかんだ、俺もよくわから

なかったんですけど、まあ、基本は、こういう町の実現のために何をしたらいいかと。やっ

ぱりそれ、俺、町長はやっぱり、それは、あると思うんですよ。それをちゃんとグランデデ

ザインを立てて、そして、優秀な職員、１００人近くもいるんですから、一丸となってその

実現のためにやっていただきたい。それを言ってるんです。その時の藤原村長の言葉の中で、

夢を持って、実現するために努力するんだと。その努力する中で、行政は、町長としては、

その時の藤原村長の言葉ですけど、殺人と人身売買以外は何でもできる。そういうつもりで、

国にも、県にも、どこにでも立ち向かっていったんですよ。そのバイタリティーは我が町の

目黒町長にもあると思います。ただ、町長に持っていただきたいのは、ここで藤原村長の言

葉の最後にありました、ハンドル、ハンドルの遊び、車がまっすぐ進むために、車、ガチッ

じゃないですよ。遊びがあるんです。ハンドルの遊びは１５度の感覚が必要だと。何事をや
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るうえでも。大変良い講演会聴いたなと思っています。町長も勿論、これを聴いて、我々に、

町民に聴かせたいと思って呼んだと思います。 

これを言って、もう一度お聞きします。 

町長、やはり、この町長の想いを、どのように、まず職員、職員教育。そういうものをや

りながら、どのようにしたら実現できると思いますか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） やはりあの、町職員が１００名前後、大きな集団でございます。それ

ぞれの地域を引っ張っていく大きな力にならざるを得ない、ならなきゃいけないということ

で、これはあの、職員も一丸となってそういった想いは持っております。ただ、やはり、い

ろんなあの、タイトな中で、いろんな課題をそれぞれわかりながらも、時には蛇の流れに流

されるかもしれない。そこを戒めながら、きっちりと自分達の将来を自分達が切り開いてい

くんだということ。やらされるんじゃなくて、自分達が、ここに住む職員としても一住民で

あるわけですから、未来に関わった責任もあるわけですから、そういったことを踏まえての、

自分からの意欲的な発想の中で職員としてきちんと仕事に取り組んでもらうということが大

事だろうというふうに思っております。また、そういった形の中でお話をさせていただいて

おります。 

  それから今の、この前来ていただきました藤原村長、いわゆる川上村の村長の件でありま

すが、私があの、村長さんに来てもらって、例のお話をしていただきましたが、公共施設等々

の、これまで川上村が取り組んできた、これは行政の、やはりリーダーシップのある施策の

展開で、いろいろと壁を打ち破りながら作り上げてきたその流れというのは、私もおおいに

学ばせていただきましたし、本当に挑戦することと、あきらめないことと、覚悟があれば、

いろんなことが突破できるんだなということは私自身も、その講演を聴きながら、改めて思

ったところであります。 

  もう一つ。ただもう１点、私が川上村長においでいただいたのは、農業に特化して、農業

でも村が存続し、且つまた持続的な社会が形成され、人口も継続的に保たれているという、

それが農業において実現しているんだということを、私は改めて町民の方々に聴いてもらい

たかったということであります。ただ、どういう農業経営や、どういうその産業、基盤産業

を築くかというのは、それぞれ町村、地域によって違いがありますから、真似ができるもの

でもありませんから、この只見は只見に即した在り様を、そして先ほども申し上げましたと
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おり、結構、この地域も、農業で生きようと思うならば、生きれるモデルケースができるだ

けの基幹作物はあるわけでございます。ただそれが、そういったところが、今まで従来、人

口減少であったり、若者の雇用の場がないというと、従来は誘致企業だとか、いろいろとそ

の雇用の場の創出に関して論議されましたけれども、やはりここまでの国際化が進んだ中で、

どういう形がこれからのひとつの仕事、暮らしの場として、農業というものをもう一度見直

してもらいたいという、その想いから村長さんに来てもらったということであります。  

  したがいまして、我々は今、長い時間かかるかもしれませんけれど、せっかく生きていけ

る、暮らして、仕事があるにも関わらず、農業というものが軽く見られているといいますか、

農業そのものに対しての評価があまりにも低い流れの中で、地域の家庭の中における親から

子へという伝承することにおいても農業は語られませんでしたし、地域においてもそういっ

た経過に流れてまいりましたし、いわゆる高度経済成長の流れの中で、機械化の進展の中で、

農業の後継者づくりは個々の農家においてもなされなかったし、学校教育においてもなされ

なかったし、だからそして今ここまできた流れの中で、一朝一夕においてはなかなか改善は

難しいですけれども、可能性として、ましてや我々の先人、先輩が生きてきたこの生き方の

あり方なり、産業なり、そういったものが検証されて、そして国際認証まで受けた地域であ

るからこそ、自然環境、地域資源を活かした産業の進展を図っていかなきゃいけないと。こ

の共通認識を持った中で、具体的な有効のある戦略を練っていくということが大事だろうと

いうことでございます。 

  今、議員も、いろいろとここまできた中で、もう待ったなし、まさか待ったなし、待った

なしは、前からのお話でありますけれども、そういったことを含めてですね、今まで過去、

これまで取り組みの中で、目指されないものはたくさんあるでしょうけれども、今般、今申

し上げたようなことを、今それをやらなきゃならないし、やれるまた環境が、少しは、この

３年・４年の流れの中で、災害復旧のひと片づけの中で、生まれてきた中で、これも職員一

丸となって、また町民の方々とも一緒になってやっていかなきゃいけないということだろう

と思います。 

  そういうことを踏まえながら、いろんな意味でですね、また皆さんともご相談させていた

だくということでありますから、引き続き、良い形でですね、議論を展開させていただきな

がら、また提案も、指摘もいただきながら、取り組まさせていただきたいというふうに思い

ます。 
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◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） だから、こうやって議論する中で、町長からはそういう答弁出てく

るんですよ。１２月にも、私は１０年後の只見町はどうなっているんですか。町長の目指す

町の姿、お聞きしました。実はあの、この３月の会議において、どういう質問をするかとい

うことで、まず１０年後の姿がどうなっているのかなということで、町長答弁、議事録取り

寄せて分析してみました。益々わからなくなったんですよ。聞いてるのと、書いてあるの見

る理解で、全然違う。改めて思い知らされました。でも今、町長の言われる中で、もうわか

っているんですよね。リーダーシップを持って、そのスピード感を持ってやらなければなら

ない。でも、やはり答弁の中では、産業の６次化推進を図っていく必要があると考えており

ます。今の答弁の中でもありました。もっともっとこう、リーダーシップを発揮していただ

きたい。ということなんですよね。我々には、町長もそうです。職員の方々もそうです。我々、

議会議員もそうです。次の世代、孫・子の代に対し、確実にバトンタッチをして、この只見

町っていうのを消滅させないで、発展させていく責任があると思います。ここにいる少なく

ても全員、その責任感を持って今ここに座っておられると思います。私は今のような状態で

本当に大丈夫なのかと。若い人たちに胸を張って、大丈夫だと言い切れるのかなと。ものす

ごく心配です。毎日毎日。 

  町長、大丈夫だと言い切れますか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 大丈夫だと言い切れるかどうかはわかりませんが、私はそう悲観はし

ておりません。正直言いまして。それはたぶん、人口も減少していくでしょう。人口も減少

していく流れの中で、要は人口の数だけで論じられない社会にあるということだろうと思い

ます。 

そして、私達の社会は、都市部と違いまして、そんなにあの、数値目標だとか、経済性だ

とかいう形の中で生きる地域じゃないということは私は再三申し上げてきておりますし、先

ほども答弁の中で申し上げた流れの中での、町の振興計画、将来性の基本的な考え方は、第

６次振興計画に謳われた中にあるし、また引き続きその精神を引き継いでいかなきゃいけま

せんから。要は、人口の数が少なくなろうとも、そこに住む人、一人一人が、どういう、こ

の地域で生き方をしたいのか。何が目的で、目標なのか。幸せなのか。実感のある生活体験

というものを考えた時に、そういう世界が私はこの只見町だというふうに思っておりますか
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ら、成果や効果というものを、その年の論理や、経済一辺倒の中で評価する必要は私はない

という意味の中で、私は悲観はしておりませんということを申し上げるわけであります。  

そういったことで、特にまた産業振興につきましては、また例に農業をとりますけれども、

今、農業の課題も、今年がひとつの、大きなまた節目を迎えております。昭和一桁生まれが

ですね、特に農地利用型、いわゆる水田を例にとりますれば、今年がちょうど、昭和１０年

生まれの人が８０歳になり、もうこれから先は、昭和一桁生まれの方々が、年々年々、８０

歳になり、昭和一桁生まれの人が農業から引退される。もう引退になってますから。こうい

う時期を踏まえた中で、その課題の流れの中で、水田農業や遊休地が出てきているこの時代

を、誰がどのように担って、どうするかということの、今、構造的なことを抱えているわけ

ですから、いろんなことを危惧される農家の方々だって、やる気があっても米価の問題でで

きないのか。もう歳がとられてできないのか。そういう、それぞれの、生産者も含めながら、

町民の方々とも語り合いながら、地域の課題と、農家の抱えている課題と、そしてその人達

の個々の意思も含めながら、そういったことを含めて取り組むというのが産業の世界であり

ますので、ただ単に一方的な行政の立場から、ひとつの大きな予算を投じてですね、直営的

な工場を造ればいいのか。直営的な農産加工所を造ればいいのかとなれば、そこに至るひと

つの前段をきちんとつくっていかなければ機能しないということもありますので、やはりそ

ういった意味においての時間は、スピード感ということにかかれば、やはりいろんなご不満

やご心配があるということは認識しております。それを踏まえてやってまいりますのでよろ

しくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 悲観はしていない。人口減少はやむなし。 

◯町長（目黒吉久君） いや、誤解しないで受け止めてください。 

◯９番（大塚純一郎君） まあ、誤解はしてないし、まあ、本当に一緒になって、この町を大

丈夫なようにして、そして、バトンタッチしていかなければならないというふうに考えてお

ります。 

そういう中で、役場の庁舎建設事業計画について、実施計画に書いてある件でお尋ねしま

す。平成２４年から２５年の実施計画書で、基本設計予算７９２万４，０００円、実施設計

予算１，５８４万８，０００円。建設費として８億３２万４，０００円というのが書いてあ

ったんですよね。平成２５年から２６年の実施計画書では、庁舎支援業務委託２，５００万
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円。実施設計予算６，０００万円。庁舎建設予算が１１億円と書いてありました。平成２６

年から２７年の実施計画書では、実施設計予算は１億。本体工事予算が１１億って書いてあ

りました。そして今回、２７年から２８年の実施計画書では、役場庁舎施設整備って書いて

あって、本体工事、今回の予算にも提示されております。本体工事で１４億円。設計監理委

託２，３００万。新エネルギーの導入。これ実施計画の話ですからね。で２億９，０００万。

その他、外構工事、２８年度になりますけども２億円とありました。最後に出てきた段階で

は１９億からの予算になっていました。で最初の議会に提出された実施計画で建設費は８億。

トータルで９億ちょっとの予算で、まあ１０億以内でできるのならば、今の、これからの只

見町考えても、まあ、そんなものなのかなというふうに理解して、最初は建設に対してはい

かがなものかと思っておりましたが、まあ、建設に対しては、まあ、理解をして、できるこ

とに対しては賛成というスタンスできましたけども、今回、この１４億の本体工事予算出ま

した。説明の中では新エネルギーの導入の２億９，０００万は外してあるし、できるだけ、

この１４億の中に収めたいというような総合政策課長の話だったと思います。それはそうで

すよ。最初の計画が８億、全部入れても１０億かからないという話が、こうなって、私その

時も申し上げましたが、今回、２月ですか、公共工事の、福島県の労務費単価が８．９パー

セント上がるんだと。それから、やはり２３年３・１１、今日の、あれから４年ですけども、

今、災害復旧・復興関係の建設ラッシュ。そして、東京オリンピックの建設ラッシュ。もう

間違いなく、あとは円安ですか、建設資材の高騰、労務費単価の高騰。これは２７年・２８

年の示されました、その実施設計書には私は反映されていないと思うんです。まあ、今回１

４億でやるって始まって、途中で足りなくなったから補正だ、補正だ。できあがるまでに私

は２０億以上は間違いなく、２４・５億かかるのかなと。今までの町長の議論の中で、この

只見町の将来、悲観してないという。ただ人口は、３，０００人台になるのは、もうあきら

かなんですよ。そういう中で、最初に計画していた、その時、まあ、皆さん、ここにいらっ

しゃる議員の方々も、賛成した金額は１０億以下だと思いますよ。まあこれから、明後日以

降、その、今回の２７年度の予算の中での審議でも、私またやらせていただきます。資料要

求もしてあります。もっと正確な数字出てくると思いますけども、これでいいのかなと。も

のすごい不安を感じています。まずこの辺のところの答弁をお願いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

◯総務企画課長（馬場一義君） 新庁舎の建設に関してのご質問でありますけども、お話あり
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ましたように、当初見込んだ金額から、金額が増えている、伸びているというような形で推

移をしてきております。で、今ほど、ご質問、ご意見の中にありましたように、震災復興そ

れから東京オリンピックに向けてということで、労務単価、人件費、それから資材関係。こ

れが相当な高騰をみせておりまして、実際にその、庁舎の設計内容といいますか、そういっ

たものについて、規模を大きくしたりですとか、機能を拡充したといったようなことは、こ

れまでの説明の中でもしてまいりましたけども、そういったことではなく、世の中の情勢と

して、不可抗力的に上がってきてしまっていると、そういったような部分がございますので、

この高騰を止めるということを、例えばその町の中でできるかということもございますので、

実際にその、金額的に増えるということを決して望んではおりませんけども、そういう情勢

があるといった中で、当初、必要とされていた機能・規模、そういったものをご説明をさせ

ていただきながら、実際に設計を進めていった中で、今回、平成２７年度当初予算に示させ

ていただきました１４億といったような金額に至ったわけであります。尚、内容的には、な

んとかその圧縮ができないかといったようなことで、設計内容のほうは精査をさせていただ

いておりますけども、なにかその、機能的なものですとか、規模的なもの、そういったもの

を追加、拡充をしたというようなことではなく、高騰してしまっていると、こういったよう

な現状にちょうどタイミングが合ってしまっているということは、非常に、歓迎はしており

ませんけども、そういったような状況でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 説明になってねえんだって。そういう、しょうがないから、もう、

建設が造ることに決まったんだから、そういう規模拡大とか、その機能的に贅沢を求めたわ

けでもないんだけど、最初に、その、予定した金額から、俺思うのはさ、２３年３・１１、

２３年７月２９豪雨災害。その復旧関係で、国から、やはり１００億近い災害復旧予算がき

て、毎年やってきました。そういう中で、そういう中で、我々も含めて、皆さん、金銭感覚

おかしくなったんじゃねえかな。これから、この町、ちっちゃくなってくるのもわかっけど、

では本当のこの町の財政規模、ちゃんとつかんで、これからの予想される、今４，５００人

前後で、１０年後には３，８００人になるっていうのわかってて、みんなして話して、共有

していて、それで、じゃあ建物だけ、１０億にならなかったような建物を、倍の２０億の建

物建てっけども、しょうがねえ。それ、なんとかなるだろうってやっていって、本当にいい

のかということを聞いてるんですよ。危機意識をみんなで持たなかったら、胸張って若い人
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達にバトンタッチできるのかって言ってるんですよ。もう一回答弁下さい。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯９番（大塚純一郎君） 町長。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 経過、流れは、今、総務課長が説明したとおりです。 

◯９番（大塚純一郎君） その判断は町長がすんなんねえべ。 

◯町長（目黒吉久君） 私はやるべきことはやらなきゃいけないというふうに思っております。 

  いつか、いずれ、この庁舎の問題も、一つは、なる職員も働く事務室だという意見もあり

ました。しかし、一方では、将来を見据えて、ひとつの拘りを持った、只見町にふさわしい

庁舎という意見もございました。ただいろんなご意見があった中で、そして、いろいろ、そ

の設計を示しながら、皆さんに最後まで検討いただいて、今般の設計、実施設計があがって

くるわけですから、それについての、今般の建設費が増高については、不可抗力だからしょ

うがねえという意味ではございませんけども、今回お示しさせていただいた庁舎は、それは

只見町にとっての、将来にとっての、ひとつの大きな、大事な拠点として提案させてもらっ

たということでございますから、それはいろいろ、これからも財源的にも厳しい状況はいろ

んなことあるでしょうけれども、そこは踏まえて、私は、今般は提案させていただいたもの

を遂行させていくべきだというふうに私は思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 最初の総務課長の部分にもあったように、そのまあ、同じ設計で、

いろいろの高騰分みて、やはり段々段々上がっていったと。だったらば、この只見町の将来

の身の丈に合った、分相応の、もう一回、その、建設するのはしょうがない。わかりますよ。

やはり身の丈に合った内容も、もう一回検討して、最初の予算内、本当にこの只見町で、今

後、大丈夫な範囲内での庁舎の設計にするっていうのは当たり前のことだと俺は思うんです

よね。建物を、最初でやんなんねえ。なんぼかかったってやんなんねえなんて、議会の人、

みんな、そう思ってるのかな。まあ、これから、本予算の中で議論をさせていただきますけ

ども、それをやはり俺は、まずあきらかにしながらやっていかないと、その、まあ、しょう

がねえとか、ここまできたんだからとか、流れの中でなんていう中で、やっちまったら、今、

町長、最後に言いましたよ。その町に相応しい建物。相応しいかどうかっていうのは判断す

るのはその、１０年後・２０年後・３０年後の、俺は町民だと思いますけども、その変な建
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物だけ残って、大変な状態になっている町にならなければいいなと思って、毎日それ考えて

ます。 

  もう一回、町長、お願いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ、今般、提案させてもらった庁舎は、決して華美でも、豪華でも、

特段の贅沢を踏まえたものでは、私はないと。そしてまた、ここはひとつ確認をしておきた

いと思いますが、今日に至るその姿も、皆さんで議論をしてここに至っているということを

ひとつ、もう一回踏まえてください。そして、それは、それに対して今回、現実的にはお金

は、今般、示させていただくお金ぐらいあるんだということを踏まえていただければなとい

うふうに思います。人口減少だけ捉えてですね、今計画している庁舎が、本当に将来に対し

て責任を持てるのかということも一方ではありましょうし、またあの、本当に、また一方で

は、２０年後の人達が、またなんであの時、このような、夢のないといいますか、ただ単に

事務室というか、事務職、いわゆる職員の仕事場としての感覚だけであったのかとか、その

将来評価までは、私はわかりませんけれども、十分、将来に期待を繋ぐための庁舎でもある

という意味から、今般の庁舎を提案しているということはご理解いただきたいなというふう

に思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） だから議論もしてきたし、その中で私は建設に対していかがなもの

かというものを、建設は、建設やむなし、まあ、建設に対して理解は示したつもりでおりま

す。ただ、１０億、最初かからなかった部分が、最終的にいえば２０億かかりますよ。倍に。

そのプラス１０億の部分は、皆さん考えていたのかな。俺は考えてなかったです。その説明

はなかったですよ。そういう流れの中でも。先ほど言いました、実施計画で、段々段々上が

っていったけど、あれ、金額のあれ、こんなになっていいのかなっていう不安だけでしたよ。

皆さんは理解しながら、一番最初に言いましたけど、町長の考えを職員の皆さん、理解しな

がら、そしてここまで組み上げた結果で、先ほどの総務課長の、その説明だったのかなと。

でも俺はあの説明も理解できませんでした。ただ、もう一回、建設はいいんです。ただその

予算内に収める努力はしなきゃならないんじゃないですかっていうことです。今までの議論

をしてきて、良いっていう部分だから、１０億が２０億になってもしょうがないでしょって

いう部分がおかしくないですかっていうことです。もう一度お願いします。  
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◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 議員のご心配はもっともだと思います。１０億が２０億にな

っていいなんていうことは、財政担当課長としてもそのようには思っておりません。ですか

らその、さっきの人口減少、将来の課題が大きい中で、それが本当に住民にとって理解得ら

れる説明と庁舎建設なのかということをおっしゃっていると思いますから、それはまさにそ

のとおりであるし、そのことは真摯に受けとめております。  

  まず、やっぱり人口は勿論、減らないほうがいいし、なるべく定住策を講じていくという

ことは一番ですが、やっぱり交流人口、観光とかの交流人口を増やして来ていただくという

ことで、地域の経済に貢献していくということも必要だと思います。あとは防災庁舎の拠点、

地域の活性化の拠点ということで、そういったいくつかの重点的なことがあって役場庁舎を

建設する。耐震性能もＣランクだったものですから、防災庁舎として相応しいのかというい

ろいろな課題は議論がなされてきました。そのうえで、先ほど議員おっしゃったように、東

日本大震災の復興需要であったり、東京オリンピックの需要であったりで、一般的には月３

パーセントずつ上がるというふうに言われておりました。１２ヶ月で３６パーセントです。

ですからまあ、１．３６倍にはなると。１０億でいえば１０億３，６００万になるという、

単純な話ではなります。ですが、極力、その、資材を、既製品を使うとか、あとは、それ以

外のグレードを下げるとか、今、見直しもしております。そういった中で、今回、当初予算

で１４億という数字になっておりますので、この中で収めるという姿勢で提案させていただ

いているわけですから、そこが、そういったご心配はもっともだと思いますが、２０億にな

っても、それが看過できる数字ではないというふうに私も思っております。  

  加えてあの、町長就任してから、公共施設の基金というのを、議会の皆様のご了解をいた

だいて、新たな基金条例を設置しました。その公共施設関係で６億の積立をさせていただい

ております。そして、財政調整基金についても、当時より７億ほど、加えて１０億ほど積立、

備えをしてまいりました。そのうえで、そういった住民の方々にとっても利便性の高く、地

域の活性化の拠点、防災拠点なる将来の町、特に只見地区は行政の中心地でありますので、

そういった町全体のことを考えて役場庁舎を建設するという趣旨は十分ご理解をいただいて

おります。ただ、１点が財政的なことだと思います。そういったことで積立もしてきたとい

うことと、あとは２０億になっても、当然それは看過できる数字ではないというふうに申し

ておりますけども、そういった中で、十分、その段階に至れば、管理の部分もありますけど、
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目を光らせて、チェックして、そういった中で議員のご心配がないような庁舎建設をして、

地域の振興に繋がるように努力してまいりたいと思いますので、併せてよろしくお願いいた

します。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） まあ、この件については、当初予算にも入っておりますので、そこ

で改めて皆さんと議論していきたいと思っております。  

  時間も限られてきます。 

  最後になります。 

  町長の公約にも明記してございます。安心して暮らせる長寿化社会への対応ということで、

朝日診療所を中心とした医療・保健・介護・福祉体制の充実と活動強化ということで、公約

の、この安心して暮らせるまちづくりのトップに書いてあります。朝日診療所の医師確保の

体制の、いろいろの話を今、町民から聞きますが、町長、この２７年度以降の朝日診療所、

どのようなことでやっていかれるのか、町長からお聞かせください。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） ２７年度はまた改めて常勤の４人体制が構築できるのかなというふう

に思っております。２６年度はいろいろと関係医療機関からの応援医師をいただいてやって

まいりましたが、今般は、２７年度また落ち着いた形の中で、診療所の運営や、基本の経営

理念に則ってやれる体制はできるかなというふうに思っておりますし、また看護師体制も充

実できるというふうにまあ、思っております。ただ、陣頭的に人数体制だけ整えばいいとい

うことではありませんので、非常に地域住民の方々、町民の方々が、診療所に寄せる期待と、

いろんなものに対してきちんと応えられるようなものにしていかなきゃいけないというふう

に思っておりますから、この辺のところはまた、今後のね、体制が整ったなりに、しっかり

その体制を活かして、きちんと地域住民の医療・保健、そういったことを含めて取り組んで

いただけるように、きっちりと指導なり、いろんなご意見交換しながら取り組んでまいりた

いというふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） そうです。そのように取り組んでいっていただきたいんですけども、

全ての面で通じるのは、やはりスピード感といいますか、そういうのに気づきですよ、町民

の想いとか、町民の不満とか、そういうものに対して、やはり、すぐ捉えて、その後の対応
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をどうするかということだと思いますよ。だからそれはもっと戻れば、今の町長の診療所に

対する思いを、その下の課長なり、事務長なり、職員なり、看護師、医者も含めて、全員が

共有するということですよ。町民の、やはり安心な、安全な医療を受けたいという気持ち。

まあ、今年の４月から内視鏡検査が再開される。それにあたっての、そのいろいろの町民の

不安の話も、担当委員会の中では発言させていただきました。それのできる医師。安心して

受けられなければ、町民は本当、正直ですよ。もう、ここが不安だとなれば、別の病院に行

っちゃうんですから。現実的に。それはみんな、健康な町民がいたから、そういう内視鏡検

査の需要がなかったんではなくて、その人達は不安だからほかに行ってたんですよ。今回の

今、医師体制も、その、今の、今まで２６年までやってきた体制の中で、その応援医師の中

には、その前の常勤医師おられました。その医者がほかに行かれても応援という形で入った

中で、やはり、その医者が、その診療して下さるときには、いっぱいの町民が行かれて、そ

うでない、常勤医師、説明では、委員会でも説明を受けておりますが、県と医大から２名ず

つ今度は来るんだと。今までもこういう人がいたんだという中で、やはりそれを、患者と医

者との信頼関係。これが構築されているのか、されていないのかが、それはまあ不安ですけ

ども、ただ、聞く話とか、行って見る話では、その信頼される医者の時は、本当に何時間も

待たなければならない順番待ち。そうでないときはスルーでいつでも診られる。あとはそこ

に運ばれていっても、そこでちゃんと診てもらえなくて、ほかにまわされたとか、救急でも

そういう場合があったというふうに、聞いた話、見てもいますけども、そういう中で、一番

大切なところはどうなのかということ。今、町長は、そういうのも踏まえてやっていかれる

という話には聞き取れましたけども、そこですよ。 

  先ほど、藤原村長の話でも、私しましたけど、１５度の、やはり、余裕のある考え方を持

って、そういう意見とか、そういうものを、じゃあ、どう捉えるのか。やはり、急がばまわ

れでもあったり、いろいろあると思うんですけども、その硬直した、決まったんだからとか、

これだから、でなくて、やはり考え直したり、Ｕターンしたり、立ち止まったり、いろいろ

の考えが私は必要だと思います。その辺のところ、もう時間がないんで、町長にお聞きしま

す。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 議員が今おっしゃったようなことを踏まえて、私もこれまで取り組ん

できていたと。きてましたということだけはご理解いただきたいなと思います。  
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  まあいろいろ、現場サイドの中では課題もあるでしょうけれども、そういったことはです

ね、やはりこういった場の中で議論するにあたっても、ひとついろいろと配慮しながら議論

をすることも大事かなというふうに私は思います。 

  いずれにしましても、そういったことは、議員が今感じていることも、おっしゃっていた

だいたことも、私もきちんと自分なりに受け止めておりますし、理解しておりますから、そ

れを踏まえて、解決に向けて、頑張ってまいりたいというふうに思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ９番、大塚純一郎君。 

◯９番（大塚純一郎君） 今、最後の言葉、信じて、一緒になってやっていきたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで、９番、大塚純一郎君の一般質問は終了しました。  

  続いて、８番、目黒仁也君の一般質問を許可します。 

  ８番、目黒仁也君。 

          〔８番 目黒仁也君 登壇〕 

◯８番（目黒仁也君） おはようございます。 

  通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。 

  まず第１点は、第７次振興計画と集落活性化についてであります。 

  現在の６次計画がいよいよ期間が終わって、新しい総合計画に本年度お入りになるわけで

ありますが、新総合計画での町づくりの視点や方向性をお尋ねいたします。そして、住民と

行政の協働による町づくりを、次期計画ではどのように実現されていかれるのかお尋ねをい

たします。 

  大きな二つ目は地方創生であります。現在、国では、人口減少と東京一極集中を是正する

ために、長期ビジョンを掲げて、同時に各市町村にも地方版の総合戦略を平成２７年度中に

求めております。これにつきまして当町では、今後どう推進されていかれるのかお尋ねをい

たします。 

  以上、２点、よろしくお願いを申し上げます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 目黒吉久君 登壇〕 

◯町長（目黒吉久君） ８番議員にお答えいたします。 

まず、第７次振興計画の町づくりの視点と方向性についてでありますが、基本的には９番
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議員へお答えしたとおりであります。第７次振興計画の町づくりの視点と方向性については、

今後さらに検討を進めてまいりますが、現時点での考えをお示しいたしますと、実現性を備

えた計画、わかりやすい計画にしてまいりたいと考えております。具体的には、一つとして、

重点施策の推進を図る計画づくり。二つ目は、住民と共有できる計画づくり。三つ目は、ユ

ネスコエコパークの理念に根差した計画づくり。四つ目が、各種計画と整合した計画づくり

でございます。新計画の基本理念としましては、第６次振興計画のブナと生きるまち、雪と

暮らすまちを継承していきたいと考えております。 

  次に、住民と行政の協働によるまちづくりの施策についてでありますが、平成２６年度か

ら振興センターが地域づくりの拠点としてスタートしたわけであります。したがいまして、

振興センターを中心に住民の皆様と様々な事業等を通じ取り組んでおるところであります。  

第７次振興計画につきましても、第６次振興計画を踏襲して策定する考えでありますので、

協働によるまちづくりを引き続き進めてまいります。進めるにあたっては、一方的に行政が

押し付けたりすることなく、話しやすい環境の醸成や建設的な話し合いができるように心が

け、集落の持続的発展や地域振興に繋がる事業の取り組みをしてまいりたいという考えであ

ります。 

  次に、大きな２番でございますが、地方創生、只見町総合戦略。この件につきまして、本

町の少子高齢化と人口減少を克服し、将来にわたって活力のある地域を維持していくための

全町的な施策を推進するための、只見町まち・ひと・しごと創生本部を町長を本部長として

去る２日に設置したところであります。総合戦略は、振興計画はじめ各種計画と整合を図る

ことは当然でありますが、加えて新たな点が求められますので、補正予算におきまして、総

合戦略策定支援業務委託予算をお願いしておりますのでよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 順次、再質問をさせていただきたいと思います。 

  まず第７次振興計画と集落活性化についての再質問であります。  

  人口減少の話は先ほどらい、いろいろあるわけでありますが、まず町の人口推計。これは

あの、勿論、公表されておりますが、１０年後、３，８００台、２０年後は３，２００人台

という、大変厳しい数値が出ているわけであります。まあ、今回の町長の施政方針の中でも、

７次計画につきましては、今年度、具体的に着手をするんだと、本格着手をするんだという
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ことでございます。すでにこの人口減少を踏まえられました、いわゆる内部的な、様々な検

討、もし始まっておれば、その概要をお尋ねをいたします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 第７次振興計画につきましても、地方創生と本部会の設置と

時期を同じにしまして、振興計画策定本部を同じ３月２日に設置いたしました。本部長はい

ずれも町長でございます。そういった意味からも、地方創生の戦略と振興計画はリンクして

いる、当然でありますが、そのような考え方でございます。 

そして、人口につきましても、すでに議員ご承知のとおり、２２年度の国勢調査では４，

９３２人でございましたが、平成３７年の推計では、これ人口問題研究所の値では、３７年

では３，８２４人という推計値が出されております。そういった推計値があるということと、

先ほど町長の答弁にありましたように、６次計画を踏まえて踏襲してやっていくということ

です。 

あとは同じようにあの、振興計画の審議会、最終的に諮問し答申をいただく審議会をつく

りますが、その下に専門部会を加えてやっていきたいというふうに考えております。専門部

会は５部会でございます。一番最初に地域振興。次に医療・福祉・保健。次に農林・観光・

商工。四つ目に環境・生活基盤。５番目になりますが、教育・文化ということで、このよう

な部会を五つ構成しまして、その中で審議を尽くし、最終的な案をとりまとめして、審議会

のほうに諮問するという考え方でおります。 

そしてそのほかに町民の皆様へは、１，０００名の方を対象に、２回、町民アンケートを

実施するということを考えております。 

策定スケジュールにつきましては、本年の１２月の本議会に提案させていただきたいとい

うスケジュールで考えております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 今後のスケジュール等は、今、様々検討されているという説明でござ

いました。この点はちょっと、また後からまたお聞きをいたしますが、それともう１点であ

ります。 

  昨年９月でありますが、私、一般質問の時にですね、いわゆる７次計画策定にあたっての、

いわゆる今後の財政見通しについてお尋ねをいたしました。これにつきましては、様々、ハ

ード事業がある中で、ということでお尋ねをいたしておりますが、町長はこの時、なるたけ
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早い時期に整理をして、共通認識を持って、どう立ち向かっていくか、議論をしたいんだと

いう答弁でございましたが、このお考えはまだお変わりないですね。時期とか含め、わかれ

ば、まだ、現にこのことは議論になっておりませんが、その点をちょっとお尋ねしたい。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 具体的に、本当にあの、本格的にそういったテーマで、具にそれはあ

りませんでしたが、例えば先ほどの庁舎問題もそうですし、まだ喫緊に抱えている課題等も

含めて、概ね、この辺は重要施策として取り組まなきゃいけないという視点では、皆さんと

共通認識で取り組んできている課題でございますので、それにつきましても一つ一つの、着

手に取り掛かっていく計画等々に理解をいただいて、とりまとめができれば、またそれに合

わせての予算措置をしながら、当然取り組んでいくということでございます。まああの、一

般的にまだ、課題的なことは、これまでも多くは、ユネスコエコパーク後の、またひとつの

町の取り組みのあり方ということでの概要の、ひとつのプランといいますか、営業的なもの

は示させていただきましたし、いろいろ先ほどの９番議員でしたか、９番議員ですね、そこ

にも併せて、ひとつの、これからの、方向性や考え方を申し上げさせていただきましたけれ

ども、そういったことで取り組まさせていただきたいなというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 今年の当初予算で町の税収は、まあ、ずっと１０億台できたものが、

ここ数年９億、そして今回は８億台になってしまっている。で、先ほども議論ありましたけ

ども、庁舎の問題、様々、建設事業があるという中であります。 

国では今、地方創生を契機にですね、ある程度もう、地方は競争なんだと。今後、格差が

出てもしょうがないんだという言い方もされているわけであります。まあ、まさに今、大変

な時でありまして、今後１０年の様々な見通しというのは、たしかに大変かもしれませんけ

れども、例えば、交付税であれば、ある程度人口推計がわかればですね、国の政策、多少変

わろうとも、私はある程度、予想できるのではないか。人口推計があれば税収だってある程

度予想できるのではないかというふうに思っております。したがって、まあ財政見通し、も

う一つは、いわゆる今後、長期的に予定されている、いわゆる投資的な事業ですね。ハード

事業。そしてもう一つは、いわゆる行革。これをひとつ、３点セットにですね、是非あの、

議論の場をつくっていただきたい。で、まああの、３年行革の中で今年は２年目ですか。で、

まあ、ちょうど真ん中の年になるわけでありますが、そのまず議論の場をつくっていただき
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たいということと、もう一つは、例えば平成２７年の行革はどの辺を目標にですね、おやり

になるのか。この辺をちょっとお尋ねをいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 行革は前にお示しした第３次行政改革大綱で復興・加速・根

幹というテーマで説明させていただきました。まずあの、今、前回、予算いただいてスター

トしているのが第三セクターの改善を会計の専門家を入れて、有識者を入れて検討するとい

うことがございます。それが第三セクター関係です。それから同じ行革でいえば、例えば農

集排とか、簡水とかの、そういった生活環境基盤を機能強化していく。いろんな、それ以外

の建物についても持続活用していくというようなことも考えていくという考え方でございま

す。また、財政見通しにつきましても、議員ご存じのように、税収が落ちれば、今までの制

度ですと、その分、基準財政収入額が落ちるということですから、その分、地方交付税が７

５パーセント部分は増えるという制度設計になっていますから、その制度が担保されていく

んであれば、勿論、２５パーセント分は減ってきますけども、大きく減るものではないとい

うふうには思っております。ただ、地方交付税も従来、実額算入でやっていたものが、ひと

つの基準をつくって、標準額算入のような制度改正が、事務的な話ですが、項目が増えてき

ますと、実額算入だと、それが１００パーセント対象になるものを標準的は費用はこのくら

いのはずだということで入ってくれば、それが実額と遠く、かい離した時には、その分が金

額減ってくるわけですから、そういった細かな話をして恐縮ですが、今の地方交付税制度が

担保されるのであれば、地方は一定の交付税の交付は受けられるというふうに考えておりま

す。当然あの、税収については、従来のような町税の基幹税であります固定資産税につきま

しても、議員おっしゃるような推移になっております。年間二千数百万から三千万近く、大

規模部分を中心に減じております。そういった状況を十分踏まえながら、財政見通しを立て

ていくことも必要でありますし、併せて行政改革、そして果敢に投資すべきは投資すると、

将来への投資だということで今回の第３次行政改革大綱、２年目ですが、それを掲げておる

わけですから、絞るべきは絞って、見直すべきは見直して、積極的に、果敢に投資して、将

来の地域振興に繋げる施策もやっていきたいという考え方でおります。また改めてそのよう

な資料をとりまとめたうえで、ご説明、ご提案、ご提言をいただきたいと、そのような機会

を設けたいというふうに考えております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 
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◯８番（目黒仁也君） そうですね。今おっしゃった３点、財政見通し、投資的な経費、また

は行革。この３点のものを是非、お示しをいただきたいと思います。今、答弁でおっしゃっ

たとおり、是非お願いをしたいと思います。 

  それとあの、施政方針でですね、地域づくりについて、ひとつの重点施策に揚げておられ

ます。今の集落の現状について、例えば、１０年前、またはここ数年の中で、相当いろんな

面で変化が出ているわけでありますが、この変化についてちょっとお尋ねをしたいと思いま

すが、これはあの、現場であられる各センター長、一番おわかりだと思いますので、お尋ね

をしたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 只見振興センター長。 

◯只見振興センター長（梁取洋一君） 集落の内部的には、平成２１年度に集落点検を実施し

ております。それ以後、実施したような状況はありません。今年度、新たに地区センターか

ら振興センターになったため、生涯学習事業等メインとして活用、併せて集落等の事業も、

集落の区長連絡会等通じて把握しておりますが、今後、必要に応じて相談のうえ、同じよう

な集落点検を実施していきたいと思っております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 朝日地区センター長。 

◯朝日振興センター長（馬場さき子君） 朝日振興センター長でございます。 

  １０年前、５年前と比較する資料をただ今、持ち合わせてございませんので、現在の状況

についてお話申し上げたいと思います。朝日地区には１０集落ございますが、ここ３年間を

通して数字のうえで見ましても、高齢化率が高まっております。５０パーセントを超えます

と限界集落というふうに呼ばれますれども、限界集落の数もじりじりと増えております。今

現在で、直近で申し上げますと、高齢化率が３０パーセント台の集落が二つ、４０パーセン

ト台が五つ、５０パーセント台が三つございます。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 明和振興センター長。 

◯明和振興センター長（兼）明和保育所長（横田雅則君） 明和振興センターです。 

  集落と地域と併せてお答えしたいと思いますが、ちょっとあの、資料的にはたしかに持ち

合わせておりませんので、若干、そちらのほうは私のほうの考えというか、今まで感じた部

分入ってしまいますけれども、お許し願いたいと思います。どうしてもあの、二人暮らし、
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そして、そちらのほうでどちらかが亡くなると一人暮らしになっていって、その次には空き

家というような形で、順次、進んできていることは確かでございます。あとは、そのような

形で高齢化率が大変高くなっておりますので、免許の返納ですとか、そちらのほうが多くな

っておりますので、買い物関係あるいは通院関係、そういうものに困っているお年寄りの方々

が増えてきたと。あとはまあ、各区におきましても、普請ですとか、いろんな形のその活動

についても出る方が高齢化して、なかなか難しくなってきたというようなお話を聞いており

ます。あとは、スポ少というような形で子供達が活動してますけれども、そちらのほうも統

合されて只見町一本というような形になって、競うというような面の環境も段々少なくなっ

てきたのかなというような形で考えております。 

  中心的な小林ですとか、大倉。それにつきましても、今急激に一人暮らし、二人暮らしの

世帯が多くなっております。パーセントでいいますと、小林的には、教員ですとか、そちら

のほうを抜きますと１１４世帯。その中で基本的には６５世帯程度が一人暮らしと二人暮ら

しというような形でございますので、もう５０パーセントを超えている世帯が一人暮らし、

二人暮らしの世帯。これも中心的な小林集落でもこのような状況になっているというふうな

現状でございます。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 本当に大変な状況なんであります。私、明和でありますので、大体、

数値は頭に入っているつもりでありますが、今、空き家が大体８０戸ぐらいは、全体である。

で、世帯数が、たぶん５００弱だと思いますが、大体３分の１が一人または二人であります。

まあ一人または二人ということはもう、これ、空き家の予備軍でありますね。で、これから

５年、１０年経った時に、じゃあどうなるかということを考えました時には、やはり全体の

半分近くがやはり、空き家または一人暮らしになってしまう可能性だって秘めているという

ふうに非常に危機感を持っています。しかし、こういった中で、どう前向きな地域づくりを

していくかということが、今の大きな我々の課題でございますけども、これ、非常に難しい

問題でありますが、この辺の、いわゆる足元の問題をですね、次の、いわゆる７次計画の中

で、どのように捉えて反映をされていかれるのか、この辺の考え方をお尋ねをいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 今、空き家の話出ましたが、これあの、日本の平均的なもの
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ですが、中古リフォーム市場が２０１０年段階で約１０兆円というふうに言われてます。こ

れが今の、まち・ひと・しごと創生に係る総合戦略の中では、これを２０兆円にもっていく

という目標値が、指標が示されています。単純に、日本全体を見た場合に、中古リフォーム

市場を１０兆円から２０兆円にもっていく。ほとんど、今、町内のものは個人の方、縁続き

だったり、そういった行政が特段のこと、新規就農の方は別として、あとは個人的な繋がり

で、中古市場でリフォームされているというのがあるかと思います。こういった方向がはっ

きり示されてますので、こういった中古リフォーム市場、市場までいかなくても、地域とし

て都市の方を迎え入れるような、暮らしを支援することも７次振興計画の中では当然、入れ

ていかなければならないというふうに思います。 

あとその前に、基本目標として、今示されていますし、まったく現状とマッチしてますが、

まず雇用、安定した雇用を創出すること。それから都市から地方への人の流れを新しくつく

るということ。そして、結婚・出産・子育ての、そういった環境を整えていくということ。

そして安心した暮らしを守って地域を繋げていくということで、四つの基本的な目標があり

ますので、そういった意味からも今回の地方総合戦略と振興計画はリンクするということを

申し上げておりますが、そういった整合を図りながらつくっていくという考え方でございま

す。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 今回の地方創生戦略の考え方をもって、１０ヶ年のいわゆる総合計画

をお作りになるという考え方と理解をいたしました。 

  それとですね、これはまったく基本的な話になりますけども、やっぱりその、住民の方々

の不便だとか、いわゆる負担だとかを、やはり抑えていくのが、これはやっぱり行政の仕事

であります。で、今回、人口がやはりこれだけ減ってきた中で、住民のいわゆる暮らし、集

落の実態、その辺をどのように把握をされながら、アンケートという話もございましたけれ

ども、私はこの点につきましては、やはり１０年前お作りになる時とは相当、状況が変わっ

ているというふうに思いますので、どうも同じような手法の策定ではいいのかという疑問を

持っておりますが、ここはどうなんですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 当然、議員おっしゃるように、そういった１０年前と状況が、

より、一般的に言ってより厳しくなっているというふうに受け止めておりますので、まった
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く同じような考え方で良いとは思っておりません。考え方は前回の振興計画なり、ユネスコ

エコパークの理念を踏まえますし、今、国の総合戦略との整合を図っていくことは再三申し

上げておりますが、より厳しい状況、年金生活者の方や人口が減って、先ほど、振興センタ

ー長からも話ありましたが、一人暮らし・二人暮らしの世帯が増えていることを含めまして、

まず住み続けられるということが一番基盤だと思います。そのうえで人が入ってきて、雇用

なり産業が起きていくと。そこに子供が生まれて、暮らして、教育・文化も伝わっていくと

いうことだと思いますので、議員おっしゃることを踏まえて、有識者の方、町民の方、議員

の皆様、町職員も当然、力を結集しまして、振興計画をとりまとめていきたいというふうに

考えております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） これお願いであります。私はやっぱり、直にですね、町長または幹部

の方々が、やはり各集落にお入りになって、こういう聞かれながら一方では策定を進めてい

くということが私は必要だと思っています。この２７集落への、なんといいましょうか、出

前と申しましょうか、いわゆる意見をお聞きになる計画。この辺はどうお考えになりますか。

おやりになりませんか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 今般の次期の振興計画及び国の総合戦略併せて、それに応じて、今、

議員がおっしゃったようなことをやるということは十分に理解しております。そのためにや

るというわけじゃなくて、もうすでに、本来ならば、その点も含めて取り組んでこなきゃい

けなかったなということも併せて思っているわけですけれども、これからもその視点だけは、

十分、力点を置いてですね、自分達も一生懸命その時間を割く、そういった努力をする形で

取り組まさせていただきたいなというふうに思います。  

  いろいろとあの、現状の流れは、我々が想像しているより早いスピードで高齢化も進んで

いるし、集落にとっては空き家も増えていくし、一人・二人暮らしのその生活基盤。それを、

当然あの、やっぱり、どこの時代に代わったってあの、それぞれ、そこの地域のその人達の

主体性なり、その自立といいますか、主体性というもの自体は大事なことだろうし、それを

また、主体性そのものを尊重できるような形も考えていかなきゃいけないし、そのうえで尚

且つ、課題になっている、残るようなものも、きちんと把握しながら、どう捉えていくかと

いうことを、地域の方々、またいろんな人との多くの意見を組み入れながら、取り組んでい
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く必要性は尚一層、今後は大事になってくるというふうには認識しております。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 今ほど町長から答弁あったとおりですが、振興計画の策定に

関する基本方針という部分の中にも、議員おっしゃるように、計画段階から住民に広く意見

を求め、住民と行政が課題や目標を共有できるわかりやすい計画づくりを行うというふうに

方針に掲げております。これはあの、一番最初の町長答弁の中で申し上げた項目と一緒です

が、そのような考え方で進めたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 是非これはやっていただきたい。で、やはりその、足元、納税者の暮

らしが相当やっぱり変わっているというところが問題でありますから、計画策定も進めなが

ら、町長、幹部の方が直に声を聞きながらぜひ進めていただきたいということをお願い申し

上げます。 

  次でありますが、住民と行政の協働という視点での再質問をさせていただきます。まずこ

の協働という考え方につきましては、現計画でもまずもって第一番にあがっていることであ

りまして、今の計画の中にですね、これ振興計画書の４１ページでありますか。住民と行政

が協働したまちづくりの推進という項目で、５項目の事業を掲げておられます。で、一つは、

いわゆる住民事務、自治事務局としての地区センター、今の振興センター、いわゆる広聴機

能を大きくしていくんだということが一つ。二つ目が、いわゆる地域課題に対する受け皿、

ＮＰＯなどを促進していくんだということが二つ。三つ目が、いわゆる前回もこれは質問い

たしておりますが、いわゆる一定割合の予算の確保ということが三つ目。四つ目が、いわゆ

る職員の集落担当制の実施ということ。で、五つ目が求人と求職を町内で繋げる仕組みの確

立ということでありますが、このうちの３点について、まあ、この計画書、今、段々もう、

終わりになるわけでありますが、この期間内にどう推進をされたか。ここはちょっと弱かっ

たのか。これはある程度達成したのか。それの全体的な評価をまず、この事業３点について

お尋ねをしたいと思います。 

  すみません。申し上げた３点というのは、いわゆる広聴機能が一つ。で、いわゆる地区セ

ンター、いわゆる振興センターへの一定の予算を確保するんだということが一つ。もう一つ

が集落担当制。この三つについての評価をとりあえずお伺いしたい。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 
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◯総合政策課長（渡部勇夫君） あとのほうから申し上げます。職員集落担当制度の実施につ

いては、計画に掲げてありますが、これはまだ導入がなされておりません。検討はいたしま

した。そういった話し合いも持ちましたが、現在、職員が、集落の、例えば会計だったり、

書記だったり、ということで、そういったことをすでにやっているという意見もありました。

ただ、そのことを指して言っているわけではありませんが、会計とか書記とかの役をやって

いるから集落担当制に代わるものだというふうには思っておりませんが、そのような実情も

踏まえまして、特に現下の状況等を踏まえて、なかなか人的な、人数の面であったり、業務

の面から、そこまでが導入に至らなかったということでありますから、これは引き続き、課

題だというふうに捉えております。これは実施できませんでした。まだ一年残ってますが。  

  それから、地域課題に対する地区センターへの住民税一定割合の予算確保につきましても、

これは２６年度から集落に対してはそのようなことができましたが、地区センターへは、こ

れが、今回、地域づくり交付金という形で、まったく自主財源的な扱いではなくて、地域づ

くり交付金なり、集落交付金という形で、そこで審査する権限も、地区センター、振興セン

ターの中に入って、一部、これは実施されておるというふうに思います。ですから、それを

通じて集落の方は地域課題に向けた有効なお金の使い方がなされておりますが、十分ではな

いというふうに思っております。 

で、逆になりますが、地区センターの広聴機能の確立ということで、たしかに地区センタ

ー便りとか、振興センター便りとか、そのような広報誌は発行されています。ただあの、こ

こにカッコ書きにありますように、集落の意思と、より多様な意思を話し合う場としての確

立というふうになっております。この辺は、まだ、まあ振興センター長、いろいろ思うとこ

ろもありますし、私よりも現場を十分承知しておりますけども、これは終わったということ

はありませんので、これは継続して、先ほど議員おっしゃったように、直接、集落に出向い

て、直に納税者の方々の話を聞くべきだということが最も大事なことだと思いますので、こ

れはさらに意を深くして取り組んでいくべき事柄であるというふうに考えております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 施政方針でですね、その地域づくり、第３点目に挙げておられまして、

そのいわゆる解決に向けてはこうだということをおっしゃっております。それはあの、地域

住民が主体の具体的活動に繋げていくことが重要だという言い方をされております。で、そ

のためにはいろいろ議論が肝要だという表現でございます。で、私申し上げたいのはですね、
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やはりあの、住民参加とか、いわゆる協働とか、よくよくこれは言われておりますけども、

そのいわゆる仕掛けをするのが、これ行政であります。住民というのは、あくまでもこれは

実践部隊だという私は認識でおります。したがって、ここに掲げられたようなですね、やは

り事業を、これはきちっと進めることによって、いわゆる住民参加だったり、いわゆる住民

と行政の協働だったりの、そのいわゆるステージをですね、与えることになると私は思って

いるんですよ。まあ、それはたしかに、住民が自ら立ち上げたＮＰＯだとか、住民が自らの

意思で地域づくりに参加されるとか、そういったことはだいぶ進んでいる、見えないところ

で進んでいるところもございますけども、やはり行政がある程度、仕掛けをコーディネイト

していくということもですね、私は必要だと思っています。そういった意味合いで前回も申

し上げておりましたが、一つはやはり、ある一定の予算をですね、予算や権限を、もう少し

あの、地域づくりの現場にお任せをしていくという方向性を、是非この７次、次の計画の中

ではですね、そういったやはり、検討も必要だというふうな意見であります。で、このこと

について前回質問いたしておりますが、まあ、交付金が新たに始まった時に申し上げたわけ

でありますが、スタートだからということで、経過の中で様々、良い方向をですね、いわゆ

る検討をしていくというような、前向きな非常に、答弁を町長からもあったわけであります

が、やはりそういった、ある程度、任せるものは任せるんだという方向性をですね、是非こ

れは次の計画で踏み込んでいただきたいというふうに考えております。  

  まあ、今現時点で、今申し上げたこと、具体的には決めておられないかもしれませんが、

もし、今申し上げたことに対しての考えがおありになれば、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 今、住民と行政の協働で、行政側からの現場の状況を鑑みれば、仕掛

けをしていくのが行政の役割で、住民は実施主体だというお話があったのと同時に、一方で

は、しがらみのない、十分なる交付金、財源を、やはりあの、設置すべきだという意見。こ

れはあの、共通するところと、また相矛盾するところもひとつ、含んでいるのかなと。矛盾

ということはちょっと、極端な表現かもしれませんが、例えばあの、仕掛けは行政だという

んであれば、これは、その仕掛けというのが議員が期待されているのは、仕掛けというのは

財源的な措置が仕掛けなのか。やはり行政のサイドから、行政目線とまでいかなくても、ひ

とつやっぱり、行政としては何としてもこれはならなきゃいけない。地域の方々との連携や
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協働をしながらやっていかなきゃいけないというテーマがあった時の仕掛けは当然、いろい

ろあるでしょう。それから、少なくても、自由な交付金というのは主体性のある地域住民が

あっての話であって、またその金も活きるということであろうかなというふうに思います。

まあ、いずれにしましても、その辺の縦分けを、今この場でこの場で、ああだ、こうだとい

うことの、メリットといいますか、有効性よりは、議員が心配されていることや考え方等々

は、私にもそれは十分理解できる、わかるところございますので、要は実効性ある形の中で、

住民の方々と行政がひとつに、良い形でスクラム組んで、地域対応に対応できるか・できな

いかというだろうと思いますので、それに併せての、尚一層、２６年度、今年から始まりま

した交付金制度の推移や、また地域住民の方々のいろんな思いや活動等々も含めながら、有

効性のある改良・改善は当然、念頭に浮かべてやってまいりたいなというふうに思っており

ます。 

  いわゆるあの、この後での質問される議員の方々にも言っておりますけれども、その地域

活性化、地域活性化という、非常にその、大きな、負荷が大きい課題に今まで我々は集落課

題を取り組んできたのかなと。行政も、集落の与えられた課題も、そういった形の中できた

のかなというふうに思っておりますけれども、現下の状況の流れが、もうそういった実態よ

りも、かけ離れた状況になっているという議員の指摘というのは、さらなる地域福祉や、い

ろんな地域課題の、取り組みの課題がですね、地域活性化も含めながらですけれども、地域

活性化と同時に、地域福祉や今後の社会生活を営んでいく高齢化社会の実態に踏まえた取り

組みをどうしていくんだということまで含めた提案だろうというふうに思っておりますので、

その点を踏まながら、十分あの、意見をいただきながらですね、取り組んでまいりたいなと

いうふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） もう、総じていえば、やっぱり今おっしゃった地域福祉の点でありま

す。今ちょっと財源的なことに絞って申し上げておりますが、大きく言えば今おっしゃった

ことであります。で、今回、地方創生の中でも、予算の考え方で、自由度の高いというよう

な表現が盛んに出てきますが、この背景には、それぞれその、市町村の課題が違うので、あ

まりその一律の規制やルールをつくらないでほしいと、取っ払ってほしいというような、要

は地方の声があるから、というような、いわゆるネット上なんかの話は相当出ております。

だからこういった自由度の高いということで、いろいろ検討していくんだということが出て
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おります。 

で、例えばこの考え方でいけばですね、町村が、いわゆるその地域づくりの現場に、ある

程度その自由度の高いお金、財源を落としていくのは、やはりこれ、今の時代の流れではな

いのかなと。特段、変わったことを申しているわけではないのかなというふうな思いもあり

ますが、この辺はどういうふうにお感じになっておりますか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 議員とほぼ同じ考え方を持っております。今、ご発言の内容

を受け止めますと、そういった町としても同じような考え方で今回、ですから集落交付金だ

ったり、地域づくりの交付金。従来は計画がなければ、だめだったんですが、計画なくても

いいですよと。あと集落も１０万、集会所も１０万ということで、そういったことになって

ます。ですから時代の流れはそうかなというふうに思っております。ただ、財源の問題がそ

の背中合わせでありますので、いくらまでとか、どういったルールで、どういうことはしっ

かり、裏側できちんと支えながら、その交付を増やしていくとか、範囲を広げるとか、とい

うことは許される範囲で考えていかなければならないことだと思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 是非その流れの方向で、これから検討していただきたいわけでありま

すが、例えばもう少し踏み込んで申し上げれば、７次計画は１０ヶ年の計画になるわけであ

りますけども、例えば、今の、いわゆる地域づくりの現場、例えば振興センターですね、極

端ではありますけども、指定管理者制度で、いわゆる地域住民に将来任せんだというような

考え方まで私は踏み込んだって、これはおかしくない。やはり、ある程度、任せるものは任

していくという考え、方針は、次期の計画の中ではある程度、もう明確に出すべきだという

ふうに思っております。 

で、それとですね、今、職員の定員管理計画等々、おやりになっていらっしゃる。で、前

回の質問では、今まあ、ちょっと調整部分があるということでありました。やっぱりこの先

ですね、役場本庁の仕事を考えた時に、で、非常に人数が厳しい中で、役場本庁というのは、

本来、もっと大きな視点で、町全体をコーディネイトしていくというのが本来の仕事だとい

うふうに思っているんですよ。ですから、今後、ある程度任せるものは任せる。例えばＮＰ

Ｏに任せるものは任せる。住民団体に任せるものは任せる。民間企業に任せるものは任せる

というような、ある程度、業務をですね、見直していかなければ、今申し上げたような本来
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の業務は、なかなか今後遂行できない。かといって、簡単に人数を増やすわけにもいかない。

そういう視点もあると思うんですよ。ですからこれは、たぶん、総務課長は、前回、もうち

ょっと検討分があるというお話でありましたが、ある程度そういう大きな方針がないと、定

員管理計画も難しくないですか。どうですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

◯総務課長（馬場一義君） 定員管理計画に関連をして、その各振興センターのその体制につ

いてということでございますけども、今の第６次の振興計画の段階におきましても、そうい

ったその、地域のことは地域の方々に考えていただいて、実践をしていただくといったよう

な考え方もございまして、各地区に運営委員会といったような形で、以前よりもその住民主

体のまちづくりができるように進めてきたような経過もございます。それで、次年度以降、

第７次の振興計画という段階に移るわけでありますけども、どういった方針を出していくか

といったような部分につきましては、先ほど、町長、総合政策課長からもありましたように、

地域の住民の方々のご意見を伺って、アンケートもとりますし、そういった中で、今後どう

いった形が望ましいのか。意見交換をさせていただいたうえで、その第７次の振興計画に反

映をさせていただきたいというようなふうに思っておりますので、その定員計画が先にあっ

ての、そういう地域のほうに担っていただくというような形よりは、振興計画の策定段階の

中の議論を経て検討してまいりたいと、そのように考えております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） まあ、定員計画は、これからまた議論になると思いますので、いいと

思いますが、いずれにしてもやっぱり、新たな体制といいますか、やってきたことをある程

度変えないと、いろいろな意味で厳しいと思うんですよ。そこはまあ、新しいことやるには

いろいろエネルギーが必要となりますけども、やはりあんまり、従来に拘泥しない大胆な発

想も必要だなと。本当に地域づくりや、住民参加や、協働というものを求めていくのであれ

ば、やはりそれのうえに、いわゆる住民が考えやすい体制をつくってあげるということも非

常に重要だなという思いで申し上げております。 

  その一つの方法として、さっきから申し上げております、いわゆる財源の移譲や権限の委

譲。または集落担当制。これからちょっと申しますが、そういうことが重要だなという考え

方であります。 

  で、集落担当制につきましてはですね、前にあの、明和地区センターの頃、アンケート調
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査をやられました。で、これも大体、私、目を通させていただきましたが、非常に感じまし

たのは、我々議会も含め、当局も含めて、今、住民の方々が、いわゆるこの行政というもの

に対する想いが、想いや期待が非常に薄まったのかなという印象も実はありました。で、そ

れはまあ、いわゆる我々行政、そして住民の方々との、やっぱり距離感があるのかなという

印象も実は持ちました。やはりあの、実際のところ、行政に、住民が何を求めているのか、

やはりさらにですね、今よりさらにきめ細かくつかんでいく体制はきたというふうに思って

おります。そういった意味で、先ほど過去にも検討された経過はお聞きいたしておりますが、

やはりこれ、この段階、この時期、もう一回検討されるべきだというふうに考えております

が、どうでしょう。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 振興計画の中でも、７ページですが、住民主体があって、行

政主体という考え方があって、その次に住民主導、行政主導があって、双方協力っていうよ

うな図がありますけども、やっぱりさっき、町長から、自助・共助・公助っていう考え方も

またありますので、行政に当然、行政がやらなければならないのは勿論、きめ細かく行政が

やるということは当然。ただそれが具体的に何なのかということを具体的にしていくと。あ

とは住民主体でやっていただくことは住民主体でやっていただく。それが具体的に何なのか

と。ですから、最近の例ですと、昔は当然のように普請はもう住民主体でやっていくんだと

いうことでやってきましたけども、なかなか高齢化、人口減少に伴って、従来と同じような

管理では容易でない。これは今、課題ではないのかというのが一つかと思います。あと集会

所も昔は集落で借入なり、お金を工面して、集会所は集落で建ててましたが、今は町が建て

て、指定管理者制度で集落の区長さんにお願いしているということで、時代時代で変わって

まいりますので、そのいろんな環境の変化に恐れることなく、率直の意見交換の場が何より

も大事だというふうに思います。そういった点では、至らなかったことが多々あるなという

ふうに、担当課長の一人としても考えております。先ほどの、例えば振興センターの指定管

理者制度についても、法的な点は十分確認しておりませんが、考え方としては当然あるんだ

ろうなというふうに思っております。ただ、それも議論を徹底して尽くさないと、例えば、

ある一振興センターだけが指定管理者になったと。ほかのところはならないとなった時に、

それが別の意味の議論を再燃させるんではないかという懸念もありますから、そこら辺は徹

底的な議論をして、同時にできればまあ、仮に一番良いとしても、場合によっては、そのタ
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イムラグ、時差が生まれてくるということを、大方の方が、住民の方、議会も当然ですが、

理解される環境が整えば、それはできるかもしれませんが、それを行政が、例えばそういう

ふうにするんだと言ったけども、住民の方とか議会の皆様が、どうして一地区だけなんだと

いうことになれば、そこにいろんなまた、様々な課題が浮かび上がってくると思いますので、

そこに至るまでには、恐れることなく、どうするのが一番、町、地域にとって一番良いのか

という徹底した議論をする場。そしてとりまとめる、とりまとめの仕方が大事になってくる

んだろうなというふうに思います。そういった意味から、まさにこれから、住民と行政の協

働っていうと、当初は、住民側に行政の下請けをさせるのかということがもう１０年前にあ

りました。振興計画作る時には。行政が安上がりにするために住民側に下請けに出すのかと

いうのは、もう１０年前、一部そういった議論もありましたが、そういったことではないと

いうことは、もう多くの方々がお気づきですが、さらにその辺の一歩進めた住民と行政のあ

り方っていうのは、何回も申しますが、今の言葉で言えば、ガチンコで意見交換してつくり

あげるということができるかどうかにかかってくるというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） まあいろいろ、住民の皆様と議論していくことが肝要だというふうに

おっしゃっているわけでありますから、例えば今申し上げたような、将来、もう少しその地

域づくりの現場に予算や権限を落としたいんだ。または、この先、非常に集落がいろいろ難

儀、課題が多いので、もうちょっと目配りをするような目配り体制を強化するために集落担

当制を考えているんだ。または、この１０ヶ年計画の中で、将来的にはやはり、住民に、い

わゆる運営自体を、住民に担っていただきたいようなことも考えているんだというようなこ

とをですね、やはり方針として、その他もいろいろあると思いますけども、出されて、住民

の中にやはり意見を聞かれたらどうでしょうね。そこが肝要だとおっしゃってるわけですか

ら。やはりそういった、何かがですね、やはり仕掛けがないと、ということを申し上げてい

るわけであります。是非あの、参考になるかどうかわかりませんが、今申し上げたようなこ

とを、是非この計画作る段階で、様々、ボール投げられて、住民議論をされたうえで方針立

てをしていただきたいなという思いであります。 

  我々だって一緒だと思っています。当然、我々もですね、議員も代弁者でありますから。

町民の代弁者でありますから。例えば私が、明和地区７集落の、じゃあ子供からお年寄りま

での、いわゆる意見や苦悩を全部代弁しているかといえば、これはなかなかイエスと言えな
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いのが実態であります。ですから、昨日も実は全員協議会で、いわゆる現在の広報特別委員

会のあり方についていろいろ議論がございました。まあ、やっぱり今、住民の声を聞くのが

非常に重要な時期になってきたというようなことで、いわゆるその広聴部分をもっと強化し

なきゃならないというような議論がありました。これ、今度の本会議でどういう方向性にな

るのかわかりませんが、一応、ひとつの提案はなされるというふうに思います。これはです

から、議会も当局も、一緒だと思っております。そういった意味においてもですね、是非、

職員の方々がもっと集落に入って、意見を聞く、いわゆる目配りをしていくということ。我々

もまた、各集落や町内において意見を聞くというようなやっぱり強化体制は必要ではないん

でしょうかね。そういった意味で、まあ、今の時期、やっぱりこれは再検討いただきたいと

いうことであります。 

  町長、どうですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ議員から今いろいろと意見いただきましたことは、本当に大事な

ことだというふうに認識しております。したがいまして、そういったことも含めて、今後の

７次振興計画にどういう形で盛り込むかは十分の検討をさせていただきたいということでご

ざいます。 

  それから広聴機能は高めていかなきゃなりません。ただ、広聴、いろいろ皆さんの意見を

幅広く聴くということは、本当にこれは大事なことであって、やらなきゃいけませんけれど

も、その中で出てくる意見を踏まえた時に、改めてまたこれが行政の役割だと、全てのこと

が、全ての意見を吸い上げて、全てが行政で解決できない課題があるわけですから、そうい

った時に住民サイドで、また地域や集落の隊の中で何ができるのか。取り組んでいただかな

ければならないものは何なのか。ここだけはやっぱり行政がきちんと押さえてやらなきゃい

けないのかなと。そういったところのまた、そこを確認するという意味においても大事なこ

とだろうと、いうことだろうと思います。やっぱり１００パーセント、今後のいろいろな課

題、いろいろのこの社会状況の流れの中で出てくる課題に対して、やっぱりどんなに頑張っ

ても、１００パーセント行政が課題解決というわけにはいきませんので、そこのところの繋

ぎを住民の方々と、十分、先ほどガチンコという言葉、課長が使いましたが、そういうやっ

ぱり、議論の交換という、そういう意味での議論が大事だということであります。いわゆる

その、前段の、広聴機能を高めろということは、まさしくそのとおりだというふうに思って
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おりますので、今般の振興計画作るにあたっての、前段の大きな、大切なご意見だというふ

うに受け止めさせていただいて、取り組んでまいりたいというふうに思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 時間が迫ってまいりましたので、次に移らさせていただきます。 

  地方創生について、計画について何点かお尋ねをいたします。  

  まず第１点目はですね、これはいつ頃まで目安、いつ頃目安でお作りになるのか。時期で

すね。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 今年、年内ということでございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） これあの、５ヶ年計画ということをお聞きしておりますけども、大体、

年間の事業費はもう大体出ているんですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 今回はあの、補正予算にも提案になってます、まあ４，１０

０万ほどですが、それが二つの枠で、合わせると４，１００、２００万弱ですが、それは財

政力指数と人口によってきてます。ですから、その後の計画によって、今後、後発で国のほ

うで支援をしていきたいという段取りになっております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） それとですね、例えば昨年の１１月に、３地区の構想、事業構想を示

されておりますが、こういった事業は馴染むのかどうか。またその、今回、国が言ってるよ

うな、いわゆる事業領域といいますか、その辺はどういったところなのか。わかればお尋ね

します。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 例えば新聞等で、既にご覧のことと思いますが、新潟県の三

条市の國定市長が音頭をとられまして、この前、読売のトップに書いてありましたが、東京

オリンピックをにらんで、７０いくつかの首長さん方の、そういった組織をつくって、誘客

を図っていくと。いろんな地元の、例えば北陸の九谷焼とか、いろんな、三条ですと、ああ

いった金物とか、そういったものをやっていくという動きは、市長、町も入ってますけど、

主に市長さんレベルの中ではそういった新聞報道もあったことはご承知のことと思います。



- 77 - 

 

ですから、単なるその、箱ものではだめだということでありますので、そこにどういったス

トーリーを描けるのかということがかかってきますので、まさにこれは知恵くらべ、戦略の

練り方だというふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ８番、目黒仁也君。 

◯８番（目黒仁也君） 最後でありますが、いわゆる創生本部で、いろいろこの議会との関わ

りも、これ言っているわけであります。様々、その計画段階でありますとか、いわゆる検証

段階で十分な審議を行うべきだとか、申しておりますが、要するに、これはもう総参加でや

れというような国の考えだと思います。今回あの、第７次の計画と、たまたまぶつかってし

まっているわけでありまして、大変あの、作業量的にも、これ大変なことだと思っておりま

す。しかしあの、是非ですね、新しい一歩になるように、  

◯議長（齋藤邦夫君） 時間になりました。 

◯８番（目黒仁也君） 是非良い計画にしていただきたいということを申し上げて質問を終わ

ります。 

  ありがとうございました。 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、答弁お願いします。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 議員おっしゃることを踏まえまして、そのように頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで、８番、目黒仁也君の一般質問は終了いたしました。 

  昼食のため、暫時、休議いたします。 

          〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

◯７番（酒井右一君） 議事進行の動議がありますので、発言させていただきたいと思います。 

次の午後一番に私の一般質問になりますが、答弁書のことで、これがないと始まりません

ので。 

◯議長（齋藤邦夫君） 答弁書がないということですか。 

◯７番（酒井右一君） 答弁の本体がない。質問の本体がないものですから。 

  発言していいですか。このまま続けていいですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） それは配ってもらいますから。これは。 

◯７番（酒井右一君） 答弁書の中に、今回の質問の答弁がないんであります。 

◯議長（齋藤邦夫君） 昼食時間に、当局のほうに話しておきます。 
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  それでは、午後、１時に開会しますので、よろしくお願いいたします。  

 

     休憩 午後１２時０３分 

 

     再開 午後 １時００分 

 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、午前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  ７番、酒井右一君の一般質問を許可します。 

  ７番、酒井右一君。 

          （７番 酒井右一君 登壇） 

◯７番（酒井右一君） それでは、一般質問の通告に基づき、一般質問をさせていただきます。 

  ７番、酒井右一。 

  １０年後の只見町の姿を想定した町の振興方策についてということであります。  

  第６次振興計画は実施年度としては最終年度に入り、次期振興計画もとりまとめの時期と

なりました。只見町の将来人口については、日本社会保障人口問題研究所の調査結果。これ

は非常に厳しいものであります。超少子高齢化社会が到来してしまった中で、次期当該計画

書を編纂するにあたり、優先課題として最も留意する点について、どのような点であったか

お伺いいたします。また、以下の質問について答弁を求めるものであります。  

  以下の質問については、質問１、平成２３年新潟・福島豪雨被害について、議会の態度・

意思。これはすでに特別委員会報告書が全員一致に議決したことによって揺るぎ無いものと

決まっております。 

  さて、新聞報道によると、町長はこの洪水被害の被告として、只見町民１６６名及び３事

業所から提訴されたとあります。まさに前代未聞、町長は骨肉相食む事態を招いた。このよ

うな争いの下で次期振興計画を立案できるのか伺います。  

  質問２、１０年後の只見町産業構造について、今後編纂される振興計画の中ではどのよう

に設定されたか。また、その設定の理由、根拠は、具体的に伺いたい。具体的とは、統計要

覧等に用いますところの産業別分類、第１次、第２次、第３次産業の就業人口のそれぞれと

構成比で示したうえで説明していただきたい。つまり只見町統計要覧に準じた用語を使って
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おります。 

 質問３、１２月定例会において資料とともに提案しました隣組等総合生活支援システムにつ

いては検討されましたか。検討の内容をお伺いしたいものであります。  

 以上であります。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 目黒吉久君 登壇〕 

◯町長（目黒吉久君） それでは、７番議員にお答えいたします。 

  冒頭、前段の質問の答弁抜けておりました。大変失礼いたしました。  

  その質問につきましてでありますが、今般の、今後策定していく第７次振興計画の最優先

課題は何かという質問でありますけれども、最も優先する点は人口減少対策であります。さ

らに産業振興及び地域づくりだというふうに捉えております。  

  それでは以下、順次、質問にお答えをしてまいります。 

  まず一つ目の次期振興計画の立案についてでありますが、ご質問にあります訴状につきま

しては、平成２７年１月２２日付で福島地方裁判所会津若松支部に提出されたものを町では

２月２４日に収受いたしました。原告は１６６名の個人と３事業所であり、被告は、国、福

島県、只見町、電源開発株式会社であります。このような状況に至りましたことは誠に遺憾

ではありますが、訴状の内容を十分に精査させていただき、適切かつ丁寧に対応してまいり

たいと考えております。なお、ご質問にあります記述内容も含めまして不確実な点につきま

しては断定的な答弁は控えさせていただき、今後、慎重な判断を行った上で真摯に対処して

まいりたいと考えております。ご質問の次期振興計画でありますが、今のところ直接的な影

響が及ぶ懸念材料は確認されておりませんので粛々と業務を進めてまいる所存であります。 

  次に、１０年後の只見町産業構造についてでありますが、現下の地方創生事業では、内閣

府地方創生推進室の考え方は、地方人口ビジョンの推計のみとなっており、産業分類につい

ては現状分析を行い、どの分野の産業を振興すべきかという地方版総合戦略が望まれておる

ところであります。したがいまして、産業分類の目標設定を行う考え方は持っておりません。

そのうえで、１０年後の産業別就業人口とそれぞれの構成比でありますが、ここでは、これ

までの国勢調査の推移から、大まかな予想をお示しいたします。平成３７年における就業人

口は２，０００人を切り、第１次産業の就業者は２００人台で構成比はおよそ１０パーセン

ト、第２次産業の就業者は６００人台で構成比はおよそ３０パーセント、第３次産業の就業
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者は約１，１００人から１，２００人で構成比はおよそ５０パーセントから６０パーセント

になるのではないかと推測をしております。なお、これは予想ですので目標ではありません。

産業分類が困難になりつつある時代背景もあります。また、従来の振興作物のみにとらわれ

ることなく、地域に根差した振興作物を掘り起こし、その振興と六次化を図ってまいりたい

と考えております。 

  次に、隣組等総合生活支援システムについてでありますが、今年度、只見町第７次高齢者

福祉計画及び第６期介護保険事業計画として、平成２７年度から平成２９年度の期間の両計

画を策定しております。計画の中では地域支援事業として、生活支援・介護予防サービスの

充実と高齢者の社会参加・社会的役割による生きがいづくりや支援を必要とする軽度の高齢

者が集落等の理解を得ながら、老人会、婦人会、ボランティア団体等の既存の資源を活用し

て、地域の中で少しでも長く生活ができるようにするために、その体制づくりや生活支援サ

ービス等への支援について取組んでまいりたいと考えております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 私の前、二人の質問の中でも、町長の答弁の中では、自らの理念、概

論について説明しておられました。これから統計的なデータについて申し上げますが、統計

のデータというのは理念や概論ではなくて、数値や実績で、その証明したものであります。

産業構造や人口の将来目標がなければ、振興計画において、そういった目標がなければ町の

姿が見えないし、今が何故悪いのか。将来どうしていくんだという、その政策立案ができな

いのではありませんか。統計にみる姿というのは、現時点から１０年後の姿。これあの、今

このままで何もしなければ、そうなるよという統計のデータであります。そこに、政治の力、

政策の力、財源をもってそこを変えていく力がなければならないはずであります。１０年後

の町の将来をどういう姿を導くかということについて、産業構造をどうする、今の産業のど

の辺をどうするんだと。そうした政策立案を予め持っていなければ、これは長たるものの町

の最高計画とは言えないのではないかと思いますが、この点どう思われますか。または、こ

のまま統計上のデータだけをお示しされるおつもりですか。お伺いします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 一定の流れを認めつつ、その中で縷々、午前中、それぞれの質問に対

して申し上げたことを着実に推進して、現状の流れにひとつの歯止めをかける。そのうえで
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産業振興なり地域振興を図っていくということを申し上げているところであります。  

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まあ、私は、理念には、概論には、緻密に積み上げられた過去のデー

タの蓄積、そして、将来に向けてそれをどうするかという政策的な提案がなければならない

ものだと思っております。これはまあ、理念の違いかなというふうに思うわけであります。  

  さてあの、２番目の、洪水の関係の追加質問については、前段に調査すべき質問がありま

すので、そっちを最初にやりたいと思います。１０年後の町の産業構造についてであります

が、これは政府の政策、この日本の国の悲哀というものもありますが、私の調べたデータで

は、平成１８年から平成２３年までの間に、県民経済統計における只見町の個人所得。これ

が４２万５，０００円あまり落ちております。統計というのはまあ、この県民経済統計を各

市町村を見てみますと、大きな特例を除いてはほぼ横ばい。あるいは、ないしは国家情勢を

反映して若干下がると。いっぺんに４２万５，０００円も下げるというその只見町の県民経

済統計における個人所得。これは県下でも非常に突出した下がり方であります。ちなみに申

し上げますと、只見町は平成２３年度で一人当たり１９５万円。県平均は２３２万４，００

０円ということであります。申し上げました平成１８年でいいますと、個人所得が２３７万

５，０００円ということであります。この少し際立った低下の原因については、何が原因さ

れるとお思いか。もしご見識があればお伺いしたい。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 全体的にはいろいろと、当地域における経済環境、それぞれの第１次

産業もしかりでございます。観光商工も震災及びここのところの、そういった原子力事故の

ことも含めながら、風評被害等々もございましたし、高齢化による１次産業の衰退といった

ものを総合的に絡み合って個人所得が落ちているという状況だろうというふうに思っており

ます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 町長の答弁、個人所得の推計の仕方もおわかりになっておらないよう

な、と思われます。 

このことは別にしてですが、続きましてこれあの、町の国勢調査の結果でありますから、

これはご存じだと思いますが、平成１７年、平成２２年と、今度、今年国勢調査ということ

になるわけですが、この中で産業構造を見ますと、第１次産業、第２次産業、第３次産業と
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ありまして、いわゆる農業というのが１６パーセント。ここに書いてありますが。それから

工業・製造業が３３パーセント。それから第３次産業。これが５０パーセント強。この町で

生産力というのは、農業・工業もさることながら、サービス産業なんであります。つまり、

過密の状況を生み出さないと、なかなかサービス業というのは成り立たない。逆に言うと農

業というのは、過疎の状態で、農林漁業全てそうですが、大きな土地を独り占めすると。そ

うすると所得が上がるというものでありまして、さらにこの統計の結果だけ見ますと、近年

の大型機械の導入や合理化によって、人はいらないが機械を買う機会が増えた。それによっ

て所得が、機械を買ったがために目減りをしていくと。目減りをしていく所得を基にした産

業に就いている雇用者は、合理化によって少なくなることによって、さらに合理化ですから、

機械に食われて賃金も下がるといった事態であります。ひとつ私がここで申し上げたいのは、

統計というものは嘘をつきませんので、理論や概念ではなく、現地に合った産業を補助し、

育成していって、そこで個人所得が上がっていく、分配所得が上がっていく。それがあきら

かに政策として表れてはじめて振興計画ではないかと、こう思うわけですが、この産業支援

のあり方、元来、補助制度とは、相容れない側面を持っていますが、ただ、ここで暮らして

いくために産業がなければ成り立たない。やはり農業生産であれば市場が遠い。地勢が大変

厳しい。気候がものすごく厳しい。こういう中で、農業として成り立つ、農業が成り立つと

いうことは、やはりこの数字が示す通り、一部の方々でしかないわけであります。ほかの方々

はそうではなくて、資産というものはあまり持たないで、サービス産業に従事する方、残っ

た方は、いわゆる扶養される方々であって、お年寄り、それから子供であります。でありま

すから、大部分がサービス産業を中心とした年金世代の方々、そういった方々が最大公約数

として将来を設計できるような振興計画でないと、やはりこれから先の町の１０年後の姿と

いうのは、ただ単に統計上に押し流されてしまう。一時の町長が自分の想いだけでものを語

ると。そういうような計画であってはならないと思いますが、この点を振興計画にどのよう

に活かされるか。もう少し踏み込んだお答えを願いたい。申し上げますが、所得というのは

配分もありますし、家計所得もありますし、それから企業所得もあります。でありますから、

それらを県の経済統計に準じて分類してありますので、この只見町の個人所得というのは、

如実にこの只見町の経済を表すものであります。非常に低いわけであります。その点、町長

の、これから先１０年の計画の、本腰を据えて何をやっていくんだという、そこの部分を町

長にお伺いしたい。 
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◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 統計は如実に実態を表しているということでございますが、この統計

を踏まえながら、私達はどうしていかなくてはいけないかということだろうと思います。た

だ、こうしたあの、産業別の就業人口の割合が変化していくのは、社会の流れは、これまで

第３次化、１次・２次・３次という産業の類別すれば、就業人口の割合は２次・３次のほう

が高くなっております。しかし、私が先ほどらい、ユネスコエコパーク登録目指した理由も、

午前中いろいろの質問に対してお答えしたのも、例えば第１次産業が就業人口が減ったとい

うことも、それはそのとおりであります。しかし、そこのところの基盤として、きちんとま

たさらにこの事実を踏まえながら、確立していくということも大事なことだろうというふう

に思っております。いわゆる只見町の場合は、第１次産業が、この就業比率が落ちてきたの

は、相当、意思、強い意志で、集中化と合理化と規模拡大を図ってきた結果がこうなったと

いうよりは、高齢化が進む中で、次世代の農業分野における、農林業分野における次世代へ

のバトンタッチがなくても、機械化という流れの中で可能になった産業のスタイルがこうい

う結果になったということでありますけれども、しかし、こういった分野が、たとえその、

収入分野、所得分野で低い分野であったとしても、ここを大事にしていかなければ、只見町

としての将来の姿はないというふうに私は思っております。そういったことが確立されたう

えで、さらにそのうえでの農商工が、この分野の発展性や可能性が広がるんであって、それ

なくして第３次産業のみが、この農村地域において確立されるということは、私はあり得な

いだろうというふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 政策の立案トップであられます町長に誤解されていただいては困りま

すが、第１次・第２次・第３次産業ともにこの町の産業でありますから大変貴重なものであ

ります。でありますので、どれか一つの産業をという意味ではありません。しかし、そこに

最大公約数の方が生計を立てておられるという分野があることは、この数字によってまぎれ

もない事実であります。その最大公約数、そして少なからずとも、基盤を守っていらっしゃ

る方々、それらがやはり平等に税源を担保できる、そういった政策をしていただきたいとい

うものであります。しかるに、長期振興資金６億円。それから財政調整基金。端数を切り上

げれば１７億円。これはあの、地方財政法でいう単年度主義から言えば、極めて危険な財政

運用であるということを申し添えておきます。これはあの、申し上げるだけで、是非参考に
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していただきたいと思います。 

  続きまして、最後に申し上げましたところの、１２月に申し上げました増え続ける要支援

者、要介護者。私もそうなります。それについて、どういうふうな施策を持って臨めばいい

かということで、去る１２月には若干の提案を差し上げましたところ、今般の高齢者福祉計

画及び介護福祉計画の中で、総合事業という中で、私の発想とそっくりしたものがありまし

た。見てみましたところ、全編に流れる考え方が、その地域なり団体と、いわゆる行政団体

が協働をしていくんだと、支え合うんだと。そして自助・公助を助けるんだというように書

いてありますが、担当課長おいでになるようですから、この次の高齢者福祉計画、介護保健

計画の中で、先ほど申し上げた振興計画で言われるように、最も重要な意味、というかその

趣旨。これは骨子は何であるかお伺いいたしたいんですが。  

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（横山祐介君） 今回の介護保険の見直しにつきましては、従来の部分と比較

しまして、大きくまあ、改正の点で変わったところは、一つはその地域包括ケアシステムの

構築という部分と、あとはあの、費用負担の公平化という部分でございます。今回の隣組の

その支援部分につきましては、その地域包括ケアシステムの構築の中身に入る分ということ

で、先ほどの答弁書にもありましたように、答弁にもありましたように、その地域包括ケア

システムそのものが、その地域の中で、その人らしく住み続けることができるようにという

ような意味合いを持っております。それで、その中で、その意味合いを受けまして、今回の

一番まあ、重要な点というのが、その地域の中で、その生活支援だとか、そういうものを、

その地域の、それこそ隣組ということではありませんけども、そういうその、身近な部分で

生活を、生活というか、その支援を行っていくというようなことだと思います。ですから、

従来のその、医療だとか、介護だとか、それから予防等のそういう部分については、従来ど

おりの考え方を引き継いで、そして今回新たに、そういうその地域の中で支援の部分の事業

を展開していくということでございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） すでに報道でご存じかと思いますが、只見町とて、介護保険料が３０

数パーセント値上げされるそうであります。これはあの、経費と負担という話ですから、こ

れはやむを得ないのかなと。しかし、介護保険料３０数パーセントも上がると。大変な事態

であります。で、お伺いしますが、その総合、いわゆる介護福祉計画の中の、総合事業とい
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うものについて、まあ、これはあの、この計画そのものが、先の、先のというか、現振興計

画の中でいっておる住民自治を、まあ、非常に有効活用して、その力で総合事業を実現して

いこうというふうに、読むと読めるわけですが、それはそのとおりでいいですか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（横山祐介君） 地域の中の資源を活用して、そういう部分の支援に充ててい

こうというような中身でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） そうすると、これはあの、議決すべき計画書でありますが、この大事

な部分というのはやはり、住民と行政が協働していくということに尽きるなというふうに思

っております。それでよろしいですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（横山祐介君） そのように理解しております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） ここでもう一度お伺いしますが、町長にお伺いしますが、先ほど、私

のメインの質問については口頭でされたわけですが、少子過疎化、産業振興、地域振興が大

変重要であると。こう言われましたが、第６次振興計画の背骨とされております住民自治、

もう、とても団体自治ではこれから先やっていけないんで、住民自治を振興させて、我々の

幸せを目指していくんだということを強く、この現行計画で言っておりますが、次、次世代

の第７次の振興計画の中では、住民自治というものについてどういうふうに定義づけられて

おるのか。あまり重要でないのか。最も重要なのか。お伺いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 住民自治は引き続き、大事なことでございます。その力がなくなれば、

なかなか地域はうまくできません。まさしくその力と行政が一体となってやっていくという

ことだろうというふうに思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） 今回の一般質問については、メインタイトルとなる質問が欠落してい

たと、についての回答が落ちていたということもありまして、今改めて確認するわけですが、

第７次振興計画においても、住民が基になって、住民のための、住民による、住民の計画で

あって、それを町長は補佐、リードをしていくという考え方で、そこが重要なポイントとい
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うふうに考えてよろしいでしょうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） いずれ我々は、どの分野における施策においても、その最大目的は地

域住民の福祉向上、幸せ、いろんな、全般的な生活の向上なり、そういったことを目標にし

てやっていかなきゃいけないというふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まあ産業の問題、それから高齢化の問題、少子化の問題。行政の仕組

みでなかなか、介護生活支援ができないので、これは住民協働をしていくと。そういう中で、

さらに町長の言葉を借りれば、統計上の産業分類ではなかなか、結論がつかめなくなったと

言われたことがあります。ひとつ、その、今の産業の問題、それから介護保険計画の問題で、

問題提起というか、お願いしたいのは、まさに町長がおっしゃった、職業分類としての介護

サービスの分類。これに携わる人が、多くの需要があります。これらの方々が生計を維持し

て、若者が残り、さらに子供が残り、幼稚園ができて、学校ができて、只見高校なるものが

単独の力でできるような、そういった施策を考えていただきたいと思います。考えていただ

きたいというのは、これはあの、事前に私、担当課長等々、いろんな方策を考えて、この、

今現にある介護サービスという需要と供給。これが経済的にまわらないかということで相談

をさせていただいてまいりました。なかなか、役場職員と私の間では、それは勿論、議員と

職員ですから、なかなかかみ合わない議論がありまして、ただこれを、町長たる立場で政策

的に産業化できる、経済化できる、経済事業として回転できるような、そういった介護シス

テム、総合事業というのはそういう側面を非常に大きくもっていますので、是非なんとか、

この総合事業、介護保険計画に書いてある総合保険事業を、超先進国である、高齢化社会で

ある只見町にとって、町から、国から異端とみられようと、この町の住民がそれによって幸

せになるようなシステムを生み出していただきたいと思うものであります。まあ、これは一

応、申し上げましたが、なかなか細かい話は町長おわかりにならないと思いますので、担当

課長、今の現時点の考えで結構です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（横山祐介君） 雇用が、というような話になろうかと思うんですけども、前

回の１２月定例会の折のまあ、提案をいただきまして、それでまあ、いろいろこちらも、ち

ょうどあの、介護保険事業計画等の作成中でございましたので、あくまでも保健福祉課サイ
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ドからしましては、先ほども言いましたように、その地域の高齢者そのものの、生きがいづ

くりのための力をお借りしたり、あるいはあの、集落の人、方々、そしてボランティアだと

かっていう、そういう部分での、あくまでも資源を基にして、支援を必要とされているその

高齢者のための事業を構築していきたいというふうに思っておりますので、ご理解を願いた

いと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） この総合事業というのは、かなり、ここから先１０年間の間に変化も

するでしょうし、考え方も変わるでしょうし、期待をしておりますので、なるたけこじんま

りと収めないように、ひとつ大きな枠をはめて、その中でみんなして幸せになれるように、

町長に頑張っていただきたいと思います。これはまあ、ここまでにしておきたいと思います。 

  冒頭の質問に戻ります。平成２３年新潟・福島豪雨被害。これについてであります。今あ

の、町の大綱であります振興計画の骨子、重要たる肝の部分。それから振興計画、高齢者福

祉計画、介護保健計画の中でも、大変重要な部分として、住民協働ということが出てきまし

た。住民協働というのは今出た話ではなくて、去る１０年前既にこの、先般、午前中、総務

課長が説明されたように、この中に出ております。ただこれは、団体自治と住民自治の話で

すから、区長様も役場職員が行って用地交渉してこうなんていう話にはならないと思います。

問題は、住民協働というのが住民の皆さん方のお力を借りて仲良くしてやっていこうという

ことに、いわゆる肝があるわけであります。それは何故かというと、こうした少子高齢化の

中で生産的エネルギーがなくなったんで、これはひとつ住民の力を借りましょうやというと

ころで発生した考え方だというふうに。結局、そういったことをやっていくには、町の計画

を実行していくにしても、高齢者福祉計画を実行していくにしても、地域の人々の力、有志

や個人、ＮＰＯなど、まあ団体自治、行政とは違う自治組織のご協力を欠かせないというこ

とがこの、今後、只見町における何よらずの核心であります。しかし、現状では、洪水被害

の問題で住民側と裁判沙汰に陥っており、町長に対する不信感と、町政に対する憤りが頂点

に達しているように見えますが、この現状について、どう思われますかということが、今後、

作られる振興計画について障害がないのかということのご質問でありましたので、おわかり

にならないようだったので、今のところ、直接的な影響が及ぶ懸念はないと、こう、されて

おりますから、本当にないのか。ここをお伺いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 
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◯町長（目黒吉久君） まあ、いろんな、まだまだ、豪雨災害を受けた、被害を受けた方々に

とられては、大きなダメージ残っているものということは理解しておりますけれども、今、

先ほどらい、各議員と議論してまいりました将来の地域振興、振興計画づくり、総合政策づ

くりにつきましては、特段の影響は私は感じておりませんし、淡々と取り組まさせて進めて

まいります。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まあ、議会としては、この洪水の問題については、全員一致で議決し

ておりますし、これについて、とやかくも言える立場でもございません。しかしながら、町

政の振興のうえで、この問題は、ここで話題にせざるを得ませんので申し上げます。町長と

喧嘩するつもりは毛頭ありません。ただ、議場でものを申し上げるのが私の仕事ですので、

ご容赦願いたいと思います。去る７月、一年前の７月になりましたでしょうか、催告書が出

ました。民法１６１条だったか、その辺の条項であります。それにもその、何の理由もなく

催告されるということはないはずでありますが、その折、理由もわからないし、精査できて

いないので説明できないということで説明されませんでした。このたびまた、その催告者団

体は、今度は原告として町長を提訴したということであります。ただ単に理由もなく訴える

ということはあり得ませんので、これにも理由があったというふうに思います。これも、私

も議会議員として町長の正式な説明を聞いておりません。そしてさらに、これはまだ審議前

ではありますが、来年度予算には弁護士の費用が計上されております。まあ、町の予算で弁

護士費用を計上するということは、通常、まあ２０万なり３０万ということで、万が一の場

合、まあ、存目のような形で残しておくというようなスタンスで予算化されるものでありま

しょうが、このたびは２３６万でしたか。特定目的のある弁護士費用だと、そう思っており

ます。まあ催告書の内容も、今回の提訴も、これまでに議会にはまったく説明がありません

でした。申し上げますように、住民の方々を協力者にして、仲良く、みんなで幸せを求めて

いこうとする時に、これはいけないんではないでしょうか。まあ、少なくとも議会は、先の

報告を踏まえて、住民と争うような予算を議決する立場には、これはないんだと思います。

この、何故、こういった事態を、みんなで共有していく姿勢がないのか。それは議会側と町

側の姿勢が違う。よくあることですし、しかし話もしないというのはどういうことなんだ。

まったく理解に苦しみます。過去の歴史というか、洪水以降の議会の議事録を調べてみます

と、２４年の３月に、最終日の町長の挨拶にこうありました。掻い摘んで申し上げますと、
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議会の報告については遺憾だということであります。当時、携わった職員は寝食を忘れ、家

族も現場にさらして頑張りましたと。ということで、これは挨拶ですから、それに対して私

らは反論はできませんでした。しかしながら、こうも触れられております。地域防災計画ど

おりに動けなかったと。これも述懐されております。とてもこのような状況で、先行きの、

町が抱える大きな予算支出の問題。それから解消しなければならない大きな課題。町民と一

緒に手を携え合っていくとは到底思えません。それに先の質問でも出ておりましたが、町長

の向こう１０年間の計画は、政策、施策というよりは、いわゆるコンクリート、２次製品に

対する支出が大変大きな支出を、ウエイトを占めておるものだと思います。ここはやっぱり、

一歩踏みとどまって、まず当面の、方々と仲直りをされて、そして、子供達、お年寄り、そ

れから目下、仕事を探している人達にとって、これは助かったというような政策にお金の大

半をかけていただくようなわけにはまいりませんでしょうか。お伺いいたします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 私も冒頭、町民の方々と仲違いしたままのことを継続していこうとか、

そういったことは毛頭ございませんが、だからこそこういう事態になったことは非常に残念

であります。しかし、今まで、町としてもそれぞれ、災害、２３年に起こった事件に対して、

これから３年、もしくは３年以上の、皆さんともまたはいろんな形で、直接被害を受けられ

た方々にも、直接話し合いをしましたこともありましたし、法的な公開状の、質問状に対し

ましても、町の考え方は示してきたところであります。まあ、その結果がこういう形になっ

たということが残念だということであります。今般の裁判費用等々につきましては、実務的

に、こういう法廷の場に場が移された以上は、それに対しての予算措置はせざるを得ません。 

  それから、且つ又、振興計画につきましては、直接被害された方々が一番ダメージは大き

いでしょうけれども、一般的に町民全体もこういう流れの中で、非常に大きな地域活力も低

下しているという話は、諸々、先ほどから承っておりますし、私も認識しておりますからこ

そ、余計に第７次振興計画を通して、しっかりと地域の再生を図っていくんだということを

申し上げているわけでございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まあ、これはあの、その後、その後というのは、議会が出した特別報

告以降の話でありますが、なかなか、町長は話し合いに応じていただけないといった言葉も

聞きました。残念だということは今発せられましたが、残念ということは、現状を認めたう
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えで、そういう結果になったことを残念だというふうに承知をしてよろしいですか。結果は

もう、このままいくんだと。それが残念だというお考えなのか確認をしたいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） こういう結果になったのは、これから、勿論、残念だという意味は、

それぞれ、今回の出来事の、災害の出来事に対して、私は私なりの、その寄って立つ受け止

め方の捉え方を、基本的には自然災害という形で立ち位置を決めてかかってきたと。その中

で、できる限りのことはさせていただいてきたということでありますが、そういうことの流

れの中でも、なかなかそこのところの捉えられ方が、また捉え方が、それは被災者とそうで

ない、いろんな形の立場の中では違ってくるでしょうけれども、そういったことを踏まえな

がらこういう事態になったということは残念だという意味でございます。 

  まあ、そういった状況を踏まえてですね、ここまでくれば、まあ、ひとつ、我々は我々と

して、やるべきことは淡々と、先ほどから申し上げている地域づくりに精を出していかなき

ゃなりませんし、あとは司法の裁定の場でどういうことになっていくのか。ここのところを

具に、丁寧に受けながら、進捗を含めながら受け止めさせていただくということになろうか

と思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まあ、振興計画作成、これからでありましょうから、そういった中で

このような裁判沙汰になったことは残念だと。あとは淡々と税金を使って、弁護士費用を、

被災者の方々も納めておられる税金であります。それを使って裁判をしていかれるというふ

うに理解いたします。しかしながら、一方では、地方自治体である只見町として本当にその

負担を負わなければならないのか。あるいは、その中身には重大な過失があって、その過失

によって地方公共団体の責任は免れるという内容のことも吟味しなければなりません。もと

より、喧嘩を売っているわけではありません。厳しく受け止めていただきたい。大変申し訳

ないんですが、町内には、これ遺憾でありますよ。流言飛語の類を引用させていただくと、

町長は、器物、金仏、石仏。人の話聞こえないと。このような流言飛語もありました。私も

非常に残念です。本来、町長は、本来、町長はそんな人ではないはずでした。８年前。私が

まだ職員であった頃。このような形で相対する、残念であります。一言町長からいただいて

質問を終わります。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 
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◯町長（目黒吉久君） まあ、いろいろ、評価等、いろんな言葉があるでしょう。その言葉ひ

とつひとつ捉えて、どうかと言われても、私もそれに対して適切な答えはありませんけれど

も、まああの、いろんな、答え、たしかにいろんな意味での、期待や、それから被害を受け

た方々の心情に遠い、寄り添わないといったような意味合いでのいろんな評価だろうと、言

葉だろうというふうにまあ思っております。だからと言われましても、じゃあ、どうすんだ

ということは、なかなか難しい問題もございますが、先ほどもちょっとあの、いろいろと、

私も裁判費用を、今般、当初予算にあげるということは、わかったと。売られた喧嘩は買っ

て立つとか、そんな意味合いではございませんから。そのところはたぶん、議員もわかった

うえでおっしゃっているだろうというふうに思いますけれども、淡々と成り行きを、処置し

ていかなければならないことは処置させていただくということであります。まあいろいろと

残された課題がございますが、当然、司法の場の中でいろんな見解も出てくるだろうという

ふうに思っておりますけれども、併せてそれ以外の分野においても、いろいろとその事情や、

この只見町民の、今回立たされている状況を踏まえながら、それは別途、司法の場とは別途

違った形の流れの中で、それは受け止めさせていただいて、それぞれ努力してまいりたいと

いうふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まあ、この問題については、司法判断という部分がありますし、また、

既に現行の法律の中で、地方公務員法等、様々な選択肢がまだありますので、あまり深く申

し上げることは控えさせていただきたいと思いますが、最後にあの、去る１２月に、除雪支

援の関係で申し上げましたが、今回、残念ながら死亡された二つのご家庭の方、片方は除雪

支援保険に入る資格がなかったと。もう片方は入る資格があったけれども入らなかったと。

片方、同級生でありますのでよく知っておりますが、やはり自己負担金、払わなくても、い

けるものなら払いたくないということも、これ心情にはあったようです。全額無料にしろと

は言いませんが、１２月で申し上げたとおり、６分の５の負担のうえに１０分の９という負

担項目を付けていただきたいと思います。それに要する経費は１６０万前後だというふうに

聞いておりますので、よろしくお願いいたします。それについては、是非、ご検討をお願い

します。死亡事件を踏まえて申し上げました。これについて、最後のお答えを願います。 

◯町長（目黒吉久君） ちょっともう一度言ってください。もう一度、すみませんが、質問の

趣旨をよく、わかりやすく。 
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◯議長（齋藤邦夫君） もう一度お願いします。 

◯７番（酒井右一君） まあ、私も同じような気持ちになりますので、よくわかります。すみ

ません。 

  早く言えばあの、除雪支援保険制度。これの補助拡大について１２月に申し上げましたが、

これはまったく負担金なしということはありませんが、今最低補助が６分の５であります。

それを最低、下流ラインを１０分の９負担していただきたい。つまり最低負担、現行６万円

の経費であれば、６，０００円にしていただきたい。６，０００円の負担金まで落としてい

ただきたいということです。やはり、二家庭の死亡事故が起こったという異例の事態であり

ます。これも高齢化と関係ありますし、町民を守るという使命もあると思いますので、なん

とかこれ、ご検討願いたい。財源的にも、それを入れても１６０万ぐらいだそうなんで、そ

の辺はよろしくお願いいたします。そういうことであります。  

◯議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

◯保健福祉課長（横山祐介君） この件につきましても、１２月にそういう話を受けまして、

それであの、今ほどおっしゃいましたように、その、一段階ずつ上げたときに、どのぐらい

の差額が出るのかというのも、あの、以前お話したとおりでございます。今後につきまして

は、いろいろ内容等も詰める必要が尚あるかと思いますので、内部検討をしながら、検討を

させていただくということにさせていただければと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） １２月に検討するという話を受けておりますので、今回、新年度予算

も始まったことでありますし、降雪期はまだこれからでありますから、この場では、やるか・

やらないか、是非そこまで踏み込んでいただきたい。人の命は地球より重いんであります。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 今般あの、本当にあの、大変、雪害による事故、多い年になってしま

って、非常にあの、心痛むところあります。死亡者も出ましたから。ただ、今、そういった

実態と、この介護保険支援制度の料金の関係性の中でちょっと、私わからなかったものがあ

ったものですから、もう一度ということを申し上げたんですけれども、  

◯７番（酒井右一君） 除雪支援保険制度です。 

◯町長（目黒吉久君） ですから、除雪支援保険制度の負担金は十分、所得に応じた、今の段

階で妥当な線という形で協議した中で、またさせてもらっているわけですけれども、それは



- 93 - 

 

ひとつの検討課題として残させていただきますが、急激、急、今般、この場において、どう

だということではなくて、我々もひとつの妥当な線という形で出させていただいてやってい

るわけですから、それを踏まえて、尚いろいろな立場や意見や状況に応じて、考えていくと

いうことだけは、それはとめておきます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ７番、酒井右一君。 

◯７番（酒井右一君） まあ、次世代の振興計画ができるという記念すべき、発足するという

記念すべき年であります。さらには、今般提案された一般会計予算は６０億強。まあ、基準

財政需要額からみれば、２倍、当町、３３億程度だと思いますので、２倍であります。大き

な予算と、大きな計画を町長に任せてあるわけですので、これはひとつ、誠心誠意、住民の

ための計画なり予算執行をお願いしたいと思います。これ最後です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 先ほど、町長の、そのひとつの施策が大きく、器物もしくはコンクリ

ートだというお話もありましたけれども、今あの、課題になって、ご審議いただくような公

共施設等々につきましては、いろいろな課題ございます。喫緊には庁舎もございますし、振

興センターや、その他いろいろまだ、課題が残っておりますし、議会委員会等においても、

どのような捉え方と整理等、方向性をつけていくかという議論をしていただいている公共施

設もございます。ただ、こういった課題は全て、ひとつひとつ今日まで、議員の皆様方とご

相談申し上げて、ひとつ提案させていただいている課題だということも、その点はひとつま

たご理解いただきたいなというふうに思います。そういったこともご理解いただいたうえで、

今、議員がおっしゃっていただいたようなことにつきましても、またひとつ、誠心誠意取り

組んでまいるということになろうかと思います。 

◯７番（酒井右一君） 以上、７番の一般質問を終わります。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで、７番、酒井右一君の一般質問を終了いたします。  

  続いて、５番、新國秀一君の一般質問を許可します。 

  ５番、新國秀一君。 

          〔５番 新國秀一君 登壇〕 

◯５番（新國秀一君） それでは、通告に基づいて、質問をさせていただきます。  

  １、新潟・福島豪雨災害の提訴について。町長として、１６６人もの町民から提訴された

ことをどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか。また、今後の対応をどうされるの
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か。催告書の到着後から今までの間に町民との話し合いはなかったのか。  

  ２、ユネスコエコパーク登録後の町づくりについて。登録後の町づくりについて、町長と

して自然保護や保全、自然エネルギーの活用、町の景観形成など今後の方針をお聞かせいた

だきたい 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 目黒吉久君 登壇〕 

◯町長（目黒吉久君） ５番、新國議員にお答えいたします。 

  新潟・福島豪雨災害の訴訟についてでありますが、訴状の収受に至った経緯は７番議員の

ご質問にお答えしたとおりでございます。提訴がなされたことにつきましては、これも既に

お答えしたとおり、誠に遺憾でありますが、訴状の内容を十分に精査させていただき、適切

かつ丁寧に対応してまいりたいと考えております。原告となられた皆様との話し合いにつき

ましては、このような状況に至る以前に、繰り返し、ご説明の機会を設けさせていただいて

まいりました。しかしながら、ご理解が得ることができずに訴状を提出されるに至ったとい

うことに対しまして、誠に残念であるというふうに考えております。  

  二つ目、ユネスコエコパーク登録後の町づくりについてであります。このほど只見ユネス

コエコパーク推進協議会で策定いたしました、只見ユネスコエコパーク管理運営計画書によ

り、町民や関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、今後進めてまいる考えであります。

自然の保護や保全につきましては、自然公園法、国有林野の管理経営に関する法律及び森林

法などに基づいて適正に進めてまいります。自然エネルギーにつきましては、木質エネルギ

ーを活用し、地域的な低炭素社会の実現に努めることとしており、景観形成につきましては、

うつくしい只見町の風景を守り育てる条例等に基づき、相応しい景観づくりに努めてまいる

ことにしております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） それでは個別に質問させていただきます。 

  ７番議員の質問と被るところも相当あるんですが、ちょっと表現の仕方が違うので、お答

えしていただけると嬉しいかなと思います。 

  水害の時に、町長は、一生懸命、災害復興、役場職員も不眠不休で災害復興にされていた

ことは、十分、皆さん、理解していると思います。ただ、その後の対応の中で、町長が前か
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ら、当初から、自然災害であると早々と結論を出されました。先ほどの７番議員の質問でも、

今でもそういうふうに考えていらっしゃるみたいです。自然災害は当然であります。雨がい

っぱい降ったから、あれだけの災害があったんですが。しかしながら、その災害の被害を拡

大させないために、何か方法がなかったか。それが町民が考えていた一番のところだと思い

ます。また、今回、告訴にあたって、町民の大半が、いったい町長とその原告団の町民とは

何がすれ違っているのか一番聞きたいと思います。これから司法の場で判断されることも多

くあろうと思いますが、ほかの町民に対しても、我々議会に対しても、一番すれ違っている

ところはどこなのか。催告から現在までは半年以上経っておりますが、何か原因について、

町長がわかる範囲で、またこれからの司法判断を委ねるについて、話せないこともたくさん

あると思いますが、一体何が一番すれ違っているのか、町長はお話することができるかどう

かお聞きいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ、なかなか難しい問題であります。先ほどは私の考えや、立つ基

盤というか、立脚している考え方は、先ほど申し上げたとおりでございます。それがなかな

か、そういった、当然、被災、被害に遭われた方にとっては、そういう立場をとることはで

きないという、大きな、やはり痛手を被った人達にとっては、それまたひとつ、当然のこと

なのかなというふうに思っております。まあ、しかし、そういったことですから、なかなか

歩み寄りが難しかったということもあろうかと思います。今般、こういったことに至った流

れの中では、これからは司法の成り行きを見ながら、丁寧に、適切に対応してまいりたいと

いうふうに考えております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） わかりました。 

  しかしながら、その、町民も、いったい町長は、町長という、まあ、失礼、町はなんで訴

えられているのか理解してません。我々も聞いていないので本質のところはわかりません。

できなければできないとはっきり言っていただいて結構ですが、町長と町民との擦れ違いし

ているところはいったいどこにあるのか。お話しできればしてください。できなければ結構

です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） これまで、町の立場、町長の立場としてご説明申し上げてきたところ
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が、なかなかそれは理解に至らなかったということだろうと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） それでは、私なりの想いや、今までの事実を述べさせていただきたい

と思います。 

  議会の特別委員会。先ほど７番議員がおっしゃいました結論が全員一致で出ております。

それから安全なダム運転を考える会、町民会議のほうから公開質問状などが出てきて検証が

進みました。町長が思ってらっしゃった、当初から町長は結論を出されました。自然災害だ

けではなく、被害が拡大したことには、あきらかに問題があったんじゃないか。広報に問題

があったんじゃないか。ダム操作に問題があったんじゃないか。というようなことをずっと

検証してまいりました。町長の考えとは大きく違ったと思いますが、結果的に、あなたは町

のトップ３を、自分も含め、処分されたということは、自然災害だけでなく、町の対応に落

ち度があったということを認めたことではないですか。そこをお聞かせいただきたい。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ、いろいろと反省すべき点は、その現場において後になって振り

返れば、反省することも、得られることも、さらにあったなという反省はたくさんあるとい

う意味でのことは、縷々、これまでの流れの中でも、当初より申し上げてきた経過でありま

す。 

  そういった中で、若干、職員や私自身そのものに対しても、それなりのペナルティーとい

いますか、そういったこと課したこと自体が、課したこと自体が、今回の、今般の、こうい

ったあの、司法といった形の中さ、裁定を求めるという形になった直接的な原因だというふ

うには私は思っておりません。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） わかりました。大変、すれ違いの気分があるのかなという気はします

が、しかしながら、裁判所が、町長が言うように、自然災害だけだったら、訴状を受理した

ということは考えられないように、普通の常識では思うんですが、それに対して町長は何か

お気持ちがあればお聞かせください。なければ結構です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） それに対しましてはコメントすることはございません。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 
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◯５番（新國秀一君） 一年半前に、町長は、町民の審判によって信頼され、見事、再選を果

たし、２期目の町政を担っていらっしゃいます。しかし、ここにきて、１６６人、法人３社

の町民に訴えられるという前代未聞の事態となりました。先ほど７番議員もおっしゃいまし

たが、町政に影響が出なければいいなと思いますが、それは７番議員にお答えされたので、

ここで答弁は結構ですが、私はあの、度々、この新潟・福島豪雨災害について質問を毎回の

ようにしてきました。昨年の９月の質問で、町長は、町民に寄り添って町政を行っていると。

私も町民に寄り添って質問をしているつもりだが、お互い、町民に寄り添っているのに、一

度として同じ答えにならないのは不思議ですねというお話をしたことがあります。ここにき

て、訴状という、訴訟という現実が出てきたら、町長はひょっとしたら、町民に寄り添って

なかったんじゃないか。町民の気持ちをくみ取ってなかったんじゃないか。被災町民に対し、

優しく適正な対応ができていなかったのではありませんか。それについて反省するとか、反

省するよりも、今の気持ちをお聞かせください。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 寄り添うということですけれども、執行者の立場ですから、そのひと

つの、執行する結論や事実に対して、心情的なものにそぐいたいと思いながらも、そぐえな

い限界もございます。それを私なりの判断の中で、私の責任の中で判断させていただいて、

取り組まさせていただいた経過であります。その結果、こうなったことに対しては非常に残

念だということであります。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） 私も本当に残念だと思います。 

  町民の生命・財産を守るのが町長の役割であるのも関わらず、町民から、その守るべき町

民から訴訟を起こされるということが、私は町長に対し、もっと大きな反省をしていただい

ても結構なのかなというふうにも思います。 

  それから、催告書から告訴までの半年間に、町、町長は、事の重大さを認識し、また、ど

のような対策を講じたのかお聞きいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

◯総務課長（馬場一義君） 私のほうから若干、説明をさせていただきます。 

  約半年前ほどに、催告書という形で、法に基づいた手続きをされたという書面をいただき

ました。その後、どういった対応ということでございますけども、これについてはあの、以
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前のその一般質問の中でも回答しておりますけども、催告書の中身をもってして、全ての主

張なり全容、そういったものが把握できるところまでの記述がなかったということもござい

まして、それをもってして、こうだといったような判断には至らなかったと、そういう経緯

がございました。 

  またその、実際にその催告書を受け取った以降についてでありますけども、これにつきま

しては、決して町としても望むものでは決してございませんけども、そういった手続きに関

しまして、その後、町のほうとしまして、これは国民に認められた権利でありますから、こ

れを侵害するような、または、そういった疑いを持たれるような行動は、現に慎まざるを得

ないといったようなことで、特段のその行動といいますか、そういったものには至ることが

できなかったと、そういう状況がございました。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） 気持ちはわかったが、一切の対策は講じなかった。そういうことです

か。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

◯総務課長（馬場一義君） 講じなかったというよりは、誤解を招く行動は取るべきではない

という判断に基づいておりました。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） このマスコミ報道から、町の考えも、そんなに詳しくはないですが、

真摯に対応するというようなお話がありましたが、ここにきて、今後、どういう対応をとら

れるのか、もう一度お聞かせください。あくまで司法の判断に任せるのか。また、違う道が

あれば違う道を探っていくのか。そういう努力をするのか。その点をお聞きします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

◯総務課長（馬場一義君） 今現在におきまして、町の立場を明らかにはしてございません。

これにつきましては、先ほどからなかなかお話できない部分があって大変恐縮なんですけど

も、司法の場に委ねられたといったようなこともございまして、そういった中で、今後、そ

の内容をさらに確認をさせていただいたうえで、考えをまとめていきたいと、そのように思

っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） 考えをまとめるたって、２０何日に初公判があるんじゃないんですか。
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そんな時間が町にあるんですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

◯総務課長（馬場一義君） 新聞報道にありましたように、第１回口頭弁論、３月の下旬とい

うことで報道なされておりますけども、その場において、全て明らかにするといったもので

はないといいますか、日本の裁判制度として、その日に全てを明らかにするといったような

制度ではございませんので、そこまでに全てを明らかにできる状況にはないということでご

理解をいただきたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） 町長のコメントも出てましたが、町長、もう一度、公式の場ですので、

この裁判に対する町長の態度、立場をもう一度明確にお聞かせください。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） また改めて司法の場で論点が整理されていくのかなというふうに思っ

ておりますので、そういった進捗を私は見守るという考え方でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） それでは、また別の角度から質問させていただきますが、電源開発と

東北電力が２０億ずつ出し、災害復興基金、１０億ずつ出してだ。１０億ずつ出し、災害復

興基金ができて、突然、我々には説明なかったように思いますが、具体的には、町長は当時、

水面下の交渉で獲得してきたとおっしゃってましたが、どういう水面下の交渉があったのか。

もう随分経ってますし、お話されてもいいんじゃないかと思います。  

  それと、間に県を入れて、その基金が交付されたように結果的になりましたが、その理由

についても、わかってらっしゃると思いますので、お聞きしたいと思います。実はあの、こ

の基金が出た時には、被災町民は非常に期待したわけです。ああ、この基金で私達の生活は

救われるんだと。災害前に戻れるんだというように期待したわけですが、県の指導が入った

り、何度も課長も言いましたが、県の指導に沿ってやってます。県の指導に沿ってやってま

す。なんでも県を経由することはなかったんではないかと、そこがすれ違いの始まりだった

んじゃないかと私は思っています。この基金ができた経緯をお聞かせくだされば結構ですの

で、よろしくお願いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） これはあの、今回の災害基金につきましては、東北電力、電発、それ
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ぞれ１０億ずつという災害復旧支援という形で基金を県のほうに拠出されたものであります。

それは直接、町村に対するというよりも、それぞれの、ひとつの、いろんな争点がある、い

ろんな意見がある、見解がある中で、それぞれ電力事業者の立場としてやれる一番の、最善

の道が、県を通すという判断を電力事業者がされたというふうに私は理解しております。  

  水面下、水面下と、いかにも政治的な働きがあったというようなイメージがあるかもしれ

ませんが、ただ、被害を受けたそれぞれ、只見川沿線町村の実態には違いがございます、し

たがいまして、そういった基金の制度そのものができるか・できないか、本当に確立される

かどうかというのは、いろんな意見の流れの中で調整をせざるを得なかったということでご

ざいます。こういったもの、せっかくの基金が生まれてくるのであれば、それはやはり、そ

ういった基金がちゃんと位置づけられ、県のほうに受け皿としてできて、そしてそれが我々

の地域復興に繋がっていく基金としてあるということは、私としましては歓迎するという考

え方でございましたし、ただ一方ではいろいろな捉え方がございますから、そういった制度

が出来上がるにも、どういうところで制度としての妥協点があるかというか、県もいろいろ

お骨折りもありました。そういう提案に対して、やっぱりまとまってひとつの提案を受けて

いこうかなと、そういった意味での調整でありまして、特段の政治的な駆け引きだとか、云々

等々というような意味ではございません。この基金造成が現実化するために、いろいろと各

町村の実態に合わせながらも、意見としてとりまとめをする必要性の中で、私なりに只見町

としての立場から意見を申し上げてきたということでございます。  

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） まああの、町長は、当時、そういう判断をされたんだということだと

思いますが、私はこの町民との擦れ違いの最大の原因は、この基金の運用にあったんではな

いかと。県から指導が入って、町で自由に使えない。それは電力業者が本当に災害復興基金

としてお金を出した気持ちに応えられないような使い方になってしまったんではないかと思

います。当時、県の指導と、県の指導、盛んにおっしゃってました。町長の権限でできない

かと。いや、県の指導があってできませんというような話が盛んにありました。そして、町

長も先ほどおっしゃってましたし、答弁書にもありましたが、話し合いを十分にしてきたん

だよと。十分にしてきたんだが、受け入れてもらえなかった、意見が合わなかったと。話し

合いというのは、対話ですから、お互いに言葉のキャッチボールをしなければなりませんが、

全くすれ違った対話では、話し合いをしたということにならなかったんじゃなかったかなと。
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町長も今後、町政を執行されていく中で、このことが大きな、気持ちの中で失敗したなと、

失政だったなと、いう反省をしていただければ、良いと思いますが、それに対して、この一

連の水害の対応に対して、町長は正直な気持ち、反省をしていらっしゃるところもあります

か。責任を認めていらっしゃるところもありますか。それをお聞かせください。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ新國議員の視点から見た意見に対しての、私の責任や反省という

ようなものは、これまでも重々、いろんな形の中で話してきた経過の中で、私は議員も受け

止めていただいているんではないかなというふうに私は思っております。  

  それから、先ほど、県の指導、指導ということでありましたが、県から私達は指導を受け

たという認識は持っておりません。ひとつの基金ができるための、可能な線での枠組みとし

てできた基金の、その枠組みだけは守らなきゃいけないんだということであります。ここは

ちょっと誤解しないでください。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） わかりました。これから司法の場で明らかになるんでしょうし、違う

道を探りますかといったら、それに対してのお答えはございませんでしたが、着々と進んで

いくんだろうと思います。しかしながら、町民に対して、我々議会に対しても、訴訟の内容

については、いつ話せる段階になるかわかりませんが、理解してもらうような方法をとった

ほうが私は良いと思いますが、いかがですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

◯総務課長（馬場一義君） 議員お尋ねのお気持ち、重々承知しております。まあ、そういっ

た中で、今回の案件につきまして、ひとつには、あの、これから係争中といいますか、法廷

の場に移ると言ったようなことがございますので、なかなかその、安易な情報公開をし兼ね

るという部分もございます。 

  それから、もう１点としまして、今回の案件につきまして、被告の立場となっているもの

が町以外に３社、合わせて４社いるといったようなこともございまして、町独自の判断によ

って、その辺を判断しかねる部分もございますので、その辺は慎重に対応させていただきた

いと、そのように考えておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

◯５番（新國秀一君） わかりました。 

  では、次の質問に移らせていただきます。 
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  ユネスコエコパーク登録後の町づくりについてですが、前に、町のほうから資料としてい

ただいたユネスコエコパーク登録を契機とした只見町の創生について。こういう資料があり

ますが、昔いただいたものですから、そのピラミッドがありまして、トップに地域経済とい

うのがあります。これを見た時には、ユネスコエコパーク登録後は、地域経済が最終的目標

なんだと。なんたってピラミッドのトップですから。全てがそこに向かって動いて、初めて

みんな動き出した時に、地域経済が上がるというような資料があります。資料の中身は経済

についてはあまり書いてありませんが、いわゆるピラミッドのトップにそれがあるというこ

とは、そこに向かって全てが進んでいるということに間違いないと思いますが、それにして

は昨今、経済に結びつくような、いわゆるそれを、商標というか、町のお土産品のところに、

ユネスコエコパーク只見とかって、なかなかそういうこともできないと。じゃあ一体、ユネ

スコエコパーク認定後の町の経済は、どこからどういうふうにして最終的な経済目標に進ん

でいくのかお聞きしたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 資料の配付を許可いただきたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、許可します。 

          〔資料配付〕 

◯議長（齋藤邦夫君） はい。〔指名〕 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 今ほど配付させていただきました只見ユネスコエコパーク管

理運営計画書。これが２０１５から２０２４までとなっております。これがあの、只見ユネ

スコエコパーク推進協議会で決定した計画書でございます。  

  この中で、ページ２２ページをご覧ください。これがユネスコエコパーク推進協議会の構

成員の一覧となっております。こういった方々、この組織の代表の方にご出席いただいて、

本計画を策定したということであります。これが１０年間の計画でありまして、前半５年・

後半５年ということで、それぞれ、ユネスコ本部の５年ごとにチェックを受けるということ

になります。その前のページ、２１ページに、下のほうにありますが、ユネスコエコパーク

推進協議会というのが左側にあって、右側にユネスコエコパーク支援委員会。こういった中

で矢印の関係があります。こういった組織ができた。その計画書がこれですということです。 

  そういった中で、目次をみていただけますでしょうか。１ページ。目次ということになり

ます。この中で３番に、土地管理区分というのがありますが、それぞれ核心地域、緩衝地域、
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移行地域。すでに三つの土地管理区分があるということはご理解いただいておると思います。

これにつきまして、それぞれ、野生生物の保護・保全であったり、自然環境、景観に関する

事項であったり、学問、調査研究、教育、人材育成、ＥＳＤ。そして９番目に地域振興及び

開発・整備に関する事項というのがございます。ですから、自然保護・保全を図って、且つ、

教育であったり、人材育成であったり、ＥＳＤ。それをやっていくと。で、その３番目だけ

を抜書きしたのが、前回お配りした三角のピラミッドのものです。ですから、ユネスコエコ

パークが全部、その三角の中に網羅されていることではなくて、地域振興、地域経済の循環

といいますか、それを三角のピラミッドに表したということですから、頂点に地域経済がき

ているという意味でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） それではあの、これが全てではないと。この、今配られたエコパーク

管理運営計画書。これがあの、今年から、これでしばらくいくっていうことですね。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） ９番議員の一般質問にもありましたが、いろんな計画がある

んで、たぶん、もしかするとわかりにくくなっているのかなと。それをなるべくわかりやす

く説明したいと思いますが、根っこはあの、６次振興計画です。それを７次振興計画にもっ

ていく。その中で、ユネスコエコパークが手段だと。若い人はツールっていいますが、手段

だという位置付けでエコパークに登録認定になったと。そして、今回、国のほうで地方創生

の、地方戦略版を作りなさいということですから、それをバラバラに作って、バラバラに運

用するんじゃなくて、町は一つですから、当然、地域も同じですから、それを一体化してや

っていくということです。それには、なんといっても、当初予算の中でも一部、関連予算、

提案させてもらってますが、やっぱり受け入れるような、宿泊とか飲食事業者の方への受入

収容人員を増やせるような、快適な環境を増やせるような環境づくりであったり、産物、先

ほどのブランドの農業の話もありましたが、そういった産品開発。そういった文化施設の整

備であるとか、そういったものを併せて整備していって、来ていただくような環境をつくる。

来ていただいたら何をしていただくか。なるべく泊まっていただくという形で人を増やして、

地域経済の循環を促すということを掻い摘んで書いたのが、前回の三角のその資料でござい

ます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 
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◯５番（新國秀一君） 一つの政策としてわかりました。しかしながら、このユネスコエコパ

ーク登録と同時進行することがいっぱいありますよね。中心市街地活性化もそうでしょうし、

街並み景観づくりや自然エネルギーの問題とか、いろいろありますが、ひとつ心配している

のはですね、前回の１２月議会で、９番、大塚議員の質問に対し、町長は、只見地区は中心

市街地整備事業に全力で取り組みますとお答えになってます。ところが、今回の、２７年度

施政方針には、商工振興については中心市街地活性化委事業により商工業振興と町づくりを

一体的に検討し、新たな拠点整備など、地域の課題解決に向けて事業実施を検討してまいり

ます。全力を傾ける人が、今年の施政方針の中で検討しますというトーンダウンした理由に

ついてお伺いします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ検討という言葉で、姿勢が後退したなんていうふうには思っても

らわなくて結構です。ただ主役が今回進めている中活法による地域、この只見地区の駅前の

計画につきましては、主体が商工会だということの流れの中で、地域住民の方々の主体性と、

それを尊重しながら、出てきたものに対しての支援を町がしっかりしていくという考え方で

ございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） ちょっと違います。それ。主体が商工会じゃなくて、商工会は役場が

提出するその提出物の下調べをして計画を練っているんですから。主体が商工会なんていう

ことありませんよ。町が積極的にやらなければ、国の補助金なんかおりるわけないじゃない

ですか。ちょっと間違ってませんか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） それは制度的なものの予算獲得であったり、事業申請等々は、町も当

然あの、一緒になってやらなきゃいけませんが、地域振興づくりというのは、地域住民の方々

が主役でなければならないという考え方は先ほどらい、いろんな分野における事柄について

も、同じ共通のことでしょということです。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） 町長がそういう気持ちでいれば、この計画はとん挫しますね。  

  じゃあ、別のほうから聞きます。 

  小規模水力で一時期盛り上がった時期もありますが、おもちゃのようなマイクロ発電機で
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豆電球を灯してみたり、携帯の充電ができる、おもちゃの電車が走るぐらいの自然エネルギ

ーの活用がありましたが、それ以外にまったく計画もないように思います。木質バイオマス

のお話も出てますが、それ以外には計画がないのでしょうか。小規模水力に関しては、まっ

たく計画がないのでしょうか。今年度の取り組みを聞かせてください。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） さっきの中心市街地の活性化事業のこと、ちょっとだけすみ

ません。 

  町長は、一緒になって、みんなで力を合わせてやっていかなければならないという意味で

答弁をされたものというふうに思います。 

◯５番（新國秀一君） そうは聞けねえぞ。 

◯町長（目黒吉久君） いや、そうです。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） それで、今は商工会が中心となって、それこそ、町もいろん

な関係者の方、ＪＲ東日本も入って、今、そういったソフトを作ってます。計画づくりをし

ています。それが整った段階で町のほうに移ってくるということになりますから、そこから

は議員おっしゃるように、町がもっと前に出てやっていくという運びになろうかというふう

に思っています。ですが、一体となってやっていくという意味では一緒だと思いますが、制

度事業という関係、また町がもっと積極的にという意味でおっしゃっていらっしゃると思い

ますし、またそれは、当然そのように考えておりますので、そこら辺は齟齬はないものとい

うふうに思います。 

そして、それから小水力の話ですが、十分検討はさせていただいたつもりですが、残念な

がら、課題、具体的に言えば水利権の問題等々ございまして、なかなか、今現在、すぐ新た

な小水力発電所を、例えば２７年度中に、町内でどこでやるという検討までは至っておりま

せん。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） いやあの、町長のお話では、大変がっかりしたんですが、課長の話だ

となんか、やる気があるのかな、なんて、お互い同じことを言ってらっしゃるんですよね。  

◯町長（目黒吉久君） はい、そうです。 

◯５番（新國秀一君） その割には、受け取る方がちょっと、気が利かないのか、受け取り方

に問題があったのかわかりませんでしたが、中心市街地活性化計画なり、街並みの景観づく
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り、うつくしい町づくりとか、自然エネルギーに、小水力はちょっと今、急には無理なんだ

という話ですが、そういう対策は今後、政策として表れてくるのかどうかお聞きします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） いや、あの、水利権、それ以外の木質チップボイラーである

とか、それ以外の再生可能エネルギーを、可能な限り取り入れていきたいと。エネルギーの

地産地消といいますか、そういった方向性は持っております。ただ、具体的に検討に入った

時に、今回、チップボイラーの話は予算も含めてお願いしてございますが、残念ながら小水

力発電については、そこまでに至らないということであります。この後、例えば、発送分離

とか、そういった新たな国の制度改正等がある中で、何らかの具体的な取り組みが可能にな

るかもしれませんが、現行の中では河川法の関係で水利権というのは非常に強力な権利でご

ざいまして、水利権につきましても慣行水利権と許可水利権がございますが、なかなか、そ

の強い権利関係がありますので、一度手放してしまった慣行水利権は二度と手に戻りません

ので、そういったことも前後関係、過去からの先人の方々が努力された部分含めて、慎重に

検討しながら、且つ、小水力発電所が、先ほど言いました発送分離とか、様々な制度改正の

中で制度的なこと、あと適地が見つかれば、それについて取り組んでいくという考え方はあ

りますが、現時点では残念ながら適地がございませんということでございます。  

◯５番（新國秀一君） 街並み景観の検討については。 

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 街並み景観につきましては、先ほど、中心市街地の関係もご

ざいますので、その中で、それと、あと庁舎、そして駅前のいろいろある施設等を含めまし

て、より良い景観を作り上げていく考えでございます。  

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） まあ、さっきから、町長も、事務方、当局さんも、これからその、中

心市街地やら、ユネスコエコパークの中の一部の仕事になると思いますが、小規模水力や街

並み景観づくりを中心に大型プロジェクトになっていくんじゃないかなと私は思うんですが、

なら故にですね、対策室などをつくり、本格的に職員を張り付けて、本腰を入れてやる気が

あるかどうかお聞きします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 先ほどあの、総合政策課長申し上げたとおり、現行ではなかなか、小
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水力等々については厳しいものがあるという認識でおりますので、厳しい状況の判断の中で

推進室つくろうと、つくるまいと、進まないものは進みませんから。そういう意味では当面、

そういった対策室はつくらない。つくる必要性があれば、それはご相談申し上げてやります

けれども、まあ、いずれ、再生エネルギーを導入していくこと自体の方向性は、もうひとつ

既に、バイオマスも含めながら、スタートしているわけですから、個々の関係につきまして

も、ご相談申し上げながら、積極的に取り組むべきところは取り組みながら、厳しいなと思

うところはまた様子を見ながらという、その緩急が必要かなというふうに私は思っておりま

す。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） 小水力についてはわかりましたが、駅前を中心とした中心市街地活性

化と役場庁舎の問題。それから、将来繋がっていく道の駅の問題について、あそこの総合開

発に、総合計画が必要だと思います。大型プロジェクトと言ったのはそのことでありますの

で、そのことはこれからの、町の大きな、行き先を決めていくビックプロジェクトだと思い

ます。しかも最初で最後かなという国の予算付けもありますので、それに対してですよ、職

員張り付けたり、対策室をつくったりする気がありますかと聞いたんで、小水力に関して聞

いたんではありませんので。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まだあの、中心市街地の活性化の則った計画づくりは今進行している

というふうに伺っております。最終的なそういったあの、まとめも、まだ手元には届いてお

りませんし、どういう計画になっていくのか。そういったその、状況状況に応じてですね、

必要な手は打っていくということになろうかと思います。今から、この段階で、大きなプロ

ジェクトになるだろうという予感はしておりますけれども、そこに向けての、今の段階で、

議員が質問のような形のようなところは今、お答えする段階までは至っておりません。まだ

まだ、進捗状況を見ながらですね、取り組まさせていただきたいというふうに思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ５番。 

◯５番（新國秀一君） 町長、のんびりしていらっしゃいますが、これ近々の課題になってき

ていると思いますよ。事務方もそれでよろしいですか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 中心市街地の活性化事業につきましては、最終決定の会議は
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まだ今月末というふうに伺ってますが、その骨格、青写真といいますか、素案といいますか、

それについては町のほうに説明はありましたので、町のほうでは当然そのことを承知したう

えで、それ以外の計画、予算と関連して進めていくということでありますので、まず前段に

そのことを申し述べさせていただきます。 

  そして、そのうえで、それほど、本当に、これほど大規模な、大規模といいますか、大型

プロジェクト、議員おっしゃるとおりだというふうに思っております。でありますから、体

制としてはそういう対策室とか、そういったものをつくることができれば、本来、一番それ

が望ましいのかなというふうには、事務方としては思っておりますけども、ただ、先ほどの

行政改革の人数の関係もございます。それは最終的な人事の中、様々な、町内外の方との連

携の中で、どこまでそれが可能になるかということがございますので、私の立場ではそうい

ったお言葉は非常にありがたいというふうに思っておりますが、その辺の人的にも限られて

おりますので、町内外の方々、有識者の方々、さらに先ほど申し上げました、もっと積極的

に我々が、町民の方々に出向いて行って意見を聞き取るという、そういった姿勢、そういっ

た中からつくりあげてくるということも当然必要だと思っておりますので、議員おっしゃる

ことを受け止めさせていただきまして、相務めてまいりたいというふうに思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ここで、暫時、休議いたします。 

  先ほど申し上げましたように、２時４６分、東日本大震災で犠牲になられた方々を悼み、

１分間の黙とうを捧げたいと思います。 

  自席でひとつ、起立をお願いします。 

  傍聴の方も、ひとつよろしくお願いします。 

  黙とう始め。 

          〔黙とう〕 

 

     休憩 午後２時４６分 

 

     再開 午後２時４７分 

 

◯議長（齋藤邦夫君） はい、終わります。 

  どうもありがとうございました。 
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  それでは、一般質問を続行いたします。 

  ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） この国の補助金を使ったその中心市街地活性化事業については、町長

の決断ひとつなんです。町長がやろうと、本気になってやろうと言うと現実的になりますが、

町長がやろうと言って腰砕けになっているぐらいでは、確実に実現できることがないような

事業だと私達は理解してます。町長が本腰を入れてこれに取り組んでいただけるのか。１２

月の議会で９番議員に言ったように、本腰を入れてやると、この施政方針の検討は、まあ検

討という言葉尻を捉えるんでなくて、私は本気ですよというところを見せていただければ、

我々、非常に勇気が出て、今後、それに向かっていろんな提言やなんかできると思いますが、

町長が、あまりやりたくないと、皆さんに言われるからやるんだよ加減では、この先進んで

いかないので、それによっては対応を決めさせていただきますので、町長の決意を、このこ

と、中心市街地活性化事業に対してだけで結構ですから、決意を述べていただけませんか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） それを進めるために予算を組んで、こういった中活法の、活性化の補

助金をもらって取り組んできたわけですから、そのことには同じことでございます。たしか

に今、只見町の一部も、只見町もそうですけれども、こういう状況の中での、地方創生を含

めて、追い風を十分受け止めながら取り組んでいくのは当たり前のことでありますから、そ

れぞれ、商工会はじめ、関係機関と積み上げてこられるものを十分に受け止めながら、展開

していきたいなというふうに思っていることは間違いはございません。一緒にとにかくやっ

ていきましょう。 

◯５番（新國秀一君） 全力を持って取り組みますと言っていただけると、一番、俺、すんな

り帰られるんだけど。 

◯町長（目黒吉久君） やるべきことは常に全力です。中身もいろいろ、またさらに議論して

まいりましょう。 

◯議長（齋藤邦夫君） ５番、新國秀一君。 

◯５番（新國秀一君） ありがとうございます。 

  そこだけ一致しただけでも、今回の質問をやった甲斐があったかなと思います。  

  これで質問を終わります。 

  ありがとうございました。 
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◯議長（齋藤邦夫君） これで、５番、新國秀一君の一般質問は終了いたしました。  

  ここで、暫時、休議いたします。 

  ３時より再開いたしますので、お願いします。 

 

     休憩 午後２時５０分 

 

     再開 午後３時００分 

 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、会議を再開いたします。 

  一般質問を続行いたします。 

  ６番、小沼信孝君の一般質問を許可いたします。 

  ６番、小沼信孝君。 

          〔６番 小沼信孝君 登壇〕 

◯６番（小沼信孝君） 通告にしたがいまして質問をさせていただきます。 

  質問内容は、今後の集落維持対策のあり方について。益々人口減少、高齢化していく只見

町の集落をどう維持していこうと考えているのか、具体的な政策をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 目黒吉久君 登壇〕 

◯町長（目黒吉久君） 小沼議員にお答えいたします。 

  今後の集落対策のあり方についてということで、地方は人口の減少に伴い、活力を失って

います。このことが、我が国全体の問題であるということは、昨年末の国会でのまち、ひと、

しごと創生法の成立で明らかです。首都圏への人口の一極集中は、地方を疲弊させ、ひいて

は国土を衰退させるものであります。本町においては、これまでも集落を基本とした地域づ

くりを支援してまいりましたが、本年度からは集落運営支援交付金、地域づくり交付金を設

け支援の拡充を図っております。また、振興センターを中心に集落や地域の活性化を模索し

ておりますが、主体はあくまでも集落や地域だと考えております。主体への支援をどのよう

にしていくか、知恵を絞りながら活性化を推進してまいりたいと思います。  

さて、地域においては高齢者一人暮らしの方や、生活において支援が必要な方がおられま
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す。しかし、すべての支援・援助を行政が賄うことはできません。人口が多かった時代は、

集落や地域で手を差し伸べる余裕がありました。しかし人口の減少と高齢化で年々厳しくな

っていると感じております。地域の中で、支援が必要な人とどう向き合っていくか。つまり

地域福祉をどのようにしていくべきかが大きな課題であると認識しております。これまでの

まちづくりの視点での地域づくりから、地域福祉の視点での地域づくりが欠かせないものと

思います。例えば、ある集落では、早くからいきいきサロンを集落施設で行っております。

これは、高齢者の方の運動機会や、お茶飲みや、昼食などの交流機会を積極的につくり、地

域でのふれあいを創出している取り組みです。参加される高齢者はもちろんのこと、それを

支える地域の方々も楽しみながら開催されております。そこには、これからの地域や集落の

光明があるのではないかと思っております。それぞれの地域や集落にあった形で、楽しみな

がら、ふれあいながら暮らす。一極集中の首都圏では真似できない、只見ならではの暮らし

をそれぞれが提案し実践していく。そして町はそれを支援する。そこに集落対策の活路を見

出していければなと考えております。そのうえで、コンパクトシティもしくはコンパクトタ

ウンと呼ばれておりますが、その構想をする場合、支流域集落の切り捨てでなく、あくまで

集落の支援機能を高める拠点でなければなりません。高齢者の元気水準を維持し、健康寿命

を伸ばす施策や農林業等で活躍してもらえるような仕組みづくりをしながら、学びと生産活

動によって元気水準を上げ、住民の力が増すような取り組みをしてまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 今朝ほどから、数名の方から、同じような質問があって、また同じよ

うな質問をするかと思いますが、よろしくお願いします。  

  私、質問、最初にした内容、具体的な政策をお聞かせ願いたいということですが、今の町

長の答弁によりますと、この前段にありました集落運営支援交付金、地域づくり交付金とい

う、まあ、交付金制度があるということが具体的な集落維持対策の政策なのかということで

よろしいのでしょうか。まず。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） そういったものを基本として、まずもって集落の方々が、自主的且つ

主体性を持って自由に取り組んでもらいたいということで、こういった交付金を付けさせて
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もらっているということであります。しかし、それは、財源のこともありますから、限られ

た財源であるかもしれません。しかし、また中身によっては、いろんな事業精査の中では、

さらなる必要性があるとするならば、そこにまた行政の協働としての支援というものは、考

えるべきものは考えていくということが大事かなというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） はい、わかりました。 

  それではですね、今、町長、最後に申されたように、金銭的なことでなくてということの

支援ということで、まずあの、支援ということをするために何が必要かということで、ちょ

っと３点ほどお伺いしますが、３地区で近い将来、消滅してしまうのではないかといった集

落等があるのか。まずこれが一つ。 

それから、午前中も質問があったかと思いますが、集落点検等を実施されていた経過があ

るということですが、どのような点検をされたのか。現在されてないようですが、現在何故

されていないのか。 

それから、３点目が、集落との、地域住民との、まあ、丁寧な話し合い。これも先ほど、

話があったようですが、その３点についてもう一度お伺いします。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 一つ、第１点目の消滅集落はあるのかという質問でありましたが、私

はあの、将来的に、断言はできませんが、消滅するか・しないかというのは、そこにやはり、

どんなに人口が減少しても、歳をとられても、自分の共助の中で、ここで全うするんだと、

生きていくんだという意識を持った人が一人でも二人でもあれば、私はその地域は生きてい

るというふうに私は認識しておりますし、そういう人がいる限りは我々は支援をしていかな

きゃいけないというのが前提だろうというふうに思っております。ただ、客観的に、いろん

な、減少はこれから、残念だけれども、それはわかりませんけれども、私の捉え方と考え方

はそういうことであります。ですから、限界集落だとか、消滅集落とか、パーセンテージの

み私は論じるべき問題ではないというふうに認識しております。  

  その他は担当課のほうからお願いいたします。 

◯議長（齋藤邦夫君） 只見振興センター長。 

◯只見振興センター長（梁取洋一君） 集落点検についてですけども、まずあの、集落点検に

ついては、区長連絡会、これを年間３回で計画しておりますけども、その折に集落での問題
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点。これ道路管理や側溝、そういった環境整備面が多いんですが、その辺の状況を聞きまし

て、生涯学習推進員のほうで現地を同時に点検し、それに対して、関係機関から今後の対応

策等は集めて回答をしております。私のほうで言った集落点検をしていなかったというのは、

集落に出向いてアンケートをとったり、細かい世帯調査等をやっていないということで、現

状の問題点等については、そういった形で今実施しているところです。  

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 朝日振興センター長。 

◯朝日振興センター長（馬場さき子君） 朝日振興センター長です。 

  一番目のご質問でございますが、消滅する集落があるかというお尋ねに対しては、町長が

ご答弁なさったとおりでございます。 

  それから、集落点検につきましては、平成２１年度であったと記憶しておりますが、総務

省の補助事業かと思いますが、細かな項目に、多岐にわたりまして、集落の宝物ですとか、

あと後継者がいるかどうか。そういった項目を各集落に共通で、３地区で、集落に出向いて

調査した結果がございます。で、あれから５年以上経過いたしましたが、私が見る限りで、

集落の宝物が急に変わるというようなこともなく、また、調査に対しまして、区長連絡会と

相談のうえ実施しなければなりませんので、まだ、今年度、来年度にやるというような予定

はございません。 

  それから、只見振興センター長が申し上げましたとおり、随時、職員による集落巡回の折

に、区長様または住民の方々から、いろいろなお話を聞くことにより、集落の詳細な把握に

は努めております。区長連絡協議会も、失礼しました、朝日地区区長連絡会も年４回程度開

催し、集落の課題等については区長様から直接聴き取りすることで集落の状況把握には努め

ております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 明和振興センター長。 

◯明和振興センター長（兼）明和保育所長（横田雅則君） 明和振興センターですが、今、先

ほど、只見と朝日のほうで答えたとおりなんですが、２１年にやられたのは、本当にあの、

そちらに出向いて、いろいろ事細かに、そこの良い点ですとか、また改善する点ですとか、

いろんなあの、多岐にわたってされております。今ほどの答弁のとおり、そういう問題につ

きまして、集落をまわりながら、また区長会とも検討しながら今のところ進めているという



- 114 - 

 

状況でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） はい、わかりました。町長がお答えになった件は後ほどまた質問させ

ていただきたいと思います。 

  今、センター長のほうから話があったのは、区長連絡協議会を通じてということですが、

これから話するのは、こういった取り組みをしたらどうかということでお聞き願いたいと思

いますが、総務省のほうで事業として、集落支援制度、支援員制度ですか。それから地域お

こし協力隊制度。こういった人を、地域支援員制度というのは地域の人達がその集落に出向

いて、集落のいろいろな問題点を聞くということでしょうが、地域おこし協力隊というのは

都市部から人を雇い入れて、年数を区切ってその集落に入って、いろいろな問題、それから

将来抱えていること、お年寄りの手助けなり、話を聞いたりということを取り組む制度であ

りますが、そういった、今、振興センター等で人手が足りなくて集落の話が聞けないのか。

人手はあるけども、という話なのか。その辺と今言った支援制度等をお考えになったことが

あるのかお聞きしたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 明和振興センター長。 

◯明和振興センター長（兼）明和保育所長（横田雅則君） 明和振興センターですけれども、

ただ今、例に出されました地域おこし協力隊につきましては、現在あの、検討中でございま

す。ただ、各地区についても、まだあの、そういう協議を深く、まだしていなかった段階で

すので、そういうのも含めまして、都市部からこちらのほうに来ていただいて、定住も含め

て、また地域に入っていただいて活動していただくと、そういうものにつきましては、今後

検討を進めていきたいというふうに考えております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 今、明和振興センターのほうからお話がありましたが、ほかの振興セ

ンターではそういったお考えはないのでしょうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 只見振興センター長。 

◯只見振興センター長（梁取洋一君） 只見振興センター長です。 

  ご指摘の点は、たぶん、近くだと新潟県十日町市あたりで活躍されている人がいらっしゃ

ると聞きました。家族連れで定住もして、お子さんもいて、市場の商品出し等もやられてい

るような感じに思っています。で、現状ですが、うちも３名体制ということで、都会から来
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られる方、本当に、ここでやっていけるかなということもいろいろ考える面もありますので、

今後、明和振興センターだけ導入する、只見だけ導入するという形じゃなく、足並みを揃え

て、もし導入するんであれば、３振興センター一緒にゴーするか、待つかというような形で

考えていけばいいかなと思っております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） 朝日振興センター長。 

◯朝日振興センター長（馬場さき子君） 朝日振興センターも只見振興センターと同様に、そ

ういった方々、どのように活用したらよろしいのか。目的から皆で相談し合って、始めるの

であれば３振興センター一緒に導入を検討してまいりたいと思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） はい、わかりました。地域おこし協力隊というのは、２０代から３０

代の方が主ですし、女性の方も４割ほどいらっしゃいます。で、これ、平成、たぶん２１年

だか２年から始まった事業で、２５年あたりはもう、何倍も増えているような状況でありま

すので、是非ともあの、若者、よそ者という力を只見町に入れていただきたいと思いますの

で、ご検討を願いたいと思います。 

  それからあの、これ、町のほうにも聞いてみたいと思いますが、集落支援員制度というの

も、これも総務省の事業であるようです。こういったのは、当然その、これは地域の人が支

援、専属でなる場合は給料も高いですし、それからあの、ほかの仕事をしていてもなれると

いう制度なんで、是非ともこういうのを活用していただきたいと思いますが、そういったこ

とを検討されたことはありますでしょうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 前は町づくり推進員という名称だったり、今は生涯学習推進

員という名称だったり。で、名称は変わりましたけども、いずれも普通交付税で財源措置が

されております。あとはあの、具体的に、それぞれ、振興センター長のもと活動しているわ

けですが、さっき、各振興センター長が申し上げたとおり、具体的な動きをきちんと示して、

それに対してフィードバックして、さらに改善を重ねていくような仕組みを併せて持ってな

いと、人は来てもらったけど、事務室の中に一日いたようでは困りますし、その辺のことを

きちんと持って、振興センター中心にあげてきて、それで検討していくのが良いのかなとい

うふうに思っています。 
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◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 今あの、振興センター長でなくて総合政策課長のほうに聞いたのは、

何故このような話をしたかといいますと、やはり各振興センター、人員が少なくて、なかな

か、今ほど聞いていたように、区長さんと年３回程度の話し合いだけで、実際本当にそれで

集落の話がタイムリーに町に伝わっているのかということを危惧するから、こういった取り

組みがあるということでお話したわけですが、やはり集落をまわってみますと、従来できて

いた普請等に非常に支障をきたしていると。人口が減って、高齢化している状況ですので、

やはり普請等の間隔が、できなくなってくれば、水田や山林など、地域資源の保全を務めて

きた人達というか、そういうものが暮らしと共に生活したことができなくなってきているの

が現状だと思います。やはりそういったことを具に聞いて、何らの手を打たないと、昨年登

録になったユネスコエコパーク。これは自然と人が共生するという意味も非常に大きな、認

証を受けるにあったと思います。それができなくなるということは、取消がある可能性もあ

るということなんで、町としてこういった集落、普請等、普請といっても、その草刈り等も

あるでしょうし、山伏普請もあるでしょうから、そういったことに対する支援が何かできな

いのかということをお伺いして、雑に書いて、具体的な政策をお聞かせ願いたいということ

でしたが、そういった意味合いもありますので、その辺をひとつお答え願いたいと思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 議員おっしゃるように、そういった資源といいますか、景観

も含めて、きちんと、建物の景観もありますが、そういう田園風景とか、畑地とか、そうい

った景観もありますので、里山といいますか、そういったことができなければ、最悪、その

ようなこともあるというふうに思います。極端な話ですけど。ですから、それをやっていく

にあたって、さっき、どなたかの一般質問で、言葉が不適切だったかもしれませんが、ガチ

ンコという言葉言いましたけども、例えば、田んぼの畔でカエルがなかなか移動できない。

それはＵ字溝のせいじゃないかということで、実はＵ字溝を撤去して土水路にしたところが

あります。そういったことを、例えば積極的にやりましょうなんて、例えばこの場で言った

時に、たぶん、後ろに座っている課長のほうからは、全然打ち合わせなくなんてことを言う

んだという話になるかと思いますので、例えばそういうことひとつにしても、町内で、ガチ

ンコで話してくるとか、地域の集落の方々についても、農作業が、なんで最近、赤とんぼが

減ったんだろうということになると、やっぱりいろんな、農薬関係の話も、福井県のほうの



- 117 - 

 

話ですけど、聞こえてきます。ですから、そこら辺をあんまり、自分達の身の丈に合った取

り組みを、極端から極端でなくて、それを徐々にこう、取り組んでいくということには、や

っぱり、例えば、より良くするために議論・意見交換するわけですから、それを避けないで、

ぶつかり合うというか、率直に意見交換する。その中で良い方向性、現実的な選択を探して

いくということを振興センター中心に、より住民の人との場づくりといいますか、そういっ

たことが今非常に求められているなということは、反省も含めながら思っております。議員

おっしゃることはよくわかります。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） ですから、どういった対策をしたら、そういったことを、普請で人が

いなくて普請ができないといったこと、そういったことに対して、どういう政策を打ったら

できるのか。ひとつ提案としてお話しますが、やはり、なかなか、一集落でできないという

こと。これはもう、どこでもそうなっていると思います。ですから、やはりあの、基幹集落

ということで周辺集落とのネットワーク化が必要ではないのかと思いますが、午前中からい

ろいろの人の一般質問等で、７次化計画ということでまあ、これからということでしたが、

やはり７次化計画を作るにあたって、そういった周辺集落とのネットワーク化、基幹集落を

つくるということ、そういったお考え等はないでしょうか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 先ほどの町長の答弁にもございましたように、そのまあ、コ

ンパクトシティ、コンパクトタウン、議会の常任委員会の報告の中にもあったかと思います

が、それを構想していく場合にあっても、支流域の集落、さっき消滅してしまう集落はある

か、どうだという話もありましたが、そこをお聞きして、切り捨てるという町長の考え方で

はなくて、あくまでも集落の機能を高める拠点でなければなりませんという答弁がありまし

た。それ今、議員おっしゃったように、その中のひとつとして、支援する方法として、周辺

集落のネットワーク化ということも考えていく必要があるんではないかなというふうに思い

ます。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） そのネットワーク化ということで、たぶん、昨日の福島民報だったか

と思いますが、和歌山県の田辺市キツノ地区の事例が大きく出ておりました。やはりその、

行政が地域の人達と一緒になって何かを取り組むための手助けをしたりということも必要で
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すが、その中にやはり、少しでも収益が上がるような産業に繋がることがないと、なかなか

機能していかないのではないかと思います。やっぱりあの、年寄りが増えてきて、なかなか、

その、生産なりができないということがあるのかもしれませんが、中には、年寄りが、イン

ターネットで注文がきて、仕事をしないと、とっても間に合わないというような事例もござ

います。これは四国のほうにあるようですが、やっぱりそういった、年寄りが寝込んでられ

ない、お茶飲んではいられない、仕事をしないと、注文がきたから、さあ大変だというよう

なことになれば、年寄りも自然と元気になるでしょうし、少しばかりのお金でしょうが、も

らうことによって、孫・子の小遣いになったりということに繋がると思いますので、やはり

その、地域の人達の話、それから、町長、先ほど答弁の中にも、地域住民が主体となってや

るということでしょうが、やはり、橋渡しをするのは行政の仕事だと思います。やはり売り

先等の確保、それから、こういうところがあるというのを、細かく地域住民と話し合うには、

やはり集落支援員や地域おこし協力隊といった人達の手助けを借りないと、なかなか今の町

の人員ではできないのではないかと思いますが、そういったことについて、まあ、生活の肥

しであるその地域産業の振興ということについては、どういうお考えでしょうか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 地域支援員、地域づくり協力隊ですか、こういった人材を確保してい

くということはやぶさかでありません。それは先ほどセンター長申し上げたように、それぞ

れ、その地域の中で取り入れていくにあたっては、その考え方をひとつ整理して、機能でき

るようなことを踏まえながら、呼び込むというか採用をしていくといったようなことも整理

しなきゃいけないのかなというふうに思っております。  

  ただ、もう１点では、もう１点、もう一つ、今本当に我々がこの状況の中で抱えている課

題を、地域協力隊というその存在に、どれだけあの、負荷といいますか、期待できるのかな

と。私はあの、一方では、自由に、一方ではひとつ整理しながら受け入れると同時に、一方

ではゆるやかに、来てもらって自由な都市部の人達の視線、目線で、感覚で、この地域を、

生活を共にしながら、体験していただいた中から出てくる、捉えられた良さや、只見の持つ

資源であったり、活用できるようなものの、我々と違った視点で捉えていただいて、それが

何らかの形での活動に繋がっていくという、そういった漠とした期待感、ゆるやかな期待感

の流れの中でも、考えていかなきゃいけない側面なのかなというふうに思っております。  

いずれにしても、今、地域が抱えている課題に対しては、当然、今、議員がおっしゃるよ
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うに、なかなかその人材、職員も含めて人材が少なくなった、人手が少なくなった中で、こ

ういった制度を活用してはというような思いの中でおっしゃっていただいているんだろうと

思いますので、そこの活用にあたっての、ひとつの、受け入れるにあたっては、受け入れる

なりのひとつの整理をしながらですね、活用を検討すべき事だろうなというふうに考えてお

ります。そういったことも含めて、一つ一つ、それぞれ我々が、今この現段階でも、先ほど

らい申し上げている形の取組み方の推進も併せて、地域住民の方々との意見交換も含めなが

ら、そういった課題に対して取り組んでいきたいなというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 今、町長おっしゃったことはよくわかります。まあ、私の説明が悪か

ったと思いますが、やはりそういった地域の人達が商品化をしたり、地域資源を取引したり

する、そういったことを、搬送活動なり、そういったネットワークを行政が支援をする考え

があるかということをお聞きしたんです。 

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） これからの時代、そういった考え方は必要だというふうに思

っております。と申しますのは、これもまあ、国レベルといっても、６次化の、数値目標を

持って６次化の人を増やしていこうと、雇用も増やしていこうという、まあ、国レベルの話

がひとつあります。町としても、まあ、振興計画では、町は６５歳以上の人を高齢者じゃな

くて、高齢者は７５歳以上の人にしましょうというふうに振興計画に書かせてもらってまし

て、あと先ほどの町長答弁でも、やっぱり農林業を中心に活躍していただいて、健康で、ま

あそれが、さらに人に喜ばれたり、換金になれば年金のプラスになりますから。ただ、それ

をどういうふうに出していいかわからない。どこに持っていったらいいかわからない。そこ

ら辺のことが非常に煩わしいということが正直あると思います。そこら辺のこと、ちょっと

したところを手助けできないか、橋渡しができないかという議員のご質問だと思いますので、

そういったことは十分考えていかなければなりませんし、７次振興計画の中でそのことにつ

いては当然触れるべきであろうというふうに考えております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 今、総合政策課長がおっしゃったこと、これあの、ご存じだと思いま

すが、秋田県に、元気村ＧＢ・パワーアップ事業というのがございまして、ＧＢというのは、

じっちゃん・ばっちゃんの略だそうです。これあの、住民全員参加型の村ビジネスというこ
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とで地域資源の商品化、直接、首都圏への小売店の山菜等の販売等を行っているネットワー

クですが、その支援活動やネットワークの構築を自治体が支援しているという事例が秋田県

にはございます。是非とも只見町もそういった取り組みをしていただきたいと思います。  

  続きまして、平成２２年以降に、国のほうから、過疎地域等自立活性化推進交付金という

制度があったそうですが、只見町はそういった制度を利用されているのでしょうか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 過疎関係のものは、いろいろいただいてますが、今その名称

が、で該当したものがあったかどうか、パッと浮かんできませんが、なかったんではないか

なというふうに思ってますが、間違ってますかね。今ちょっと…  

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） この中に、過疎地域集落再生整備事業というのがございまして、定住

促進団地整備事業、それから定住促進空き家活用事業、集落移転事業、季節住居団地整備事

業という４項目がございました。この１項目目の定住促進団地整備事業というのは、それに

当てはまっているようの気がしますが、どうなんでしょう。  

◯議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

◯総合政策課長（渡部勇夫君） 具体的な制度名、間違うと、しっかり記録に残ってしまうん

で、ちょっと控えますけども、今あの、団地については国のお金が入って、そういった整備

をしているという状況はあります。ただ、その事業がその事業、今おっしゃったものではな

いんではないかなと思いますが、今、事業名確認してませんが、国のお金はいただいて整備

を進めてますけども、その事業ではないという記憶を持っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 事業名が違うと、議事録に載りますので、これはうまくないことだと

思いますので、その辺は深く追求しませんが、とにかくその、名称がまったく同じようなこ

とで、過疎地域集落再編成整備事業ということで定住促進団地整備事業。これ、何故このよ

うなことを聞きますかというと、最後に質問しますが、先ほど町長が答えいただいた、答え

というはたぶん三つに分けられる答えだと思います。前段と、それから中段の地域福祉、そ

れから最後にコンパクトシティ化という三つの答えをいっぺんに答えられたのだと思って感

じておりますので、やはり定住促進団地整備事業、それから定住促進空き家活用事業、集落

移転事業、季節住居団地整備事業というのは、やはり過疎地域に、国が交付金を出して整備
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するという事業のわけですから、やはりこの、事業名が違って、使途が違う、用途が違うと

いうことであれば別ですが、堂間下の定住促進団地整備事業。これ、２・３年前の３月だか

に、これをどうしても、基金をいただかないと、という説明を担当委員会で受けまして進ん

だ事業のようですが、その時に、たぶん私が質問したと思いますが、整備事業をして売れる

ものができなくてもいいのかという話をたぶんしたと思います。で、総務省のほうにもたぶ

ん確認をされたと思いますが、現在もあの、前回の委員会の中で環境整備課長のほうから説

明があって、２７年度は２６年度の残工事が残っているだけで、とりあえずないという、計

画がないという説明でしたが、これについて、少し説明を願いたいと思います。どうされる

のか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 経過については、そのとおりでございます。総務省の補助が

入っておりますので、２７年には完成をさせたいというふうに、今の状態で完成をさせたい

というふうに考えております。その後につきましては、関係団体との協議もございますので、

それをしっかり進めながら、定住促進に役に立つような場所にしたいというふうに考えてお

ります。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） はい、わかりました。 

  町長がお答えになった最後の部分のことで再質問させていただきます。  

  先ほどあの、町長に、限界集落というか、消滅集落等の話をした時に、一人でも二人でも

町民がいらっしゃれば、それは町で全部看るというふうの、町長の強い意志だと思いますが、

ただ現実的に、本当に、これから１０年、１５年後、先の話になりますが、維持管理できる

のかというのが非常に心配になっております。というのは、例えば冬期間、今年でも１２月

会議の時に、大雪で、担当課長が出て来られないようなことがあったわけです。雪が多くて。

やっぱりそういったことがない。これが例えば一人・二人の暮らしの中でも、当然、振興セ

ンターに今日行って来なくちゃならないといった時に、除雪が来なかったら出れない。そう

いったことがたぶん起きると思います。これもあの、町長のさっきの答弁の中で、コンパク

トシティ化をする場合は、支流域集落の切り捨てではなくということでありますが、やはり

基幹集落というものをつくって、そこに、例えば冬期間ならば、先ほどから申しておる季節

住宅団地整備等、そういったものを造って、冬期間はここに住んでいただけないでしょうか
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といったような考えはございませんでしょうか。町長。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） そういう方向性や施策の必要性も出てくるというふうに私は認識して

おります。ただ、私が先ほど申し上げたのは、ここ少し、誤解してもらっては困りますけれ

ども、消滅集落という言葉がありましたから、やっぱりあの、自分の意思で、自分の力で、

歳をとっても、中にはやはり、私はもう、生まれたこの地で最後まで生きるんだという強い

意志と、可能な限り、お上の力、お上の、なんていうのかな、お上のやっけえにはなっちゃ

ぐねえという、そんな想いでやっぱり、今の年輩の方々というのは、そういう想いで生きて

おられる方もおられます。それは、そうは言ったって、客観的に無理だよねというお話にな

れば、それはそれなりに今言ったようなこともあるでしょうし、それにそぐわしい相談と、

どうしたらいいかねという、その相談を受けながら対策をしていくという意味であって、ど

こまでも一人で住んでおられたところが、まだ舗装整備にもなってなかった、道路がないん

だ、何がないんだ。それはやらなきゃいけないでしょうと言われた時に、やれますかと言わ

れた時は、それはやれません。現実問題。そういうことではなくて、そういう、私は享受を

持った生き方をされている方々の、支援なり関わりというものは大事にしていきたいと思い

ますし、今言ったようなそういった方々のためにも、コンパクトシティといいますか、集落

の、基幹集落の中での機能の中には、そういったところに目配りできるような、集落の人達

のネットワークがきちんとできあがっていって、そういった支援、そしてまたそこに行政が

何ができるのかといったようなことが大事だろうという意味であって、我々はそんなに、限

界集落だとか、消滅集落などという言葉に惑わされないで、やっぱりきちんとした、しっか

りした気持ちで生きていく、そのための手立てであったり、またそういったための、若干の、

ひとつの取り組み、それぞれ、仲間がいないということは、それは厳しいですから、そうい

ったところの環境のための手助けであったり、若干、農作業を続けていかれるんであれば、

そういったことが可能な限りどんなことができるのかとか、そういったことも含めてですね、

やっていく必要性はあるというようなことを申し上げて、ご理解いただければなというふう

に思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） はい、わかりました。先ほど、５番議員のほうから、中心市街地活性

化の話が出ましたが、この事業は、内閣府のほうから一年ぽっきりの事業でなくて、やはり
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継続できる事業ということで、なんとかその、大きい市町村でなくて、５，０００人を下回

るような町で事業を進めていただきたいという内閣府の担当者からの話を聞いたときに、こ

れは本当に只見町にぴったりの話だと思いますが、今、町長おっしゃったように、コンパク

トシティという形で、地域住民を切り捨てるということでなくて、やはり基幹集落、只見の

場合だったらば３集落あるわけですから、３集落というか３地区がございます。これを一つ

にしろというのはなかなか難しいことだと思いますが、只見は只見、朝日は朝日、明和は明

和といったように基幹的に、まあ、いろいろなものを集めたところに、人も集まってきて、

当然その商店の人は人がいなければ商売にならないですけども、人がいることによって商売

になる。それで商店も潤うということがありますので、やはりこの中活の、先ほど町長、最

後に決意を申されましたが、もう一度まあ、申し訳ないですが、町長の意見を聞いて終わり

たいと思いますが、やはりこの中活の中で、一回だけでなくて、只見地区の今、駅前開発と

いうことでやっておりますが、第二弾として朝日地区、第三弾、まあ、どっちでもいいです

が、続けて只見町をコンパクトシティ化するような考えがあるのかどうか。そういった考え

でやられるのかどうかをお伺いして終わりたいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 今年になりましてから、年頭の挨拶でもたぶん申し上げましたが、や

はり只見、広うございますから、それぞれ３地区の歴史や伝統や地形的なものも、同じひと

つの町だといっても違いがあるんで、そこは尊重して、小学校単位で、やはりきちんとその

中心的な役割の機能を持った地域の整備と併せて、そこを取り巻く周辺集落との連携を評価

できるような形の取り組み方。そして３地区の特徴を活かした町づくりをしていくと。で、

只見地区は先ほど申し上げた中活法を中心としてこれから今検討されているものを中心とし

て、いろいろと、観光振興にも寄与していきたいし、そしてそれを含めた商工関係の活性化

に繋がっていくようなことでしょうと。それぞれ、朝日それから明和のほうも、特徴をつか

まえながら、拠点的なものをつくりながら、併せて周辺集落との連携をどうやっていくのか。

このところはやはり、地域の住民の方々との意見交換と、参加と、主体性をきちんと連携取

りながら、ここを整理しながらやっていくのが、これからの高齢化社会なり、人口がなかな

か希薄になっていく中での大事な視点だというふうに捉えて取り組まさせていただきたいな

というふうに思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 
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◯６番（小沼信孝君） まあ、くどいようで申し訳ございませんが、今、最後に、この中活と

いうのは公共施設でも利用できる基金のわけです。３分の２、上限５億ということで、３年

間でもらえば１５億、補助金が出るわけです。で、そのほかにも、安い金利でお金が貸し出

せますよという内閣府の担当者の話を聞いたときに、やはり、今後、過疎化していって、ど

うしてもその、町長は、切り捨てるという表現をされましたが、切り捨てろと言っているわ

けではありませんが、やはり、中心に集まってきていただかないと、町が立ち行かなくなる、

管理ができなくなるんじゃないかということを言ってるわけで、この中活をうまく利用して、

そういったコンパクトシティ化を目指されるのかどうかをお伺いしたわけで、町長のさっき

の話はわかりますが、中活を活用されるかどうかということをお伺いしたわけです。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） まあ、いろいろ今後も、国も制度もいろいろ生まれてくるでしょう。

とりあえず只見地区がこの中活法でやっていくんだということは明確にして取り組んでまい

りたいというふうに思います。 

  それからあの、コンパクトシティにつきましては、そういった方向性も、十分その必要性

も認識しております。ただ、人の移動というのは、それぞれの、個人個人の意思も、先ほど

申し上げましたように意思もあるでしょうし、ただ、そういう環境づくりは、施策としての

考え方としての、そういう、小学校単位あたりをきちんとした拠点づくりといった考え方は、

朝日も明和もこれから必要になっていくでしょうし、既にもう、そういった動きが、地域住

民の動きの中でも、明和地区にも生まれつつありましょうし、そういったことを踏まえなが

ら、当然それはいろんな課題が、それぞれ皆さん持っておられるわけですから、そこは踏ま

えて、勿論、議員おっしゃるような、考え方は同じでございますので、無理のない形の中で

そういった方向性を模索していくということにしてまいりたいと思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） ６番、小沼信孝君。 

◯６番（小沼信孝君） 町長のお話わかりました。是非とも、前向きな考えでいっていただき

たいと思います。 

  これで質問を終わります。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで、６番、小沼信孝君の一般質問は終了いたしました。  

  続いて、３番、佐藤孝義君の一般質問を許可します。 

  ３番、佐藤孝義君。 
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          〔３番 佐藤孝義君 登壇〕 

◯３番（佐藤孝義君） 最後になりました。 

  質問に入らせていただきたいと思います。 

  再三、午前中から、振興対策の答弁聞いております。相当ダブった点があるんではないか

なというふうに感じておりますので、その辺は端折ってもらって、まったく結構でございま

す。 

  では、質問に入ります。 

  国の農政が不透明の中、町独自の農業政策についてお伺いしたいと思います。  

  昨日の施政方針でも若干触れられておりましたが、具体的の質問だということで、四つば

かり挙げておりますので。 

  一つ目は、ＴＰＰを踏まえて稲作農家の生き残りについて、どう考えておられるのか。  

  それから、まあ、２番目。これはまあ、後継者ができれば歯止めはきくと思いますけども、

耕作放棄地の歯止めの件。 

  それから、特産作物の開発と販売戦略ということでお聞きしたいと思います。  

  それから、４番目、後継者の育成と支援事業等。 

  これ、四つだけしか、ここに書いておりませんけども、私もこの年になって農業を始めま

して、数限りない、聞いてみたいこと、疑問が生じております。今回は四つ、ここに挙げて

おりますので、お聞かせ願いたい。 

  なんだかんだ言っても、町の基幹産業であります農業政策を見直す時期に、これ、きてる

んじゃないかなというふうに、特に最近感じておりますので、それと、今の国の農政、いま

いち、ひとつわからないということがありまして、その辺のあの、概略でいいですから、ま

ず町長にお聞きしたいなというふうに思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 目黒吉久君 登壇〕 

◯町長（目黒吉久君） それでは、３番議員にお答えいたします。 

  国の農政が不透明な中の町独自の農業政策ということでありますが、今、質問ありました

認識、全く同じでございます。農業を取り巻く状況は大きな変化の時期を迎えて、国の農政

の大きな転換期に差しかかっております。 

国の施策としてはさらなる大規模化、集約化の推進をしておりますが、反面、只見町をは
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じめ中山間地の農業、特に土地利用型農業、小規模経営体には厳しい施策の内容となってお

ります。また、県の農業支援策においても、県単独事業において土地利用型農業の補助対象

事業者に農業者団体が外れるなど国と同様の方向にあります。  

このような状況を踏まえて、町としては農業者の営農意欲を維持し、より多くの農地が保

全されるような施策を検討しなければならないと思っております。より多くの農地の保全を

目指すことが耕作放棄地の防止にも繋がりますし、なによりも只見町のひとつの自然景観及

びユネスコエコパーク登録の地になった只見町にとっては絶対的な課題かなというふうに思

っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ３番、佐藤孝義君。 

◯３番（佐藤孝義君） まず、一つ目ですけども、こんな町の議会で、国政の批判をしてもし

ょうがないと思うんですけども、大体、私の考えと、町長の今の、国政の、国の農業政策の

捉え方というのは大体もう一致しているというふうに。その中でですね、私自身もですね、

結局、地元出身の国会議員とかなんかに、これ、頼んだり、質問したり、なんとかしてくれ

というお願いしているんですけど、まああの、非常に弱い面があります。町長の立場として、

町村会とか、そういうことで、もっと上、今の安倍政権、これ農政だけじゃなくて、なんか、

ちょっと暴走しかけてるようの感じに、非常に最近、そういうふうに見受けられるので、ま

ったく地方のほうを向いてないという政策に受け取って、私はいるんですが、なんかそうい

う、良いパイプというか、そういう機会があるのか・ないのか。町長あの、私の、一町会議

員が国会議員に頼んでも、やっぱり、平は平に頼んでも、はっきりした返答が返ってこない

という中で、町村会あたりで、国に直接、そういう、ものを言えるルートがあるのか・ない

のか。その辺もちょっとお聞きしたいなというふうに最初に思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 再三、町村会、県の町村会及び全国の町村会、市長会もそうでしょう

し、勿論、議長会もそうです。今般のやっぱり、政策の流れに対しては、地方の立場からは、

なかなかそれは受け入れ難い施策の推進というか、振興だなと。特にＴＰＰもそうでしたし、

農協改革自体は、私はそのこと自体が、どうだこうだということは抑えながらも、ただ、な

かなかそういった改革改革と言われる中身が、地方にとっては、それが本当に良い意味での

改革かどうかというのは非常に、皆さんそれぞれ、町村会も、市長会の皆さん方も、議長会

の皆さん方も、共通した認識ではあるのかなというふうに認識しているというふうに私は認
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識しております。そういった中でやはり一丸となって、そういった面は国会にもいきますし、

代議士にもいきますし、それぞれの立場で大臣には、やっぱりいろんな地方の状況をですね、

今般もお名前が出ましたが、川上村の藤原村長、全国町村会の筆頭として、いろいろな地方

の立場からのご意見は政府のほうには申し上げているところでございます。  

◯議長（齋藤邦夫君） ３番、佐藤孝義君。 

◯３番（佐藤孝義君） まずあの、一つ目、まったくそのとおりだと思いますけども、ＴＰＰ

です。これ、まあ、稲作農家の生き残りということで、これ掲げましたけど、本当にこれ、

稲作はこれ、どうなるのかなというふうに、維持できるのかなというふうな心配が非常にし

ております。私自体も稲作のほうは、もう完全に撤退しているような状態でございますので、

これ以上あの、米価が下がったり、補助が少なくなったりすると、これ、おそらく生き残れ

ないんじゃないかなというふうな心配しております。ですからこの、これ、稲作ひとつとっ

ても、これ町独自でですね、思い切ってですね、結局、只見町の生産数量なんていうのは、

そうたいしたことないわけですよ。全部あの、町で買い上げて、なんか、一つはですね、こ

れ、私の考えなんですけども、酒、只見町は酒屋というのがないんで、酒造会社をつくった

り、酒米を作って酒にして売ると、言ったり、考えたり、あとは煎餅屋、そういうこと。あ

とは餅産業も今、町で、ちょっと始められた人もおりますが、これ、町を挙げてですね、只

見の物産だという、只見のものだというやつを、ひとつなんか作らないと、これからやっぱ

り生き残っていけないんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、その辺の考え方なん

ですけども、おそらく、国でちょっとぐらいの、今までの補助金出している、やらせるとい

うような、もう時代じゃ、完全になくなってきてますので、やはり、今まで守ってこられた

稲作農家の人が、ある程度の飯は食えるんだ。１００パーセントでなくても食えるぐらいの

対策はしていく時代じゃないかなというふうに思います。  

それで、ちょっと、あの、提案なんですけども、結局、その、只見の米を利用した加工所

ですね、そういうような、なんでもいいですよ。できることから、それはもう、すぐやれな

んていうことは、なかなかできないと思いますけども、本当、只見の次の２・３に係ってき

ますけど、特産の作物の、これ、開発。あとは私一番思っているのは、農業始めて思ってい

るのは、この販売の戦略が、やっぱりできてないというか、農協任せという感じなんですよ

ね。結局、もう半分も、半分以上も経費かかっちゃうということで、やっぱり農家、生産者

にやっぱり、売値の８割ぐらいは残るような政策をなんか考えてやらないと、やはり農業や
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れったって、これ、なかなか、できる話じゃないというふうに思います。その辺の町の考え

方ですね。俺、思っているのは、いろいろありますけども、そんな急に言われても、何も、

できるなんていう返事はないと思いますけども、ひとつあの、そういう考え方、６次化の問

題ですね。これ、生産者と、あと、そのプロと一緒になって、売る戦略まで、なんとかでき

ないかと。それ、おそらく、行政で、それは商売できるわけないんで、三セクとか、別の機

関をつくる。ちっちゃい農協みたいの、組織をつくらないと、なかなかその、難しいんじゃ

ないかなという、個人でやっているんでは難しいんじゃないかなというふうに思うようにな

ってきました。その辺のあの、考え方、政策課長あの、あれですか。お聞きしたいんですけ

ども、農産物の加工含めて、その辺の考え方、ちょっとお聞きしてみたいなというふうに思

うんですけど、いかがでしょうか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

◯農林振興課長（二階堂一広君） ご質問の内容でございますけど、６次化関連ということで、

米の関係ということでございますけれども、考え方としましては、その只見町ならでは、こ

の適地適作と申しますか、只見町に合った産品。こちらをまあ、推奨なりをしていってです

ね、それをまあ、６次化に繋げていくといったところがまあ、基本的な考え方になるのかな

というふうに思います。 

  加工の話ございましたけれども、小規模ながらですね、餅の加工等あるとか、いう形は個

人のレベルでは進んでいるというふうには考えておりますけども、それをまあ、町レベルで、

全体でということになりますと、まあ、一番問題になるのがやはり売り先の問題ということ

になると思います。それに対するところの戦略というのが一番難しいところでありますので、

その加工所なりの整備というものはまあ、町のほうの、なりで、できるかもしれませんけれ

ども、その先のその戦略ということがない限り、その、将来に向けての継続的なですね、そ

の農業の維持というのがやはり難しくなってくるのかなと思います。それでまあ、大きなそ

の加工所をいきなり造るということではなくてですね、例えばその、今般始まりました、ふ

るさと納税のお礼品、前の議会でもお話が出ましたところでありますけども、米を差し上げ

るということもまあ、ひとつの方法かなと思います。それに対してはやはりあの、今までど

おり作っていただくというのもありますけども、それに対しては、まずその、ある程度、品

質の確保といいますか、おいしい米をプレゼントして、その販売に繋げていくといった方法

も考えられるのかなというふうに思っております。そういった、できることからですね、考



- 129 - 

 

えていくということが必要なのかなというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ３番、佐藤孝義君。 

◯３番（佐藤孝義君） まあ、その程度だと思います。私も今現在ではね。ただ、これ、販売

戦略ができてないからということだろうと思うんですけども、これを要するにやっていただ

きたいということなんですよ。やっぱり、いわゆる個人でこの辺でずっと、ここにしかいな

かった人、やっぱこれ販売戦略って、農協を頼るしかないわけですよね。町で、町のブラン

ドとして、売っていけたらいいなというのが私の考えなんですよ。まああの、農協無視しろ

という話ではありません。でもやはり、生産者にいくらでもお金残るような政策をとってい

かないとだめだと思うんですよ。だからまあ、ちょっと言いましたけど、只見、酒造所がな

いんで、まあ酒にすればもう、本当、安い米でも、すごい付加価値上がりますし、それひと

つ考えてもですね、それで売り先もですね、これだけやっぱりグローバル化してきて、テレ

ビ、あれになれば、世界に打って出ないと、捌けない時代になってきていると思います。お

酒でもそうです。だから、かえって、そっちのほうに目を向けたですね、只見ブランドを作

っていただきたいなというふうに思うんです。まああの、すぐ、どうこうではなくて、やっ

ぱりそこまで、これからはそこまで考えていかないと、おそらく日本の農業、特にこういう

中山間地の農業守っていけないんじゃないかなというふうに思います。おそらく企業参加、

これから進むと思いますけど、こんな雪深い山間地に、おそらく大企業が来て百姓やるなん

ていうことは、おそらく考えられないことなんで、やはり地元で、これ守っていかなくちゃ

いけないかなというふうに思います。そしてやはり、加工も、やっぱり、自分の町で、ここ

でやらないと雇用も生まれませんし、町のためになりませんので、とにかくあの、販売のほ

うをですね、なんとかそのルートをつけていただいて、とにかく只見の米、全部、加工でき

るぐらいの、ことを考えていかないと、生き残れないんじゃないかなというふうに思います。

おそらくあの、どこの町村もこれから、そういう時代に、競争の時代に入ってくるんじゃな

いかなというふうに思ってますので、いち早くですね、ひとつあの、販売先をですね、都会

にアンテナショップつくって、只見の農産物だよっていう販売も良いかもしれないですけど

も、ある程度加工して、付加価値をつけて、世界に打って出るような、やっぱり政策をとら

ないと、生き残っていけないんじゃないかなというふうに思っております。その辺、今後、

どう考えられるか、ちょっと、町長。 

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 
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◯町長（目黒吉久君） 今後の只見町の農政の展開ですが、先ほど申し上げましたように、も

う国・県の施策は、ほぼ、あてにできないという状況だと思います。それで今まで、只見町

が取り組んできた、農業も含め、その他いろいろと、補助というあり方が、県の補助があっ

て、それを前提にしてその上に上乗せの補助を図ってきたという経過がございます。これま

でもいろいろ、農業も含めて補助ということになってくると、そこがいろいろ、皆さんとの

意見の中で、順序の問題もあったり、県が先か、町が先かなんていうのは議論もありました

けれども、今度はそれが撤廃されるということであれば、否が応でも町独自で何らかの施策

は組み上げていかなきゃいけないという認識は持っております。  

  それであの、只見町がユネスコエコパーク登録になったというのは、やっぱり１０年来、

みんなどこの町村だって、みんな、自分の生まれ育った地域に対しての自然や地域は、誇り

をもって、愛して、自分の地域の自然は素晴らしいと、誰も言ってるはずです。でも、その

中で只見町がユネスコエコパークになったのは、１０年来のいろんな、学者を含め研究者が、

只見のこの地に入り込んできて、いろんな学術的な調査、いわゆる自然学の根拠に基づいた

調査の集積があったため、今般、動植物の豊かさや生態系の豊かさが、その裏付けの調査の、

裏付けの根拠を持って、それがあったからこそ登録になったんだというふうに思っておりま

す。したがいまして、只見町の農産物、米も含めて、ブランド化を図っていくために、どう

いうその前段の戦略が必要かなということを今考えなきゃいけないのかなと。まず米そのも

のも、やはりブランド化図りたいなと。ただ、只見の米は魚沼産に負けないんだと、新潟産

に負けないんだという主観的なおいしさの主張だけでは、なかなか私は、もう通らないだろ

うと。じゃあどうするかと。そこの、只見の米、絶対的においしい、こういう裏付けがあっ

て、こういうデータがあって、こういう食味があってと、それをきちんと、やはり調査する

なり、そういったところを押さえて、それをもって客観的にやっぱりそれを売り込みにかけ

ていくという、まずひとつは大きな課題があろうと。そして、それは只見ブランドですから、

農協さんとは別に、農協さんは農協さん、農協さんとも連携しなきゃいけませんけれども、

いわゆる自家流通の中でやっていくにも、ここ、それぞれ、皆さん、自家販売で努力してき

た方々も、使う袋や、ネーミングや、やっぱりパッケージや、共通のものをやっぱり、ブラ

ンド化していくんであれば、共通のものを使用していこうねという前提の協力もやはり必要

だろうなというふうに思っております。そんなところを手始めに、やはりやりながら、そし

てそのうえで、そういったことを確立を目指しながら、併せて米に特化した、もう少し、只
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見らしい米という、これだけの、すでに生産物としてあるものを、加工品として米を、どう

いう分野で、どれだけのことができるのか。最初から対外的な販売戦略までいかなくたって、

やっぱり乾杯条例から始まった酒の宣伝効果は大きかったと同じように、少なくとも只見町

の人間は、晩酌するんであれば、只見の米でできた只見の酒をまず飲もうよというところか

らスタートするなり、そして、やはり、米の、米から始まった、米粉であり、米粉を利用し

たその他の麺的な、麺類的な加工であったり、米にこだわった、おいしい米を活用した和菓

子というか、米菓子というか、そういったものが、きちんと、只見らしい、やはりひとつの

本物志向の生産を含めて、それは只見でまずもって、只見の飲食店や民宿・旅館等々、お客

様にやっぱり食べていただいたりしながら、そういう感触をつかみながら、やっぱりきちん

とやっていくことが、まずもって大事だろう。そういったスタイルや取り組みに、町民とい

うか、いろんな関係機関、関係業者、観光、民宿・旅館の人達も含めて、生産者も含め、農

商工関係の人が、そういう方向性に一体性を持って、しばらくきついけれども、それを道筋

つけるまでは大変だけれども、我慢して、協力してやっていこうねといったような合意形成

も計りながら、そういう分野にまず取り組んでいくことが今求められているし、実際それに

もう、踏み出さなきゃいけないというふうに私も思っております。そういった意味の必要な

農産加工の施設は、当然、そういった意味において、じゃあこれ町でやるよといった時に、

ここのところのきちんとした合意形成がやはり、町のその施策に対する、税を投入した、資

本を使っていくというところに対する合意形成をですね、皆さん方と取り組みながら、そし

て具体的な施策に活かしていくということをまずもって今年度はですね、きっちりとひとつ

の道筋を、なんか示したいなと、示さなきゃいけないなというふうに思っております。  

◯議長（齋藤邦夫君） ３番、佐藤孝義君。 

◯３番（佐藤孝義君） ありがとうございます。 

  そういう方向でいっていただきたいというふうに思います。  

  あと、前にですね、町長、１期目の時に、就任された時、農業のセンターみたいなのを提

案されたことありました。やはり、今、やっぱり、ああいうのをですね、ちょっと、必要に

なってきたんじゃないかなというふうな、農業の基点、基地ですね、そういうやつを、必要

になってきたんじゃないかなというふうに思います。それはやっぱりあの、特化した専門職

みたいなの、農業の専門職みたいなのを、人をですね、結局、採用して、そういうところに

張り付けて、やっぱりあの、実際やっている人のところに出向いてもらって、指導する、そ
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ういうことしないと、なかなか、新しい人が入ってきても、ちょっと今、農協も合併して、

どういう体制になるかわからないんですけども、やはりあの、今まで地元の農協という感じ

でやってきたんですけども、それもやっぱりおそらく合併するということになると、ちょっ

と農民に対するそのサービスが、おそらく低下してきますし、今、農業改良普及所も山口に

出先ありますけども、今後、まああの、ずっと維持して、くれていればいいんですけど、や

っぱり、そういうのを町も、町と農協と県と一緒になったような、ちょっと、バックアップ

組織をつくって、次の（４）番に後継者の育成って書いてありますけども、そっちに結び付

けていただきたいなというふうに思うんですよ。だからそういうことも考えていただきたい

なと、改めて思っているものですから、その辺はどうですか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） そういうこと大事だと思います。今般の、先ほどユネスコエコパーク

の推進協議会の中にも、推進協議会の下には審議会があってですね、そこにはそれぞれの分

野における専門の、大学教授の先生方の参加もいただいております。農業分野の先生もおり

ます。そういった方々からも改めてですね、分野ごとの、これからユネスコエコパークとし

ての、町としての、只見の農業分野における取り組みについても、ご指導やご支援をいただ

けるものと思っておりますし、併せて、さらなる、それに必要な人的な確保なり、またいろ

んな繋がりを、ネットワークを作り上げていく必要性を十分に感じております。  

  それからあの、先ほどの農政が変わったということ自体は、今までは水田を中心として、

転作があって、転作奨励金があって、そういった、それに優良な推薦、推奨作物があったわ

けですが、今そういったものも取り払われようとしておりますから、遊休農地、畑作分野に

おける、いわゆる蕎麦、それから大豆や、またはじゅうねんであったり、ひとつの地域とし

て生産ができる可能性のあるものの、生産意欲の喚起と、それが可能となるような施策展開

というのは何ができるのか。併せて、そのうえ、そこからまた併せて加工なり販売戦略をど

うやっていくのかということも、改めて、併せて、検討をするべき大きな課題だというふう

に思っております。 

◯議長（齋藤邦夫君） ３番、佐藤孝義君。 

◯３番（佐藤孝義君） ありがとうございます。 

  まったくそのとおりだと思います。私もやっぱりその、只見の何々、只見のじゅうねんで

も、只見の蕎麦でも、というやつがないものですから、今まあ、南郷トマトやってますけど、
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あくまでもその、南郷トマトっていうネーミングも向こうですし、只見ならではというやつ

もひとつ、是非これ、作らなくちゃいけないなというふうに思っております。その辺も今後、

研究していきたいなというふうに思います。 

  あと、もう一つ、これ、お願いなんですけども、後継者の育成と支援事業ということでで

すね、Ｉターンの人、結構、今、南郷トマトに入ってきております。聞くところによると、

今年も１組、やっと町に入ってきてくれるそうです。で、住むところも決まったということ

らしいんですけども、それ、Ｉターンの応募に関してですね、やはりもう少し、やはり若い

人、結構希望されております。今、南郷、旧南郷ですね、南会津町とＩターンの取り合いや

ってるような感じで、みんな向こうに行っちゃうというようなやつを、ひとつ、こっちのほ

うが有利だよという、只見のほうが、生活も良いし、町も面倒みてくれるよという、あの、

支援を是非お願いしたいというふうに思います。これあの、住宅対策ひとつとってもですね、

やっぱりこれ、農業というのは、住む家だけではどうにもならんですよね。やっぱり車庫が

あったり、ちょっと、資材使いますから、冬場確保する作業部屋みたいな、倉庫みたいなや

つがくっ付いてないと、なかなか、入りにくい。そしてやっぱり今、空き家対策、今一生懸

命やってらっしゃると思うんですけども、空き家、実際、借りようとしても、なかなかそこ

に合致するところがなかったり、部落が違ったりしますと、なかなか困難であるということ

です。おそらく、南郷あたりではそれ、トマト専用、来てくれる専用の住宅を建てていると

いうようなことで人引っ張ってるみたいですけども、やっぱ、うちの町もそれ以上のことを

しないと、なかなか、人が増えないんじゃないか、来てくれる人がほか行っちゃうんじゃな

いかなという心配がありますので、その辺、これからちょっと考えていただきたいなという

ふうに思いますけど、その辺をお聞きしたいというふうに思います。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） その点は、私も従来からの、大きな政策の中心でありましたが、いろ

いろの流れの中で、十分の、そこの施策に取り組めないできてまいりましたが、やっぱりこ

こは大きな、住宅対策も含めて、新規参入、Ｉターンの新規参入、勿論、地元のＵターンも

含めてですけれども、新規参入がやっぱり当面、いま少し力を入れなきゃならないのかなと

いうふうに思ってまして、そういったところの受入体制の環境整備はこれからも引き続き取

り組んでまいりたいというふうに思います。 

◯議長（齋藤邦夫君） ３番、佐藤孝義君。 
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◯３番（佐藤孝義君） わかりました。なんせあの、これ、只見町のこの景色、というか景観

を守っているのは、おそらく、これ、農業だと思います。この只見町に、これ、田んぼがな

くなって、この景色が荒廃しちゃった景色になっちゃえば、何の魅力もなくなるわけでござ

いますので、ひとつ、農政のほうもですね、これおそらく、根底の産業だと思いますので、

随分あの、皆さん、いろいろ、振興対策に対しては、意見申されて、答弁も聞いてきました

けど、ひとつ、また、ユネスコエコパークの根幹でもあると思いますし、これ産業の、農業

というのは産業の底辺でございますので、ひとつあの、力を抜くことなくですね、推進して

いっていただきたいなということをお願いして私の質問を終わります。  

◯議長（齋藤邦夫君） 町長。 

◯町長（目黒吉久君） 冒頭、本日もいろんな方々からの質問に対して、将来の人口減少社会

の中にあって、重点事項として産業振興、とりわけ基盤産業としての農林業の位置付けは大

事だということの認識に立って取り組んでいかなきゃいけないということ申し上げたとおり

でありますから、そういった方向性で頑張ってまいりたいと思います。  

◯３番（佐藤孝義君） ありがとうございました。 

  これで終わります。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで、３番、佐藤孝義君の一般質問は終了いたしました。  

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎散会の宣告 

◯議長（齋藤邦夫君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうもご苦労様でした。 

（午後４時２２分） 


